
 

基準の改正等に伴う修正項目 

新旧対照表 

資料３ 

※ 以下の計画の内容に影響のない軽微な修正は、事務局において修正する。 

① 修正案に連動して修正が必要なもの 

② 語句の置き換えに伴う修正 

③ 組織改正に伴う組織名称の修正 

など 



 



基準の改正等に伴う修正項目（目次）

編別 章 節 項目名
新旧対照表
ページ番号

基本・風水害対策編 － － （避難準備情報等の名称変更） 1

基本・風水害対策編 第1章　総則 第4節　本市の概況 第2　都市的条件 2～3

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第2節　風水害予防計画
第1　洪水予防対策
第4　土砂災害・宅地災害等の予防対策

4～5

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第2節　風水害予防計画 第2　高潮・津波災害の予防対策 6

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第2節　風水害予防計画 第4　土砂災害・宅地災害等の予防対策

震災対策編 第2章　震災予防計画 第5節　地盤災害による被災の防止 第2　地震に伴うがけ崩れ等による建築物等の被災防止対策

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第2節　風水害予防計画 第4　土砂災害・宅地災害等の予防対策 8

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第6節　避難体制の整備 第4　指定緊急避難場所等の基準 9

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第9節　要配慮者に係る災害の予防対策 第1　要配慮者の現況

震災対策編 第2章　震災予防計画 第15節　要配慮者に係る災害の予防対策 第1　要配慮者の現況

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第9節　要配慮者に係る災害の予防対策 第3　避難行動要支援者に係る支援体制

震災対策編 第2章　震災予防計画 第15節　要配慮者に係る災害の予防対策 第3　避難行動要支援者に係る支援体制

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第9節　要配慮者に係る災害の予防対策 第3　避難行動要支援者に係る支援体制

震災対策編 第2章　震災予防計画 第15節　要配慮者に係る災害の予防対策 第3　避難行動要支援者に係る支援体制

基本・風水害対策編 第2章　災害予防計画 第10節　災害ボランティア活動の環境整備 第3　災害ボランティアの受入体制 13

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第3　注意体制 14

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第5　災害警戒本部 15

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第6　災害対策本部 16～17

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第6　災害対策本部（事務局分掌事務・担当部局）

震災対策編 第3章　震災応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第3　災害対策本部（事務局分掌事務・担当部局）

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第6　災害対策本部（分掌事務）

震災対策編 第3章　震災応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第3　災害対策本部（分掌事務）

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第6　災害対策本部

震災対策編 第3章　震災応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第3　災害対策本部

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第8　職員の動員 22～23

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第3節　情報の収集及び伝達 第1　情報の収集・伝達体制 24

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第3節　情報の収集及び伝達 第2　気象情報等の収集及び伝達 25

21

7

10

11

12

20

18～19
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編別 章 節 項目名
新旧対照表
ページ番号

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第3節　情報の収集及び伝達 第2　気象情報等の収集及び伝達 26

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第3節　情報の収集及び伝達 第2　気象情報等の収集及び伝達 27

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第3節　情報の収集及び伝達 第3　災害情報の収集・伝達及び報告

震災対策編 第3章　震災応急対策 第3節　情報の収集及び伝達 第3　災害情報の収集・伝達及び報告

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第5節　避難対策 第6　指定緊急避難場所の開設等 29

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第5節　避難対策 第6　指定緊急避難場所の開設等 30

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第6節　衣食等生活必需品の供給 第1　物資の調達

震災対策編 第3章　震災応急対策 第6節　衣食等生活必需品の供給 第1　物資の調達

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第6節　衣食等生活必需品の供給 第1　物資の調達

震災対策編 第3章　震災応急対策 第6節　衣食等生活必需品の供給 第1　物資の調達

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第6節　衣食等生活必需品の供給 第2　食品の供給

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第28節　区の応急対策 第6　応急救助活動

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第7節　給水及び上水道施設応急対策 第3　給水対策 36

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第11節　避難対策 第1　被災者の救出

震災対策編 第3章　震災応急対策 第11節　救難対策 第1　被災者の救出

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第12節　医療・救護対策

第1　医療救護対策部の設置
第3　医療救護班等の編成及び活動
第5　DMATの派遣要請及び活動支援
第6　DPATの派遣要請及び活動支援
第7　こども支援チームの派遣要請及び活動支援
第8　医療機関等への応援要請

震災対策編 第3章　震災応急対策 第12節　医療・救護対策

第1　医療救護対策部の設置
第3　医療救護班等の編成及び活動
第5　DMATの派遣要請及び活動支援
第6　DPATの派遣要請及び活動支援
第7　こども支援チームの派遣要請及び活動支援
第8　医療機関等への応援要請

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第13節　遺体の捜索・処理及び火葬対策 全ての項目

震災対策編 第3章　震災応急対策 第13節　遺体の捜索・処理及び火葬対策 全ての項目

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第14節　保健衛生及び防疫対策 第2　被災者の健康管理

震災対策編 第3章　震災応急対策 第14節　保健衛生及び防疫対策 第2　被災者の健康管理

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第20節　住宅等応急対策 第1　応急仮設住宅の調達・供給体制の整備

震災対策編 第3章　震災応急対策 第20節　住宅等応急対策 第1　応急仮設住宅の調達・供給体制の整備

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第20節　住宅等応急対策 第6　被災宅地の応急危険度判定 51

28

35

37

38～41

49

31～33

34

42～48

50
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編別 章 節 項目名
新旧対照表
ページ番号

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第26節　応援要請及び協力要請 第1　民間団体等への協力要請

震災対策編 第3章　震災応急対策 第26節　応援要請及び協力要請 第1　民間団体等への協力要請

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第27節　災害ボランティアの受入 －

震災対策編 第3章　震災応急対策 第27節　災害ボランティアの受入 －

基本・風水害対策編 第3章　災害応急対策 第28節　区の応急対策 第6　応急救助活動

震災対策編 第3章　震災応急対策 第28節　区の応急対策 第6　応急救助活動

基本・風水害対策編 第4章　災害復旧・復興計画 第4節　企業等援護計画 第1　農林漁業関係の融資 55～57

基本・風水害対策編 第4章　災害復旧・復興計画 第4節　企業等援護計画 第2　中小企業関係の融資 58

基本・風水害対策編 第4章　災害復旧・復興計画 第5節　義援金及び救援物資の受入・配分計画
第3　救援物資の受入等
第5　他の市町村が被災した場合の措置

59

基本・風水害対策編 第4章　災害復旧・復興計画 第7節　罹災証明書の交付 － 60～68

基本・風水害対策編 第5章　公益企業等防災計画
第3節　電信電話施設（西日本電信電話株式会社広島支店、株式会社
NTTドコモ中国支社）

（参考　NTTグループの情報連絡体制） 69

基本・風水害対策編 第5章　公益企業等防災計画 第4節　交通輸送施設 第4　日本通運株式会社 70

基本・風水害対策編 第5章　公益企業等防災計画 第4節　交通輸送施設 第5　広島電鉄株式会社 71～72

震災対策編 第2章　震災予防計画 第1節　方針 第2　市民と行政が一体となった取組 73

震災対策編 第2章　震災予防計画 第4節　道路・公園緑地・河川等の公共施設の整備 第3　海岸保全施設 74

震災対策編 第2章　震災予防計画 第7節　建築物の耐震性の向上 第1　建築物等の耐震性の向上 75

震災対策編 第2章　震災予防計画 第9節　災害応急対策の整備 第8　緊急輸送体制の整備 76～77

震災対策編 第2章　震災予防計画 第13節　避難体制の整備 第5　避難路の整備 78～79

震災対策編 第3章　震災応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第3　災害対策本部 80～81

震災対策編 第3章　震災応急対策 第2節　災害応急組織の編成・運用 第5　職員の動員 82～83

震災対策編 第3章　震災応急対策 第5節　避難対策 第7　指定緊急避難場所の開設等 84

震災対策編 第3章　震災応急対策 第20節　住宅等応急対策 第6　被災建築物及び被災宅地の応急危険度判定 85

震災対策編 第5章　南海トラフ地震防災対策推進計画 第3節　地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画 － 86

都市災害対策編 第2章　海上災害対策 第5節　災害応急対策 第1　災害対策本部の体制 87

都市災害対策編 第2章　海上災害対策 （資料6　広島地区排出油等防除協議会会則） － 88～89

都市災害対策編 第2章　海上災害対策 （資料7　海上流出油対策用資機材の保有状況） － 90

都市災害対策編 第3章　航空機災害対策 第2節　市域における飛行場施設等の現況 － 91

都市災害対策編 第4章　鉄道災害対策 第2節　市域における鉄道施設等の現況 － 92

52

54

53
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編別 章 節 項目名
新旧対照表
ページ番号

都市災害対策編 第4章　鉄道災害対策 第2節　市域における鉄道施設等の現況 （資料1　鉄軌道施設の概要） 93

都市災害対策編 第5章　道路災害対策 第2節　市域における鉄道施設等の現況 （資料1　高速道路等の概要） 94

都市災害対策編 第5章　道路災害対策 第2節　市域における鉄道施設等の現況 （資料3　一般国道トンネルの概要） 95

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 第2節　市域における大規模施設等の現況 － 96

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 （別表1　高さ50mを超える構想建築物の現況） － 97

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 （別表3　延床面積3,000㎡以上の病院・社会福祉施設の現況） － 98

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 （別表4　延床面積6,000㎡以上の店舗・ホテル等の現況） － 98

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 （別表5　林道整備状況） － 99

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 （別表6　広島市の火災状況（過去10年間） － 100

都市災害対策編 第6章　大規模火事災害対策 （別表7　消防機関及び関係機関における大規模火事災害への主な対応資機材（消防車両を除く。）の保有状況） 101

都市災害対策編 第7章　危険物等災害対策 第2節　市域における危険物等施設の現況 － 102

都市災害対策編 第7章　危険物等災害対策 第2節　市域における危険物等施設の現況 － 103

都市災害対策編 第7章　危険物等災害対策 （別表8　特に注意すべき毒物劇物施設） － 104

都市災害対策編 第7章　危険物等災害対策 （別表9　毒物劇物の特性等） － 105

都市災害対策編 第8章　放射性物質災害対策 第4節　災害予防計画 第1　放射性物質の安全規制 106

都市災害対策編 第8章　放射性物質災害対策 第5節　災害応急対策 第6　迅速かつ効率的な人命救助・捜索、消火活動 107

都市災害対策編 第9章　ライフライン災害対策 第2節　市域におけるライフライン施設等の現況 － 108

水防計画 第3章　水防応急活動 第1節　水防要員の出動 第1　出動の指令 109

水防計画 第4章　避難対策
第1節　注意喚起（自主避難の呼びかけ）
第2節　避難の勧告・指示等

－ 110

水防計画 第4章　避難対策 第4節　災害種別に応じた避難

第1　洪水への対応
第2　高潮への対応
第3　土砂災害への対応
第4　津波への対応

111～114

水防計画 第4章　避難対策 第4節　災害種別に応じた避難 第3　土砂災害への対応 115～116

水防計画 － 117

水防計画 － 118

水防計画 － 119（別表第11　水防信号施設等　２　水防信号施設等）

（別表第1　水位・潮位及び雨量の観測場所　⑴　広島市雨量観測所）

（別表第1　水位・潮位及び雨量の観測場所　⑸　広島地方気象台雨量観測施設）
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修  正  前 

 

 

 

基本・風水害対策編 

震災対策編       全ての該当箇所 

水防計画 

頁 

 

 

 

全ての該当箇所 

 

「避難準備情報       」 

「避難指示（緊急）」 

 

 

【修正の例】 

以下と同様に、地域防災計画及び水防計画内の「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」

に、「避難指示」を「避難指示（緊急）」に変更する。） 

 

基本・風水害対策編の59頁 

 

第７節 防災教育・訓練及び調査研究 

第１ 防災知識の普及 

１ 市民に対する防災広報《企画総務局広報課、危機管理室災害予防課、消防局予防課・各 

消防署、各区区政調整課・地域起こし推進課》 

⑴ 周知の内容 

ウ 防災情報（気象情報や災害情報等）の意味 

「注意喚起（自主避難の呼びかけ）」、「避難準備情報」、「避難勧告」、「避難指示」の

意味、危険度の段階に応じて発信する意図等。 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 平成 28 年台風第 10 号による水害で、死者・行方不明者 27 人が発生する等、東北・北海道の各地

で甚大な被害が発生した。とりわけ、岩手県岩泉町では、グループホームが被災し、入所者 9 名が

全員亡くなる等、高齢者の被災が相次いだ。 

本水害では、「避難準備情報」の意味が正しく理解されず、高齢者施設において、適切な避難行動

がとられなかったことを重く受けとめ、高齢者等が避難を開始する段階であるということを明確に

するため、国において「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に名称変更することと

なった。 

また、「避難指示」については、「避難勧告」との違いがわかりにくいことから、より緊急性が高

く、切迫した状況であることを伝えるために「避難指示（緊急）」と表記することとなった。 

 

「避難準備・高齢者等避難開始」 

「避難指示（緊急）」 

 

 

【修正の例】 

以下と同様に、地域防災計画及び水防計画内の「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」

に、「避難指示」を「避難指示（緊急）」に変更する。） 

 

基本・風水害対策編の59頁 

 

第７節 防災教育・訓練及び調査研究 

第１ 防災知識の普及 

１ 市民に対する防災広報《企画総務局広報課、危機管理室災害予防課、消防局予防課・各 

消防署、各区区政調整課・地域起こし推進課》 

⑴ 周知の内容 

ウ 防災情報（気象情報や災害情報等）の意味 

「注意喚起（自主避難の呼びかけ）」、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、

「避難指示（緊急）」の意味、危険度の段階に応じて発信する意図等。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第１章 総則 

  第４節 本市の概況   

頁 

 

９ 

第２ 都市的条件 

１ 人 口 

   本市の人口は、国勢調査（平成 27年 10月１日実施：速報値）によれば、1,194,507人で、行政

区別の人口は、安佐南区の 242,660人が最も多く、次いで西区、安佐北区、南区、佐伯区、中区、

東区、安芸区の順となっている。 

   面積１㎢当たりの人口密度は、全市では 1,318 人であり、デルタ市街地（中区、東区、南区、

西区）・周辺部（安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区）別にみた場合、デルタ市街地では 5,063

人、周辺部では 765 人となっており、デルタ市街地は、周辺部に比べ 6.6 倍の人口密度を示して

おり、更に昼間流入人口を考慮すれば、都市災害による人的被害の危険性が中央に集中している。 

人口分布状況 
区  分 人 口 （人） 人口密度（人／㎢） 面 積（㎢） 
総  数 
中  区 
東  区 
南  区 
西  区 
安佐南区 
安佐北区 
安 芸 区 
佐 伯 区 

1,194,507 
136,684 
120,075 
142,719 
191,134 
242,660 
145,074 
79,370 

136,791 

1,317.7 
8,921.9 
3,046.0 
5,426.6 
5,367.4 
2,069.8 
410.6 
843.6 
607.4 

906.53 
15.32 
39.42 
26.30 
35.61 

117.24 
353.33 
94.08 

225.22 

 ２・３ （略） 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 国勢調査（平成 27年 10月 1日実施）の確定値が発表されたため修正する。 

第２ 都市的条件 

１ 人 口 

   本市の人口は、国勢調査（平成 27年 10月１日実施 削除 ）によれば、1,194,034人で、行政

区別の人口は、安佐南区の 242,512人が最も多く、次いで西区、安佐北区、南区、佐伯区、中区、

東区、安芸区の順となっている。 

   面積１㎢当たりの人口密度は、全市では 1,317 人であり、デルタ市街地（中区、東区、南区、

西区）・周辺部（安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区）別にみた場合、デルタ市街地では 5,062

人、周辺部では 764 人となっており、デルタ市街地は、周辺部に比べ 6.6 倍の人口密度を示して

おり、更に昼間流入人口を考慮すれば、都市災害による人的被害の危険性が中央に集中している。 

人口分布状況 
区  分 人 口 （人） 人口密度（人／㎢） 面 積（㎢） 
総  数 
中  区 
東  区 
南  区 
西  区 
安佐南区 
安佐北区 
安 芸 区 
佐 伯 区 

1,194,034 
136,640 
120,155 
142,728 
190,929 
242,512 
145,018 
79,353 

136,699 

1,317.1 
8,919.1 
3,048.1 
5,426.9 
5,361.7 
2,068.5 
410.4 
843.5 
607.0 

906.53 
15.32 
39.42 
26.30 
35.61 

117.24 
353.33 
94.08 

225.22 

 ２・３ （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第１章 総則 

  第４節 本市の概況 

頁 

 

９ 

第２ 都市的条件 

１（略） 

２ 建築物等 

⑴ 建築物の推移 

    市域における建築物の推移を見ると、平成 26年度 の総数は、40,768件で、前年度比 360件

の増加となり、住居系は増加傾向にある。 

  ⑵ 用途別分布状況 

市域における建築物の用途別分布状況をみると、住居系、商業系の建築物の半数が中心部に、

工業系の建築物がそのフランジ部に集積しているが近年各用途とも分散傾向にある。 

  ⑶ 中高層建築物（４階建以上） 

    市域における中高層建築物（４階建以上）は、平成 27 年 3 月末日現在 15,148 棟で、これら

の大半はデルタ市街地に集中している。 

    この建築物の中高層化とともに、あわせて進行している市街地の周密化・外延化は、火災や

地震などに伴う災害への対応を一層困難なものとしている。 

 

３ 危険物施設、高圧ガス施設及び火薬類施設（以下本編において「危険物施設等」という。） 

市域におけるそれぞれの施設数の推移を見ると、平成 26年度の総数は、危険物施設 1,816件、

高圧ガス施設 2,246件、火薬類施設 60件で、危険物施設は、平成 7年度をピークに減少傾向にあ

る。 

（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

第２ 都市的条件 

１（略） 

２ 建築物等 

⑴ 建築物の推移 

    市域における建築物の推移を見ると、平成 27年度末の総数は、40,965件で、前年度比 197件

の増加となり、住居系は増加傾向にある。 

  ⑵ 用途別分布状況 

市域における建築物の用途別分布状況をみると、住居系、商業系の建築物の半数が中心部に、

工業系の建築物がそのフランジ部に集積しているが近年各用途とも分散傾向にある。 

  ⑶ 中高層建築物（４階建以上） 

    市域における中高層建築物（４階建以上）は、平成 28 年 3 月末日現在 15,057 棟で、これら

の大半はデルタ市街地に集中している。 

    この建築物の中高層化とともに、あわせて進行している市街地の周密化・外延化は、火災や

地震などに伴う災害への対応を一層困難なものとしている。 

 

３ 危険物施設、高圧ガス施設及び火薬類施設（以下本編において「危険物施設等」という。） 

市域におけるそれぞれの施設数の推移を見ると、平成 27年度の総数は、危険物施設 1,790件、

高圧ガス施設 2,297件、火薬類施設 55件で、危険物施設は、平成 7年度をピークに減少傾向にあ

る。 

（略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画 

  第２節 風水害予防計画 

頁 

 

１６、２２ 

第１ 洪水予防対策 

 １・２ （略） 

 ３ 警戒避難体制の整備《下水道局河川課、危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課》 

   水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事により指定を受けた洪水予報河川又は水位周知河川 

における浸水想定区域については、円滑かつ迅速な避難を確保するために、当該区域ごとに次の 

事項を定めるとともに、ハザードマップ              、地理情報システム（Ｇ 

ＩＳ）の活用による防災情報の発信等により住民への周知を図る。 

  ⑴ 洪水予報等の伝達方法及び避難場所等 

  ⑵ 地下街等又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利 

用する施設（以下「要配慮者利用施設」という。）で当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅 

速な避難を確保する必要があると認められる施設の名称及び所在地（資料編２－２－２） 

    なお、地下街等及び要配慮者利用施設は次のとおりとし、これらの施設（所有者又は管理者 

及び自衛水防組織の構成員（要配慮者利用施設は自衛水防組織が設置された場合）に限る。）へ 

の洪水予報等の伝達方法は、広島市防災情報メール配信システム又はファックス等による。 

   （以下 略） 

第２・第３ （略） 

第４ 土砂災害・宅地災害等の予防対策 

 １～５ （略） 

 ６ 警戒避難体制の整備《下水道局河川課、危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課》 

  ⑴ 警戒避難体制 

    土砂災害防止法の規定に基づき、県知事により指定を受けた土砂災害警戒区域ごとに、次の 

事項を定める。 

   ア 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項 

   イ 指定緊急避難場所等や避難路、避難経路に関する事項 

   ウ 市町村が行う土砂災害に係る避難訓練に関する事項 

   エ 土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の名称及び所在地 

   オ 救助に関する事項 

   カ 土砂災害警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項      

（資料編２－２－９）。 

    国又は県から、土砂災害防止法に基づき土砂災害緊急情報が通知された場合は、避難勧告の 

発令等の検討を行うとともに、避難情報等を適切に住民へ周知する。 

    また、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に 

関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項についてハザ 

ードマップ              、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用による防災情 

報の発信等により住民への周知を図る。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 平成２８年度に「広島市防災情報共有システム」を導入したことから、住民等への周知方法及び

伝達方法に当該システムを追加する。 

第１ 洪水予防対策 

 １・２ （略） 

 ３ 警戒避難体制の整備《下水道局河川課、危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課》 

   水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事により指定を受けた洪水予報河川又は水位周知河川 

における浸水想定区域については、円滑かつ迅速な避難を確保するために、当該区域ごとに次の 

事項を定めるとともに、ハザードマップ、広島市防災情報共有システム、地理情報システム（Ｇ 

ＩＳ）の活用による防災情報の発信等により住民への周知を図る。 

  ⑴ 洪水予報等の伝達方法及び避難場所等 

  ⑵ 地下街等又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利 

用する施設（以下「要配慮者利用施設」という。）で当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅 

速な避難を確保する必要があると認められる施設の名称及び所在地（資料編２－２－２） 

    なお、地下街等及び要配慮者利用施設は次のとおりとし、これらの施設（所有者又は管理者 

及び自衛水防組織の構成員（要配慮者利用施設は自衛水防組織が設置された場合）に限る。）へ 

の洪水予報等の伝達方法は、広島市防災情報メール配信システム       等による。 

   （以下 略） 

第２・第３ （略） 

第４ 土砂災害・宅地災害等の予防対策 

 １～５ （略） 

 ６ 警戒避難体制の整備《下水道局河川課、危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課》 

  ⑴ 警戒避難体制 

    土砂災害防止法の規定に基づき、県知事により指定を受けた土砂災害警戒区域ごとに、次の 

事項を定める。 

   ア 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項 

   イ 指定緊急避難場所等や避難路、避難経路に関する事項 

   ウ 市町村が行う土砂災害に係る避難訓練に関する事項 

   エ 土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の名称及び所在地 

   オ 救助に関する事項 

   カ 土砂災害警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項      

（資料編２－２－９）。 

    国又は県から、土砂災害防止法に基づき土砂災害緊急情報が通知された場合は、避難勧告の 

発令等の検討を行うとともに、避難情報等を適切に住民へ周知する。 

    また、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に 

関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項についてハザ 

ードマップ、広島市防災情報共有システム、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用による防災情 

報の発信等により住民への周知を図る。 
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修  正  前 

  ⑵ 住民への周知 

    土砂災害から生命・身体の被害を防止するためには、住民自らが土砂災害に関する各種情報 

をあらかじめ把握し、緊急時に行政側からの避難勧告等に従うのみならず、自らの判断による 

場合を含め事前避難を行うことが重要である。このため、警戒区域における円滑な警戒避難が 

行われるよう平常時から住民の防災意識の向上を促すため以下に掲げる事項について、住民説 

明会、防災講座、広報紙、広島市ホームページ、ハザードマップ              

 及び地理情報システム（ＧＩＳ）の活用などあらゆる方法により、積極的に住民に周知する 

とともに住民の避難行動につながる仕組み・環境づくりに向けた取組みを行う。 

    （以下 略） 

 

修  正  後 

   ⑵ 住民への周知 

    土砂災害から生命・身体の被害を防止するためには、住民自らが土砂災害に関する各種情報 

をあらかじめ把握し、緊急時に行政側からの避難勧告等に従うのみならず、自らの判断による 

場合を含め事前避難を行うことが重要である。このため、警戒区域における円滑な警戒避難が 

行われるよう平常時から住民の防災意識の向上を促すため以下に掲げる事項について、住民説 

明会、防災講座、広報紙、広島市ホームページ、ハザードマップ、広島市防災情報共有システ 

ム及び地理情報システム（ＧＩＳ）の活用などあらゆる方法により、積極的に住民に周知する 

とともに住民の避難行動につながる仕組み・環境づくりに向けた取組みを行う。 

    （以下 略） 

 

 

以下同様に、情報伝達方法に「広島市防災情報共有システム」を追加する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画 

  第２節 風水害予防計画 

頁 

 

１９ 

第２ 高潮・津波災害の予防対策 

（略） 

２ 広島港海岸保全施設整備事業 

⑴  国施行事業《国土交通省中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所》 

平成17 年度より、南観音、江波、吉島、船越、矢野の5 地区について、新たに国直轄 

事業を導入し、広島港の高潮対策の整備促進を図る。 

なお、平成17 年度から調査設計を行い、平成32 年度までの完成を予定している。 

⑵  県施行事業《県港湾漁港整備課》 

広島港の高潮対策（海岸保全施設整備事業）については、国（国土交通省）の海岸事 

業第１次五ケ年計画（Ｓ45～Ｓ49）に基づき、海岸管理者である県において既往最高潮 

面（＋4.61）に余裕高を加えた天端高（＋5.5～6.0）で観音、江波、吉島、出島、宇品、 

元宇品、似島地区の護岸を整備した。 

第２次５カ年計画（Ｓ51～Ｓ55）からは、伊勢湾台風級の大型台風が当地域に来襲し 

た場合を想定した天端高（＋6.0～8.2）により、国とも協議を行いながら、嘉永、住吉 

桜尾、美濃里、江波、吉島、出島、宇品、元宇品、丹那、船越、矢野、坂、似島の各地 

区において整備を推進してきた。 

現在は、平成11 年の台風18 号及び平成16 年の台風18 号で被害があり、緊急性の高 

い地区から順次整備を進めている。 

なお、近年における高潮被害の実態を考慮して、平成12 年度に台風通過ルートを再検 

討したこと、及び最近の潮位上昇に伴い平成15 年度に基準水面を変更したことにより、 

天端高（＋6.1～8.3）の見直しを行った。 

県整備実施地区：出島、宇品外貿・中央、宇品内港、似島 

県整備計画地区：元宇品、宇品東、丹那、向洋 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 県整備実施地区：現在整備中の地区に変更。 

  県整備計画地区：当面の整備計画地区が無いため削除。 

第２ 高潮・津波災害の予防対策 

（略） 

２ 広島港海岸保全施設整備事業 

⑴  国施行事業《国土交通省中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所》 

平成17 年度より、南観音、江波、吉島、船越、矢野の5 地区について、新たに国直轄 

事業を導入し、広島港の高潮対策の整備促進を図る。 

なお、平成17 年度から調査設計を行い、平成32 年度までの完成を予定している。 

⑵  県施行事業《県港湾漁港整備課》 

広島港の高潮対策（海岸保全施設整備事業）については、国（国土交通省）の海岸事 

業第１次五ケ年計画（Ｓ45～Ｓ49）に基づき、海岸管理者である県において既往最高潮 

面（＋4.61）に余裕高を加えた天端高（＋5.5～6.0）で観音、江波、吉島、出島、宇品、 

元宇品、似島地区の護岸を整備した。 

第２次５カ年計画（Ｓ51～Ｓ55）からは、伊勢湾台風級の大型台風が当地域に来襲し 

た場合を想定した天端高（＋6.0～8.2）により、国とも協議を行いながら、嘉永、住吉 

桜尾、美濃里、江波、吉島、出島、宇品、元宇品、丹那、船越、矢野、坂、似島の各地 

区において整備を推進してきた。 

現在は、平成11 年の台風18 号及び平成16 年の台風18 号で被害があり、緊急性の高 

い地区から順次整備を進めている。 

なお、近年における高潮被害の実態を考慮して、平成12 年度に台風通過ルートを再検 

討したこと、及び最近の潮位上昇に伴い平成15 年度に基準水面を変更したことにより、 

天端高（＋6.1～8.3）の見直しを行った。 

県整備実施地区：似島西、廿日市南           

（削除）地 区：元宇品、宇品東、丹那、向洋 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章   災害予防計画 

  第２節  風水害予防計画 

    

頁 

 

２０ 

第４ 土砂災害・宅地災害等の予防対策 

 １ がけ崩れ・山崩れ災害の予防対策 

  ⑴ （略） 

⑵ 治山事業の推進《経済観光局農林整備課》 

    崩壊林地に対する復旧治山事業、山地災害危険地区等における予防治山事業、機能の低下し 

た保安林の整備事業等の推進を県に働きかけるとともに、本市においては県の治山事業を補完 

する小規模崩壊地復旧事業及び広島市里山林地崩壊復旧事業を推進する。 

    なお、市域における山地災害危険地区は、県の調査結果によれば、３，７３３地区となって 

いる。（資料編「山地災害危険地区総括表」参照） 

    こうした状況を踏まえ、危険地区の住民への周知と警戒避難体制の整備を図る。 

 修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

第４ 土砂災害・宅地災害等の予防対策 

 １ がけ崩れ・山崩れ災害の予防対策 

  ⑴ （略） 

⑵ 治山事業の推進《経済観光局農林整備課》 

    崩壊林地に対する復旧治山事業、山地災害危険地区等における予防治山事業、機能の低下し 

た保安林の整備事業等の推進を県に働きかけるとともに、本市においては県の治山事業を補完 

する小規模崩壊地復旧事業及び広島市里山林地崩壊復旧事業を推進する。 

    なお、市域における山地災害危険地区は、県の調査結果によれば、３，７３８地区となって 

いる。（資料編「山地災害危険地区総括表」参照） 

  こうした状況を踏まえ、危険地区の住民への周知と警戒避難体制の整備を図る。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画 

  第２節 風水害予防計画 

 

頁 

 

２１ 

第４ 土砂災害・宅地災害等の予防対策 

 １～３（略） 

４ 宅地災害の予防対策《都市整備局宅地開発指導課》 

⑴ 宅地造成工事に対する規制と指導 

市域における宅地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）に基づく宅地造成工事規制区域は、

これまでに市域面積の約 65％に当たる 59,126ha が指定されており、平成 28 年 1 月現在、この

規制区域内で工事中の宅地造成地は 54か所、416.62haとなっている。 

（広島市水防計画別表第４「３ 未完成の宅地造成地」参照） 

こうした状況を踏まえ、宅地災害を防止するため、宅地造成の関係者に対して、次の指導と

規制を行う。 

（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

第４ 土砂災害・宅地災害等の予防対策 

 １～３（略） 

４ 宅地災害の予防対策《都市整備局宅地開発指導課》 

⑴  宅地造成工事に対する規制と指導 

市域における宅地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）に基づく宅地造成工事規制区域は、

これまでに市域面積の約 65％に当たる 59,126haが指定されており、平成 28年 11月現在、この

規制区域内で工事中の宅地造成地は 63か所、462.91haとなっている。 

（広島市水防計画別表第４「３ 未完成の宅地造成地」参照） 

こうした状況を踏まえ、宅地災害を防止するため、宅地造成の関係者に対して、次の指導と

規制を行う。 

（略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画 

  第６節 避難体制の整備 

頁 

 

３１ 

第４  指定緊急避難場所等の基準 

１ 指定緊急避難場所 

⑴ 指定緊急避難場所 

災害が差し迫った状況や発災時において確実に開放でき、かつ、運営要員の派遣等が本市主 

導で行えるよう原則として市有の施設又は場所の中から本市が指定する。 

災害時の指定緊急避難場所として使用の承諾が得られた公共施設又は民間施設等についても 

指定することができるものとする。 

                                            

                                               

           

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 指定緊急避難場所が開設された場合でも、福祉的配慮を要する避難者がいる場合も考えられる 

 ため。 

 

第４  指定緊急避難場所等の基準 

１ 指定緊急避難場所 

⑴ 指定緊急避難場所 

災害が差し迫った状況や発災時において確実に開放でき、かつ、運営要員の派遣等が本市主 

導で行えるよう原則として市有の施設又は場所の中から本市が指定する。 

災害時の指定緊急避難場所として使用の承諾が得られた公共施設又は民間施設等についても 

指定することができるものとする。 

指定緊急避難場所が開設され、そこでの滞在が困難な要配慮者がいる場合は、「福祉避難所の 

設置及び管理運営に係る協定」を締結している福祉施設等の中から福祉避難所を設置し、受入 

れを要請する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画  

  第９節 要配慮者に係る災害の予防対策  

頁 

 

６７ 

第１ 要配慮者の現況 

  本市における要配慮者の現況は、以下のとおりである。 

種     別 人  数 （人） 資  料  出  所 

乳 幼 児（０～６歳） 78,752 住民基本台帳（Ｈ27．3．31） 

高 齢 者（65 歳以上） 274,521 住民基本台帳（Ｈ27．3．31） 

在宅ひとり暮らし高齢者        42,600 高 齢 福 祉 課（Ｈ26．3． 1） 

心 身 障 害 者 ・ 児    ※１   50,458 障 害 福 祉 課（Ｈ27．3．31） 

精  神  障  害  者    ※２   12,768 精神保健福祉課（Ｈ27．3．31） 

外    国    人       15,975 外 国 人 登 録（Ｈ27．3．31） 

合      計       475,074 ただし一部重複して集計  
※１ 心身障害者・児数は、身体障害者手帳・療育手帳の所持者数である。 
※２ 精神障害者数は、精神障害者保健福祉手帳の所持者数である。 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

第１ 要配慮者の現況 

  本市における要配慮者の現況は、以下のとおりである。 

種     別 人  数 （人） 資  料  出  所 

乳 幼 児（０～６歳） 77,979 住民基本台帳（Ｈ28．3．31） 

高 齢 者（65 歳以上） 282,939 住民基本台帳（Ｈ28．3．31） 

在宅ひとり暮らし高齢者        42,600 高 齢 福 祉 課（Ｈ26．3． 1） 

心 身 障 害 者 ・ 児    ※１   50,495 障 害 福 祉 課（Ｈ28．3．31） 

精  神  障  害  者    ※２   13,344 精神保健福祉課（Ｈ28．3．31） 

外    国    人       16,549 外 国 人 登 録（Ｈ28．3．31） 

合      計       483,906 ただし一部重複して集計  
※１ 心身障害者・児数は、身体障害者手帳・療育手帳の所持者数である。 
※２ 精神障害者数は、精神障害者保健福祉手帳の所持者数である。 
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修  正  前 

基本・風水害対策 

 第２章 災害予防計画 

  第９節 要配慮者に係る災害の予防対策 

頁 

６８～７０ 

震災対策編 

第２章 震災予防計画 

第１５節 要配慮者に係る災害の予防対策 

 

７１～７３ 

第３ 避難行動要支援者に係る支援体制《危機管理室危機管理課・災害予防課、健康福祉局健康福祉

企画課、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課・生活課》 

１ 避難行動要支援者の定義等 

  「避難行動要支援者」の定義は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する

者とする。 

  その範囲は、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設等へ入所し

ている者は、原則として含まない。 

 ⑴ 高齢者等（介護保険法で規定されている要介護状態区分が要介護３以上の者） 

 ⑵ 身体障害者（身体障害者福祉法で規定されている身体障害者手帳１，２級又は肢体不自由３

級の者） 

 ⑶ 知的障害者（厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうちⒶ又

はＡ判定の者） 

 ⑷ 精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定されている精神障害者保健福

祉手帳１級の者） 

 ⑸ 難病患者（難病患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に規定する障害福祉サービス等のうち居宅介護、短期入所、補装具費の支給又は日常生活用

具の給付サービスを受けているもの） 

 ※上記に該当する者に準ずる状況にあって、自力での避難が困難であると市長が認める者は、対 

象とすることができる。 

 

２ （略） 

 

３ 避難行動要支援者名簿及び個別計画の作成・情報共有・管理の流れ 

 （略） 

⑵ 同意確認 

ア 避難行動要支援者のうち、避難支援を受けることを希望する者については、避難行動要支

援者本人の情報を広島市の関係部局、避難支援者及び避難支援等関係者に提供することにつ

いて同意を得るものとする。 

（略） 

 

⑷ 避難行動要支援者名簿等に係る情報共有・管理に当たっての留意事項 

ア 避難行動要支援者名簿、同意者リスト及び個別計画に係る情報の提供に当たっては、その

情報の提供を受ける者に対して情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求める

こと、その他の当該情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するための必

要な措置について、広島市避難行動要支援者避難支援全体計画の定めるところにより講ずる

ものとする。 

イ 従前より作成している災害時要援護者に係る登録台帳及び避難支援プランは、それぞれ同 

 意者リスト及び個別計画と位置付ける。 

  （略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 対象者の見直しを行い、新たな避難行動要支援者名簿を作成しており、登録台帳を避難行動要支 

援者名簿として位置づける必要がないため。 

第３ 避難行動要支援者に係る支援体制《危機管理室危機管理課・災害予防課、健康福祉局健康福祉

企画課、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課・生活課》 

 １ 避難行動要支援者の定義等 

   「避難行動要支援者」の定義は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら 

  避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する 

者とする。 

 その範囲は、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設等へ入所し 

ている者は、原則として含まない。 

⑴ 高齢者等（介護保険法で規定されている要介護状態区分が要介護３以上の者） 

⑵ 身体障害者（身体障害者福祉法で規定されている身体障害者手帳１～２級又は肢体不自由３

級の者） 

⑶ 知的障害者（厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうちⒶ又

はＡ判定の者） 

⑷ 精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定されている精神障害者保健福

祉手帳１級の者） 

⑸ 難病患者（難病患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に規定する障害福祉サービス等のうち居宅介護、短期入所、補装具費の支給又は日常生活用

具の給付のサービスを受けているもの） 

※上記に該当する者に準ずる状況にあって、自力での避難が困難であると市長が認める者は、対 

象とすることができる。 

 

 ２ （略） 

 

３ 避難行動要支援者名簿及び個別計画の作成・情報共有・管理の流れ 

 （略） 

⑵ 同意確認 

ア 避難行動要支援者のうち、避難支援を受けることを希望する者については、避難行動要支

援者本人の情報を        避難支援者及び避難支援等関係者に提供することについ

て同意を得るものとする。 

（略） 

 

⑷ 避難行動要支援者名簿等に係る情報共有・管理に当たっての留意事項 

ア 避難行動要支援者名簿、同意者リスト及び個別計画に係る情報の提供に当たっては、その

情報の提供を受ける者に対して情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求める

こと、その他の当該情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するための必

要な措置について、広島市避難行動要支援者避難支援全体計画の定めるところにより講ずる

ものとする。 

イ 従前より作成している      （削除）      避難支援プランは、 （削除）  

 意者リスト及び個別計画と位置付ける。 

  （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画  

  第９節 要配慮者に係る災害の予防対策 

頁 

６９ 

震災対策編 

 第２章 震災予防計画 

  第１５節 要配慮者に係る災害の予防対策 

 

７２ 

第３ 避難行動要支援者に係る支援体制 

 １（略） 

２ 避難支援等関係者となる者 

避難支援等関係者となる者は、避難行動要支援者の居住する地区に所在する者であって次に掲 

げるものとする。 

⑴ 民生委員・児童委員 

⑵ 地区社会福祉協議会 

⑶ 町内会・自治会 

⑷ 自主防災組織 

⑸ 消防団 

 ⑹ 地域包括支援センター 

⑺ 障害者基幹相談支援センター 

⑹ その他避難支援等の実施に携わる関係者として市長が認める者 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 地域内で避難行動要支援者の避難支援を担う避難支援等関係者に地域包括支援センター及び障害

者基幹相談支援センターを追加したため。 

第３ 避難行動要支援者に係る支援体制 

 １（略） 

２ 避難支援等関係者となる者 

避難支援等関係者となる者は、避難行動要支援者の居住する地区に所在する者であって次に掲 

げるものとする。 

⑴ 民生委員・児童委員 

⑵ 地区社会福祉協議会 

⑶ 町内会・自治会 

⑷ 自主防災組織 

⑸ 消防団 

 ⑹ 地域包括支援センター 

⑺ 障害者基幹相談支援センター 

⑻ その他避難支援等の実施に携わる関係者として市長が認める者 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第２章 災害予防計画 

  第１０節 災害ボランティア活動の環境整備 

 

 

頁 

 

７０、７１ 

第３ 災害ボランティアの受入体制≪市民局市民活動推進課、健康福祉局地域福祉課、区役所区政調
整課・地域起こし推進課≫ 

災害発生時においては、ボランティアと行政及びボランティア団体相互の連携を図るとともに、
特別な資格・技能を有しない一般ボランティアのコーディネートを行うため、広島市災害ボランテ
ィア活動連絡調整会議は、市災害ボランティア本部を、原則、「広島市社会福祉センター」（中区千
田町一丁目９番４３号）に、また、社会福祉協議会は、区災害ボランティアセンター（８区）を、
原則、各区の地域福祉センターに、それぞれ必要に応じて設置するものとし、平常時から、本市及
び社会福祉協議会等は、迅速かつ適当な設置のための情報交換及び調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 正 後 

修  正  理  由 

○ 市災害ボランティア本部設置候補場所の優先順位一位となっている広島市社会福祉センターが廃止と 

なり、広島市総合福祉センターが新設されることを受け、広島市災害ボランティア活動連絡調整会議にお 

いて本部設置場所を検討した結果、本部運営の中心を担う広島市社会福祉協議会が置かれる広島市総合福 

祉センターを優先順位一位とすることを決定したため。 

第３ 災害ボランティアの受入体制≪市民局市民活動推進課、健康福祉局地域福祉課、区役所区政調
整課・地域起こし推進課≫ 

災害発生時においては、ボランティアと行政及びボランティア団体相互の連携を図るとともに、
特別な資格・技能を有しない一般ボランティアのコーディネートを行うため、広島市災害ボランテ
ィア活動連絡調整会議は、市災害ボランティア本部を、原則、「広島市総合福祉センター」（南区松
原町５番１号）に、    また、社会福祉協議会は、区災害ボランティアセンター（８区）を、
原則、各区の地域福祉センターに、それぞれ必要に応じて設置するものとし、平常時から、本市及
び社会福祉協議会等は、迅速かつ適当な設置のための情報交換及び調整を行う。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

７５、７６ 

第３ 注意体制《危機管理室災害対策課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 設置基準 

体制 設 置 基 準 

注
意
体
制 

ア 気象台から本市に次の気象注意報が発表されたとき。 

 (ｱ) 大雨注意報 

 (ｲ) 洪水注意報 

         

          

イ 上記のほか、危機管理室災害対策課長が必要と認めたとき。 

摘 

要 

網掛けは、自動設置とする。 

高潮に関しては、気象台が開催する台風説明会の内容に応じて判断する。 

  ⑶ （略） 

  ⑷ 廃止 

    危機管理室災害対策課長は、上記設置基準の注意報   が解除されるなど、情報収集等の 

必要がないと認められるときは、注意体制を廃止する。廃止に係る手続きは、設置の場合を準 

用する。 

 ２ 任務 

   （略） 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 大雪等による被害の発生に備え、情報収集体制の強化を図るため、注意体制の設置基準に、大雪警報及

び暴風雪警報（ともに自動設置）を追加する。 

第３ 注意体制《危機管理室災害対策課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 設置基準 

(削除) （削除） 

設
置
基
準 

ア 気象台から本市に次の気象注意報・警報が発表されたとき。 

 (ｱ) 大雨注意報 

 (ｲ) 洪水注意報 

 (ｳ) 大雪警報 

 (ｴ) 暴風雪警報 

イ 上記のほか、危機管理室災害対策課長が必要と認めたとき。 

摘 

要 

網掛けは、自動設置とする。 

高潮に関しては、気象台が開催する台風説明会の内容に応じて判断する。 

  ⑶ （略） 

  ⑷ 廃止 

    危機管理室災害対策課長は、上記設置基準の注意報・警報が解除されるなど、情報収集等の 

必要がないと認められるときは、注意体制を廃止する。廃止に係る手続きは、設置の場合を準 

用する。 

 ２ 任務 

   （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

７７、７８ 

第５ 災害警戒本部《危機管理室危機管理課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ 設置 

    危機管理担当局長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、市災害警戒本部並びに必要と認め 

る区に区災害警戒本部を設置する。なお、危機管理担当局長に事故があるときは、危機管理室 

長、危機管理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 

    危機管理担当局長は、災害警戒本部を設置したときは、直ちにその旨を市長に報告するとと 

もに、防災関係機関・部局、広島市防災会議の委員に通知し、報道機関や防災行政無線等を通 

じて市民に公表する。 

  ⑵ 設置基準 

設 

 

置 

 

基 

 

準 

ア 実効雨量（７２時間半減期）が警戒基準雨量に達したとき（該当区）。 

イ 気象台と広島県から、土砂災害警戒情報が発表されていない場合で、メッシュ情報

※（危険度判定）   に危険度（１時間後又は２時間後に基準値を超過）が表示さ

れたとき（該当区）。 

ウ 気象台と広島県から土砂災害警戒情報が発表されたとき（災害対策本部が設置さ

れていない区に限る。）。 

エ 気象台が高潮警報を発表し、本市の全部又は一部が台風の暴風域内に入ることが確

実であると予測され、災害の発生するおそれがあるとき（安佐南区及び安佐北区を除

く。）。 

オ 避難判断水位に到達し、河川管理者から「はん濫警戒情報」が通知されたとき（岡

ノ下川については洪水警報が発表されている場合に限る。）（該当区）。 

カ 市域で震度４の地震を観測したとき。 

キ 気象庁が広島県に津波注意報を発表したとき（西区及び佐伯区）。 

ク 上記のほか、危機管理担当局長が必要と認めたとき。 

摘 

 

要 

① 網掛けは、自動設置とする。 

② 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 

③ 高潮に関しては、気象台が開催する台風説明会の内容に応じて判断する。 

④ 国外で発生した地震に伴う津波注意報の場合は、自動設置としない。また、体制に

ついては、気象台からの聞取り情報等の内容に応じて判断する。 

  ※ （略） 

  ⑶～⑸ （略） 

 ２ 任務 

    （略） 

 ３ 組織の構成及び分掌事務 

    （略） 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

〇 土砂災害に対する災害警戒本部の現在の設置基準は、「実効雨量」と「土砂災害に関するメッシュ情報」

を併用しているが、「土砂災害に関するメッシュ情報」のみとすることから、「実効雨量」に係る設置基準

を削除する。 

○ 土砂災害警戒情報が発表された場合の設置基準に、「大雨警報基準超過」以上の危険度を示す「土砂災

害に関するメッシュ情報」が表示された場合（災害対策本部が設置されていない区に限る。）を追記する。 

第５ 災害警戒本部《危機管理室危機管理課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ 設置 

    危機管理担当局長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、市災害警戒本部並びに必要と認め 

る区に区災害警戒本部を設置する。なお、危機管理担当局長に事故があるときは、危機管理室 

長、危機管理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 

    危機管理担当局長は、災害警戒本部を設置したときは、直ちにその旨を市長に報告するとと 

もに、防災関係機関・部局、広島市防災会議の委員に周知し、報道機関や防災行政無線等を通 

じて市民に公表する。 

  ⑵ 設置基準 

設 

 

置 

 

基 

 

準 

（削除）                              

ア 気象台と広島県から、土砂災害警戒情報が発表されていない場合で、土砂災害に関

するメッシュ情報（※）に危険度（１時間後又は２時間後に基準値を超過）が表示さ

れたとき（該当区）。 

イ 気象台と広島県から土砂災害警戒情報が発表され、土砂災害に関するメッシュ情

報（※）に危険度（大雨警報基準超過、２時間後基準値超過）が表示されたとき（災

害対策本部が設置されていない区に限る。）。 

ウ （同左） 

 

エ （同左） 

 

オ 市域で震度４の地震を観測したとき。 

カ 気象庁が広島県に津波注意報を発表したとき（西区及び佐伯区）。 

キ 上記のほか、危機管理担当局長が必要と認めたとき。 

摘 

 

要 

① （同左） 

② （同左） 

③ （同左） 

④ （同左） 

 

  ※ （略） 

  ⑶～⑸ （略） 

 ２ 任務 

   （略） 

 ３ 組織の構成及び分掌事務 

   （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

８２、８３ 

第６ 災害対策本部《危機管理室危機管理課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ 設置 

    市長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、災害対策基本法の規定により災害対策本部を設 

置する。なお、市長に事故があるときは、副市長、危機管理担当局長、危機管理室長、危機管 

理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 

    市長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を防災関係機関・部局、広島市防災 

会議の委員に通知するとともに、報道機関や防災行政無線等を通じて市民に公表する。 

    （中略） 

  ⑵ 体制及び設置基準 

    災害対策本部は、予想される災害の規模、被害の程度に応じて、次の基準により体制を区分 

して設置する。 

 

体制 設置基準 

第
一
次
体
制 

ア 実効雨量（72時間半減期）が避難基準雨量に達した時（該当区） 

イ 気象台と広島県が土砂災害警戒情報を発表し、メッシュ情報※（危険度判定）

で危険度（１時間後又は実況で基準値を超過）が表示されたとき（該当区）。 

ウ 気象台が高潮警報を発表し、本市の全部又は一部が台風の暴風域内に入るこ

とが確実であると予測され、重大な災害の発生するおそれがあるとき。 

エ はん濫危険水位に到達し、河川管理者から「はん濫危険情報」が通知された

とき（岡ノ下川については洪水警報が発表されている場合に限る。）（該当区）。 

オ 河川管理者から発表される洪水予報の水位予測において水位が堤防高（又は

背後地盤高）を越えることが予想されているとき（該当区）。 

                                     

              

                       

カ 気象庁が広島県に津波注意報が発表されたとき（中区、南区及び安芸区）。 

 

キ 大規模な火災・爆発等が発生し、消防機関の活動のみでは十分な応急対策が

できないと市長が認めたとき。 

ク 市域において大規模な事故災害等が発生したとき。 

ケ 災害救助法による救助活動又はこれに準ずる救助活動を必要とする災害が発

生したとき。 

コ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 
 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

〇 災害対策本部の４段階としている体制の区分を廃止する。 

○ 土砂災害に対する災害対策本部の現在の設置基準は、「実効雨量」と「土砂災害に関するメッシュ情報」

を併用しているが、「土砂災害に関するメッシュ情報」のみとすることから、「実効雨量」に係る設置基準

を削除する。 

○ 職員全員を動員する場合に平常業務を停止する旨を明記する。 

第６ 災害対策本部《危機管理室危機管理課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ 設置 

    市長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、災害対策基本法の規定により災害対策本部を設 

置する。なお、市長に事故があるときは、副市長、危機管理担当局長、危機管理室長、危機管 

理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 

    市長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を防災関係機関・部局、広島市防災 

会議の委員に周知するとともに、報道機関や防災行政無線等を通じて市民に公表する。 

    （中略） 

  ⑵ （削除）設置基準 

    （削除）                                      

           

 

(削除) （削除） 

設
置
基
準 

（削除）                            

ア 土砂災害警情報が発表され、土砂災害に関するメッシュ情報※で危険度（１

時間後又は実況で基準値を超過）が表示されたとき（該当区）。 

イ （同左） 

 

ウ （同左） 

 

エ （同左） 

 

オ 気象庁が市域に係る気象等に関する特別警報（大雨、暴風、高潮、波浪、暴

風雪又は大雪）を発表したとき。 

カ 市域で震度５弱以上の地震を観測したとき。 

キ 気象庁が広島県に津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表したとき（津

波注意報の場合は中区、南区及び安芸区に限る。）。 

ク （同左） 

 

ケ （同左） 

コ （同左） 

 

サ （同左） 
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修  正  前 

 

第
二
次
体
制 

ア 災害の規模、被害の程度により、第一次体制では十分な対応ができないと市

長が認めたとき。 

イ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

第
三
次
体
制 

ア 市域で震度５弱の地震を観測したとき。 

イ 災害の規模、被害の程度により、第二次体制では十分な対応ができないと市

長が判断したとき。 

ウ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

第
四
次
体
制 

ア 市域で震度５強以上の地震を観測したとき。 

イ 気象庁が広島県に大津波警報又は津波警報を発表したとき。 

ウ 気象庁が市域に係る気象等に関する特別警報（大雨、暴風、高潮、波浪、暴

風雪又は大雪）を発表したとき。 

エ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあ

げて対応すべきであると市長が認めたとき。 

オ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

摘
要 

① 網掛けは、自動設置とする。 

② 国外で発生した地震に伴う津波注意報の場合は、自動設置としない。また、

体制については、気象台からの聞取り情報等の内容に応じて判断する。 

③ 高潮に関しては、気象台が開催する台風説明会の内容に応じて判断する。 

④ 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 

⑤ 第四次体制設置時には、原則として平常業務は停止する。 

    ※ 広島県土砂災害危険度情報で表示される土砂災害の危険度に応じたメッシュ情報（危険

度判定）（実況で基準値超過、１時間後に基準値超過、２時間後に基準値超過、３時間後に

基準値超過を区分して表示） 

   ⑶～⑸ （略） 

  ２ 任務 

    （略） 

  ３ 組織及び運営 

    （略） 

  ４ 平常業務の取扱い 

   ⑴ 平常業務は          、原則として必要最小限度の市民サービス業務を除き、 

災害が鎮静するまで     停止する。ただし、災害の状況により各局等又は区本部の長 

が可能と認める場合は、この限りではない。 

                                              

                 

                            

                                   

                                              

                       

   ⑵ 災害時においても継続すべき必要最小限度の市民サービス業務について、各局等又は区本 

部の長は、あらかじめその業務を定めておくものとする。 

 

修  正  後 

 

（
削
除
） 

（削除）                                  

         

（削除）                 

（
削
除
） 

（削除）                 

（削除）                                  

          

（削除）                 

（
削
除
） 

（削除）                   

（削除）                          

（削除）                                 

                 

（削除）                                 

                      

（削除）                 

摘
要 

① （同左） 

② （同左） 

 

③ （同左） 

④ （同左） 

（削除）                         

    ※ （同左） 

 

 

   ⑶～⑸ （略） 

  ２ 任務 

    （略） 

  ３ 組織及び運営 

    （略） 

  ４ 平常業務の取扱い 

   ⑴ 職員全員を動員する以下の場合は、原則として必要最小限度の市民サービス業務を除き、 

災害が鎮静するまで平常業務を停止する。ただし、災害の状況により各局等又は区本部の長 

が可能と認める場合は、この限りではない。 

     ア 気象庁が市域に係る気象等に関する特別警報（大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪又は 

大雪）を発表したとき。 

     イ 市域で震度５強以上の地震を観測したとき。 

     ウ 気象庁が広島県に津波警報又は大津波警報を発表したとき。 

     エ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応 

すべきであると市長が認めたとき。 

   ⑵ （同左） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

８８、１００ 

 表３－２－２ 

   ⑴ 災害対策本部事務局の分掌事務 

班  名  要        員 分   掌   事   務 

総 務 班 

危機管理室職員 

企画総務局職員 

        

会計室職員 

消防局職員 

１ 災害対策本部の庶務に関すること。 

２ 災害関係部局の全ての職員の招集状況の集計 

に関すること。 

３ その他特命事項に関すること。 

統 制 班 

危機管理室職員 

企画総務局職員 

市民局職員 

消防局職員 

専門職員 

１ 災害対策本部の設置及び廃止に関すること。 

２ 本部長指示及び伝達等に関すること。 

３ 災害対策活動の総合調整に関すること。 

４ 他の主管に属さない事項に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

検 討 班 

 

 危機管理室職員 

消防局職員 

災害状況に応じて関係局等を要員 

に加える。 

１ 災害に関する諸情報の分析及び災害対策活動 

の検討に関すること。 

２ 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

３ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

４ 他の公共団体等への応援要請に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

情 報 班 

危機管理室職員 

市民局職員 

消防局職員 

１ 災害に関する諸情報の統括に関すること。 

２ 県防災行政無線の受信・連絡に関すること。 

３ その他特命事項に関すること。 

監 視 班 危機管理室職員 

１ 気象情報、水防情報等の収集・分析及び記録に 

 関すること。 

２ その他特命事項に関すること。 

広 報 班 
企画総務局職員 

消防局職員 

１ 災害諸情報の広報に関すること。 

２ 報道機関による避難広報に関すること。 

３ 報道機関への放送の要請に関すること。 

集 計 班 

財政局職員 

        

消防局職員 

１ 被害状況の収集及び集計に関すること。 

２ 避難状況の集計に関すること。 

各局等担当班 

企画総務局、財政局、市民局、 

健康福祉局、こども未来局、環境局、 

経済観光局、都市整備局、 

道路交通局、下水道局、消防局、 

水道局及び教育委員会事務局の係長 

相当職以上の職員 

１ 各局所管施設等の被害報告の取りまとめに関 

すること。 

２ 災害対策本部からの連絡事項の伝達及び検 

討・調整に関すること。 

各区担当班 

企画総務局、財政局、市民局、 

健康福祉局、環境局、経済観光局、 

都市整備局及び消防局の係長相当職以

上の職員 

危機管理室職員 

１ 各区からの被害状況及び避難状況の受信に関る

こと。 

２ 災害対策本部からの連絡事項の伝達に関するこ

と。 

（注）危機管理担当局長は、災害の種別や規模、被害の程度により、班編成及び分掌事務を 

変更することができるものとする。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

〇 災害対応等を踏まえ、災害対策本部事務局の要員を見直す。 

 表３－２－２ 

   ⑴ 災害対策本部事務局の分掌事務 

班  名  要        員 分   掌   事   務 

総 務 班 

危機管理室職員 

企画総務局職員 

経済観光局職員 

会計室職員 

（削除） 

１ 災害対策本部の庶務に関すること。 

２ 災害関係部局の全ての職員の招集状況の集計 

に関すること。 

３ その他特命事項に関すること。 

統 制 班 

危機管理室職員 

企画総務局職員 

市民局職員 

消防局職員 

専門職員 

１ 災害対策本部の設置及び廃止に関すること。 

２ 本部長指示及び伝達等に関すること。 

３ 災害対策活動の総合調整に関すること。 

４ 他の主管に属さない事項に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

検 討 班 

 

 危機管理室職員 

消防局職員 

災害状況に応じて関係局等を要員 

に加える。 

１ 災害に関する諸情報の分析及び災害対策活動 

の検討に関すること。 

２ 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

３ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

４ 他の公共団体等への応援要請に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

情 報 班 

危機管理室職員 

市民局職員 

消防局職員 

１ 災害に関する諸情報の統括に関すること。 

２ 県防災行政無線の受信・連絡に関すること。 

３ その他特命事項に関すること。 

監 視 班 危機管理室職員 

１ 気象情報、水防情報等の収集・分析及び記録に 

 関すること。 

２ その他特命事項に関すること。 

広 報 班 
企画総務局職員 

消防局職員 

１ 災害諸情報の広報に関すること。 

２ 報道機関による避難広報に関すること。 

３ 報道機関への放送の要請に関すること。 

集 計 班 

財政局職員 

健康福祉局職員 

消防局職員 

１ 被害状況の収集及び集計に関すること。 

２ 避難状況の集計に関すること。 

各局等担当班 

企画総務局、財政局、市民局、 

健康福祉局、こども未来局、環境局、 

経済観光局、都市整備局、 

道路交通局、下水道局、消防局、 

水道局及び教育委員会事務局の係長 

相当職以上の職員 

１ 各局所管施設等の被害報告の取りまとめに関 

すること。 

２ 災害対策本部からの連絡事項の伝達及び検 

討・調整に関すること。 

各区担当班 

企画総務局、財政局、市民局、 

健康福祉局、環境局、経済観光局及び 

都市整備局の係長相当職以上の職員 

危機管理室職員 

１ 各区からの被害状況及び避難状況の受信に関る

こと。 

２ 災害対策本部からの連絡事項の伝達に関するこ

と。 

（注）危機管理担当局長は、災害の種別や規模、被害の程度により、班編成及び分掌事務を 

変更することができるものとする。 
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修  正  前 

 表３－２－３ 災害対策本部事務局の任務分担・担当部局 

事 務 局 担 当 任 務 担  当  部  局  等 

総   務   班 
危機管理室(2)、企画総務局(2)、       、会計室(1)、 

消防局(1) 

統   制   班 
危機管理室(5)、企画総務局(1)、市民局(1)、消防局(1) 

専門職員（必要に応じた人数） 

検   討   班 
危機管理室(5)、消防局(2) 

※災害の状況に応じて関係局等を担当に加える。 

情   報   班 危機管理室(4)、市民局(2)、消防局(1) 

監   視   班 危機管理室(7) 

広   報   班 企画総務局(2)、消防局(2) 

集 計 班 財政局(2)、       、消防局(2) 

各 局 等 担 当 班 

企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、こども未来局、環境局、 

経済観光局、都市整備局、道路交通局、下水道局、消防局、水道局及

び教育委員会事務局の係長相当職以上の職員（各１） 

※検討班を兼務する。 

 中区担当  ：企画総務局(1) 

 東区担当  ：財政局(1) 

 南区担当  ：市民局(1) 

 西区担当  ：健康福祉局(1) 

各 区 担 当 班 安佐南区担当：環境局(1) 

 安佐北区担当：経済観光局(1) 

 安芸区担当 ：都市整備局(1) 

佐伯区担当 ：消防局(1) 

（各局係長相当以上の職員） 

危機管理室職員(4) 

※担当区の連絡業務は災害状況により偏りがあるため、各区担当は相

互に協力する。 

 （注）１ （ ）内は派遣人数を示す。 

        ２ 担当任務で人員が不足する場合は、総務班と協議・調整する。 

 

修  正  後 

 表３－２－３ 災害対策本部事務局の任務分担・担当部局 

事 務 局 担 当 任 務 担  当  部  局  等 

総   務   班 
危機管理室(2)、企画総務局(2)、経済観光局（1）、会計室(1)、 

（削除） 

統   制   班 
危機管理室(5)、企画総務局(1)、市民局(1)、消防局(1) 

専門職員（必要に応じた人数） 

検   討   班 
危機管理室(5)、消防局(2) 

※災害の状況に応じて関係局等を担当に加える。 

情   報   班 危機管理室(4)、市民局(2)、消防局(1) 

監   視   班 危機管理室(7) 

広   報   班 企画総務局(2)、消防局(2) 

集 計 班 財政局(2)、健康福祉局（1）、消防局(1) 

各 局 等 担 当 班 

企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、こども未来局、環境局、 

経済観光局、都市整備局、道路交通局、下水道局、消防局、水道局及

び教育委員会事務局の係長相当職以上の職員（各１） 

※検討班を兼務する。 

 中区担当  ：企画総務局(1) 

 東区担当  ：財政局(1) 

 南区担当  ：市民局(1) 

 西区担当  ：健康福祉局(1) 

各 区 担 当 班 安佐南区担当：環境局(1) 

 安佐北区担当：経済観光局(1) 

 安芸区担当 ：都市整備局(1) 

佐伯区担当 ：都市整備局（1） 

（各局係長相当以上の職員） 

危機管理室職員(4) 

※担当区の連絡業務は災害状況により偏りがあるため、各区担当は相

互に協力する。 

 （注）１ （ ）内は派遣人数を示す。 

        ２ 担当任務で人員が不足する場合は、総務班と協議・調整する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編（震災対策編） 

 第３章 災害応急対策（第３章 震災応急対策） 

  第２節 災害応急組織の編成・運用   

頁 

８９～９９ 

（９６～１０６） 

第６ 災害対策本部 

表３－２－２ 
⑴（略） 

⑵ 災害対策本部の分掌事務 

凡例 ●～防災上主要な部課 ▲～防災に特に関係のある部課 ■～防災に関係のある部課 

局等 部課等 分掌事務 

危
機
管
理

室 

●危機管理課 
●災害予防課 
●災害対策課 

１ 災害対策本部事務局の総括及び調整に関すること。 
２ 災害救助法に基づく救助活動の事務処理の総括に関
すること。 

３ 避難行動要支援者の安否確認等の総括に関すること。 
４ その他特命事項に関すること。 

企
画
総
務
局 

●総務課 

１ 局内の要員に係る調整に関すること。 
２ 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関するこ
と。 

３ 義援金の受入決定、受付及び保管に関すること。 
４ 局に属する職員の招集に関すること。 
５ 所管施設の防護に関すること。 
６ 局の庶務に関すること。 
７ 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関する
こと。 

８ その他特命事項に関すること。 

 公文書館 
１ 所管施設の防護に関すること。 
２ 他課の応援に関すること。 

 法務課 １ 他課の応援に関すること。 

  

●秘書課 

１ 本部長、副本部長の秘書に関すること。 
２ 災害視察者及び見舞客の接遇に関すること。 
３ 庁用自動車（秘書課に配置のものに限る。）の配車に
関すること。 

 東京事務所 １ 国・関係機関との連絡調整に関すること。 

●広報課 
１ 災害広報の総括に関すること。 
２ 報道機関への情報提供に関すること。 
３ 被害者救済制度等の広報に関すること。 

●市民相談センター 

１ 災害対策活動に係る市民の苦情の取りまとめ及び主
管課への連絡に関すること。 

２ 市民相談に関する取りまとめ及び主管課への連絡に
関すること。 

企画調整部 

 企画調整課 
１ 義援金の配分計画及び配分に関すること。 
２ 他課の応援に関すること。 

 広域都市圏推進課 １ 他課の応援に関すること。 

 政策企画課 １ 他課の応援に関すること。 

 分権・行政改革推進課 １ 他課の応援に関すること。 

  
 

情報政策部 
▲情報政策課 １ 情報システム（他課等の所掌に属するものを除く。）

の整備及び管理運用に関すること。 ▲情報システム課 
 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 組織改正及び災害対策本部の分掌事務に係る「防災に特に関係のある部課（▲印の部課）」を「防

災に関係のある部課（■印の部課）」に修正する。 

第６ 災害対策本部 

表３－２－２ 
⑴（略） 

⑵ 災害対策本部の分掌事務 

凡例 ●～防災上主要な部課 （削除）           ■～防災に関係のある部課 

局等 部課等 分掌事務 

危
機
管
理

室 

●危機管理課 

●災害予防課 

●災害対策課 

１ （同左） 
２ （同左） 
 
３ （同左） 
４ （同左） 

企
画
総
務
局 

●総務課 

１ （同左） 
２ （同左） 
 
３ （同左） 
４ （同左） 
５ （同左） 
６ （同左） 
７ （同左） 
 
８ （同左） 

 公文書館 
１ （同左） 
２ （同左） 

 法務課 １ （同左） 

 分権・行政改革推進課 １ 他課の応援に関すること。 

●秘書課 

１ （同左） 
２ （同左） 
３ （同左） 

 

 東京事務所 １ （同左） 

●広報課 
１ （同左） 
２ （同左） 
３ （同左） 

■市民相談センター 

１ （同左） 
 
２ （同左） 

 

企画調整部 

 政策企画課 
１ （同左） 
２ （同左） 

 広域都市圏推進課 １ （同左） 

 （削除） （削除）           

 （削除） （削除）           

地域活性化

調整部 

 地域活性推進課 １ 他課の応援に関すること。 

 コミュニティ再生課 １ 他課の応援に関すること。 

情報政策部 
■情報政策課 １ （同左） 

■情報システム課 

 

 

以下同様に、災害対策本部の分掌事務に係る「防災に特に関係のある部課（▲印の部課）」を、「防災に

関係のある部課（■印の部課）」に修正する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編（震災対策編） 

 第３章 災害応急対策（第３章 震災応急対策） 

  第２節 災害応急組織の編成・運用   

頁 

９１、９２、９４ 

（９８、９９、１０１） 

第６ 災害対策本部 

表３－２－２ 
⑴（略） 

⑵ 災害対策本部の分掌事務 

（略） 

健
康
福
祉
局 

●健康福祉企画課 

１～６ （略） 

７ 被災者、避難者等の収容についての連絡調整に関すること。 

                          

８ 被災者生活再建支援法に関すること。 

９ 被災者の支援に関する取りまとめに関すること。 

10 局の庶務に関すること。 

11 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること。 

（略） 

こ
ど
も
未
来
局 

▲保育企画課 

保育園 

       

▲保育指導課 

１ 所管施設の防護・応急対策に関すること。 

２ 所管施設被災児童の保護に関すること。 

３ 要配慮者対策に関すること。 

（略） 

道
路
交
通
局 

用地部 
▲用地監理課 

▲用地補償課 

１ 事業代替地の防護及び災害復旧に関すること。 

２ 事業代替地の被害調査及び確認に関すること。 

３ 他課の応援に関すること。 

（略） 
 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 規定の整備。 

第６ 災害対策本部 

表３－２－２ 
⑴（略） 

⑵ 災害対策本部の分掌事務 

（略） 

健
康
福
祉
局 

●健康福祉企画課 

 

１～６ （略） 

７ 福祉避難所      についての連絡調整に関すること。 

８ 避難所における被災者支援の総括に関すること。 

９ 被災者生活再建支援法に関すること。 

10 被災者の支援に関する取りまとめに関すること。 

11 局の庶務に関すること。 

12 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること。 

（略） 

こ
ど
も
未
来
局 

▲保育企画課 

保育園 

認定こども園 

▲保育指導課 

１ 所管施設の防護・応急対策に関すること。 

２ 所管施設被災児童の保護に関すること。 

３ 要配慮者対策に関すること。 

（略） 

道
路
交
通
局 

用地部 
▲用地監理課 

▲用地補償課 

１ 事業代替地の防護 （削除） に関すること。 

      （削除）             

２ 他課の応援に関すること。 

（略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

１０２、１０３ 

 第８ 職員の動員 

  １ 動員の実施《危機管理室危機管理課、各局等、各区》 

   ⑴ 動員職員の指定 

      職員の動員は、次の基準により、各局・区等の長が行う。 

 

      ただし、災害の種類、規模及び程度によっては、この基準以外の部課の職員を指定して動

員し、又は動員する職員を加減することができる。 

      なお、動員に当たっては、交代制の勤務体制を組むなど、職員の健康に配慮した体制の整

備に努めるものとする。 
動    員    基    準 

 

動員の時期 

部          課 ※  

動員場所 
動 員 の 

連 絡 者 
防災上主要な 

部    課 

(●印の部課) 

防 災 に 特 に 

関 係 の あ る 

部    課 

(▲印の部課) 

防災に関係の 

あ る 部 課 

(■印の部課) 

その他の部課 

(無印の部課) 

注意体制が設

置された時 

危機管理室職員（２名以上） 

各区職員（１名以上） 

その他の局等は必要な職員 

原則として勤務

場所 

 

（例外） 

① 災害現地 

② あらかじめ

指定された場

所 

原則として

各部課 

（自動参集

の場合を除

く。） 

警戒体制が設

置された時 

危機管理室は情報収集にあたる職員体制 

区は避難勧告を発令するために必要な職員体制 

その他の局等は必要な職員 

災害警戒本部

体制が設置さ

れた時 

必要な職員 必要な職員   

災害対策本部

第一次体制が

設置された時 

責任ある職員 

及び必要な職員 
必要な職員   

災害対策本部

第二次体制が

設置された時 

責任ある職員

及び必要な職

員 

責任ある職員

及び必要な職

員 

責任ある職員

及び必要な職

員 

 

災害対策本部

第三次体制が

設置された時 

全 員 全 員 

責任ある職員

及び必要な職

員 

責任ある職員

及び必要な職

員 

災害対策本部

第四次体制が

設置された時 

全 員 全 員 全 員 全 員 

※  ●印、▲印、■印は、災害対策本部の分掌事務の表中、所属名の前に付したものをいう。 
                    
                                                     
                          
                              
                                                     
            

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 
○ 災害対策本部設置時の動員を、災害の発生に備え、被害状況等の調査や報告、応急対策の検討等に必要な
職員とし、災害の種類や被害状況等に応じ、各局・区等で適宜必要となる職員の追加動員を行うよう見直す。 

○ 動員基準における「部課」について、「防災上主要な部課」、「防災に特に関係のある部課」、「防災に関係
のある部課」、「その他の部課」、の４区分としていたが、各局・区等が適宜必要となる職員を災害の種類や
被害状況等に応じ追加動員することから、「防災に特に関係のある部課」を「防災に関係のある部課」に統
合し、「防災上主要な部課」、「防災に関係のある部課」、「その他の部課」の３区分に変更する。 

 第８ 職員の動員 

  １ 動員の実施《危機管理室危機管理課、各局等、各区》 

   ⑴ 動員職員の指定 

      各局・区等の長は、次の動員基準により、あらかじめ動員する職員を指定するとともに、

災害の種類や被害状況等に応じ、適宜必要な職員を追加動員するものとする。 

      また、状況に応じて、動員した職員を減ずることができる。 

 

      なお、動員に当たっては、交代制の勤務体制を組むなど、職員の健康に配慮した体制の整

備に努めるものとする。 
動    員    基    準 

 

動員の時期 

部          課 ※１ 

動員場所 
動 員 の 

連 絡 者 防災上主要な部課 

( ● 印 の 部 課 ) 

防 災 に 関 係 の 

あ る 部 課 

( ■ 印 の 部 課 ) 

そ の 他 の 部 課 

( 無 印 の 部 課 ) 

注意体制が設

置された時 

危機管理室職員（２名以上） 

各区職員（１名以上） 

その他の局等は必要な職員 

原則として勤務

場所 

 

（例外） 

① 災害現地 

② あらかじめ

指定された場

所 

原則として各

部課 

（自動参集の

場合を除く。） 

警戒体制が設

置された時 

危機管理室は情報収集にあたる職員体制 

区は避難勧告を発令するために必要な職員体制 

その他の局等は必要な職員 

災害警戒本部

体制が設置さ

れた時 

必要な職員 必要な職員  

災害対策本部 

体制が設置さ

れた時 

責任ある職員 

及び必要な職員 
必要な職員  

 ※２ 全 員 全 員 全 員 

（削除） （削除） （削除）  

（削除） （削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

※１ ●印及び■印は、災害対策本部の分掌事務の表中、所属名の前に付したものをいう。 
※２ 次の場合は、職員全員を動員する。 
   ア 市域に係る気象等に関する特別警報（大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪又は大雪）が発表されたとき。 
   イ 市域で震度５強以上の地震を観測したとき。 
   ウ 広島県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。 
   エ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応すべきであると市長

が認めたとき。 
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修  正  前 

   ⑵ 動員名簿の作成及び職員への周知 

     各局・区等の長は、動員の円滑を図るため、体制区分及び動員基準に応じて事前に動員名

簿を作成し、平常時から職員に周知徹底を図らなければならない。人事異動、居住地の変更

等により内容に変更が生じた場合も同様とする。 

     なお、動員名簿の作成に当たっては、迅速な初動対応を可能とするため、職位に加えて、

参集時間、参集方法等を考慮し、速やかに参集できる者を優先した計画とするほか、 

                                               

              

                                               

                                               

        

        他の局や区等から応援要請のあった場合に、迅速に対応するため、応援可能な職員

を事前に把握しておくこととする。 

   ⑶ （略） 

  ２ 動員の方法 

    （略） 

  ３ 勤務時間外における動員の場所及び任務 

   ⑴ 原則として、可能な交通手段を用いて自己の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参

集し、表３－２－２の任務に当たる。なお、道路の寸断、橋梁の落下等により、やむを得ず

勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、最寄りの区役所又は出張所

に参集した後、所属の各局等又は区本部の長の指示を受け、その後の任務に当たる。 

   ⑵ 災害対策本部第四次体制が設置された時点でのみ動員される「その他の部課（分掌事務の

表中、無印の部課）」の職員のうち、その任務が「他課の応援に関すること」に割り当てられ

ている職員（消防職員、医師、看護師、保育士等を除く。）は、原則として最寄りの区役所に

参集し、区本部長の指示を受け、区災害対策本部の設営、被災状況の調査、指定避難所（生

活避難場所）の運営等の任務に当たる。 

  ４ 動員の報告 

    （略） 

 

修  正  後 

   ⑵ 動員名簿の作成及び職員への周知 

     各局・区等の長は、動員の円滑を図るため、体制区分及び動員基準に応じて事前に動員名

簿を作成し、平常時から職員に周知徹底を図らなければならない。人事異動、居住地の変更

等により内容に変更が生じた場合も同様とする。 

        動員名簿の作成に当たっては、迅速な初動対応を可能とするため、以下の点に留意

することとする。 

    ア 職位に加えて、参集時間、参集方法等を考慮し、速やかに参集できる者を優先した動員

計画とすること。 

    イ 指揮命令系統が確保できるよう、指定した管理職職員が動員できない場合を想定し、参

集時間等を考慮した上で、第二順位及び第三順位の管理職職員等をあらかじめ指定するこ

と。 

     また、他の局や区等から応援要請のあった場合に、迅速に対応するため、応援可能な職員

を事前に把握しておくこととする。 

   ⑶ （略） 

  ２ 動員の方法 

    （略） 

  ３ 勤務時間外における動員の場所及び任務 

   ⑴ 原則として、可能な交通手段を用いて自己の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参

集し、表３－２－２の任務に当たる。なお、道路の寸断、橋梁の落下等により、やむを得ず

勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、最寄りの区役所又は出張所

に参集した後、所属の各局等又は区本部の長の指示を受け、その後の任務に当たる。 

   ⑵ 職員全員を動員する場合に        のみ動員される「その他の部課（分掌事務の

表中、無印の部課）」の職員のうち、その任務が「他課の応援に関すること」に割り当てられ

ている職員（消防職員、医師、看護師、保育士等を除く。）は、原則として最寄りの区役所に

参集し、区本部長の指示を受け、区災害対策本部の設営、被災状況の調査、指定避難所（生

活避難場所）の運営等の任務に当たる。 

  ４ 動員の報告 

    （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第３節 情報の収集及び伝達 

頁 

 

１１１ 

第１ 情報の収集・伝達体制《危機管理室災害対策課》 

１（略） 

２ 災害対策本部の運営に使用する通信施設《危機管理室》 

（略） 

⒁ 広島県防災情報システム 

市防災行政無線及び専用線で県庁と接続されているシステムにより、常時、気象情報等を収

集し、人的被害等を県に報告する。 

なお、広島県防災情報システムで報告した避難勧告等の防災情報は、Ｌアラート（公共情報

コモンズ）  にデータ連携され、テレビ・ラジオ等で伝達される。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 規定の整備。 

第１ 情報の収集・伝達体制《危機管理室災害対策課》 

１（略） 

２ 災害対策本部の運営に使用する通信施設《危機管理室》 

（略） 

⒁ 広島県防災情報システム 

広島県防災情報                システムにより、常時、気象情報等を収

集し、人的被害等を県に報告する。 

なお、広島県防災情報システムで報告した避難勧告等の防災情報は、災害情報共有システム

（Ｌアラート）にデータ連携され、テレビ・ラジオ等で伝達される。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第３節 情報等の収集及び伝達 

頁 

 

１１４ 

第２ 気象情報等の収集及び伝達 

 １ 防災気象情報 

  ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 本市での情報の活用 

    広島地方気象台から防災気象情報を受信した場合、その他の各種防災情報の収集に努めると 

ともに、防災体制の設置等に活用する。 

防災気象情報の種類 防災体制設置の活用 

大雨、洪水注意報 

         
注意体制の設置 

大雨、洪水警報 警戒体制の設置 

土砂災害警戒情報 災害警戒本部の設置 

大雨特別警報、記録的短時間
大雨情報、津波注意報 

災害対策本部（第一次～第四次体制）の設置 

  ⑹ （略） 

 ２～13 （略） 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 大雪等による被害の発生に備え、情報収集体制の強化を図るため、注意体制の設置基準に、大雪

警報及び暴風雪警報（ともに自動設置）を追加したことにと伴い、防災気象情報の種類を追加する。 

○ 災害対策本部を現行の４段階の体制を廃止したことから、体制の表記を修正する。 

第２ 気象情報等の収集及び伝達 

 １ 防災気象情報 

  ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 本市での情報の活用 

    広島地方気象台から防災気象情報を受信した場合、その他の各種防災情報の収集に努めると 

ともに、防災体制の設置等に活用する。 

防災気象情報の種類 防災体制設置の活用 

大雨、洪水注意報 

大雪、暴風雪警報 
注意体制の設置 

大雨、洪水警報 警戒体制の設置 

土砂災害警戒情報 災害警戒本部の設置 

大雨特別警報、記録的短時間
大雨情報、津波注意報 

災害対策本部（削除）       の設置 

  ⑹ （略） 

 ２～13 （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策  

  第３節 情報の収集及び伝達  

頁 

 

１１７ 

第２ 気象情報等の収集及び伝達 

 （略） 

 ２ 洪水予報 

 （略） 

種   類 発  表  基  準 

はん濫注意情報 

・はん濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると

き。 

・はん濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続

しているとき。 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき。 

はん濫警戒情報 

・はん濫危険水位に 達すると見込まれるとき。 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込まれ

るとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。

（一時的な水位の上昇・下降に関わらず、水位の上昇の可能性

があるとき。）。 

・はん濫危険情報を発表中に、はん濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く。）。 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上昇

の可能性がなくなった場合を除く。）。 

はん濫危険情報 
・はん濫危険水位に到達したとき。 

・はん濫危険水位以上の状態が継続しているとき。 

はん濫発生情報 
・はん濫が発生したとき。 

・はん濫が継続しているとき。 

はん濫注意情報（警戒情報解

除） 

・はん濫危険情報又ははん濫警戒情報を発表中に、避難判断水

位を下回った場合（はん濫注意水位を下回った場合を除く。） 

・はん濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなった

とき（はん濫危険水位に達した場合を除く。）。 

はん濫注意情報解除 

・はん濫危険情報、はん濫警戒情報又ははん濫注意情報を発表

中に、はん濫注意水位を下回り、はん濫のおそれがなくなった

とき。 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

 指定河川洪水予報の洪水予報文の改善と「はん濫」の「氾」への漢字表記への変更に関連して、「太

田川水系及び小瀬川水系洪水予報業務に関する細目協定」及び「太田川水系洪水予報実施要領」の一部

改正のため 

第２ 気象情報等の収集及び伝達 

 （略） 

 ２ 洪水予報 

 （略） 

種   類 発  表  基  準 

氾濫注意情報 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続し

ているとき。 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき。 

氾濫警戒情報 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき。 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込まれ

るとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。

（一時的な水位の上昇・下降に関わらず、水位の上昇の可能性

があるとき。）。 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く。）。 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上昇

の可能性がなくなった場合を除く。）。 

氾濫危険情報 
・氾濫危険水位に到達したとき。 

・氾濫危険水位以上の状態が継続しているとき。 

氾濫発生情報 
・氾濫が発生したとき。 

・氾濫が継続しているとき。 

氾濫注意情報（警戒情報解除） 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位を

下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く。） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなったと

き（氾濫危険水位に達した場合を除く。）。 

氾濫注意情報解除 
・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中に、

氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第３節 情報等の収集及び伝達 

頁 

 

１３０、１３１ 

 第２ 気象情報等の収集及び伝達 

  （略） 

  ７ 土砂災害警戒情報 

   ⑴～⑶（略） 

⑷ 本市での情報の活用 

「８ 土砂災害警戒・避難基準雨量」及び「１０ 土砂災害緊急情報」の情報と併せて、 

避難勧告の発令等の参考とする。 

   ⑸（略） 

８ 土砂災害警戒・避難基準雨量 

   ⑴ 情報の収集等 

     本市に大雨注意報が発表された段階から、広島県防災情報システム及び広島市消防通信指 

令管制システムから雨量情報を収集し、土砂災害警戒・避難基準雨量表を作成する。 

     なお、土砂災害警戒・避難基準雨量表は、大雨注意報発表後は毎正時に、大雨警報発表後 

は正時を起点として３０分ごとに作成する。 

⑵ 本市での活用 

土砂災害に関する避難準備情報・避難勧告の発令及び災害警戒本部・災害対策本部の設置 

の判断に活用する。 

⑶ 住民への伝達等 

本章「第３節 情報の収集及び伝達」の「第１ 情報の収集・伝達体制」の「３ 住民等 

への防災情報の伝達」に定めるところによる。 

９ 広島県土砂災害危険度情報 
   （略） 

10 土砂災害緊急情報 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、大規模な土砂 

災害が急迫している状況において国又は県が行った緊急調査に基づいて通知する被害の想定さ 

れる区域・時期に関する情報 

⑴ （略） 

⑵ 本市での情報の活用 

「７ 土砂災害警戒情報」及び「８ 土砂災害警戒・避難基準雨量」の情報と併せて、避 

難勧告の発令等の参考とする。 

⑶ （略） 

11 竜巻注意情報 
   （略） 

12 火災気象通報 
（略） 

13 異常現象発見者からの通報・伝達 

  （略） 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 避難勧告等の発令判断の指標をメッシュ情報のみとするため、土砂災害警戒・避難基準雨量の記

載を削除すること及びその他所要の修正。 

 

第２ 気象情報等の収集及び伝達 

  （略） 

７ 土砂災害警戒情報 

   ⑴～⑶（略） 

⑷ 本市での情報の活用 

「８ 広島県土砂災害危険度情報」及び「９ 土砂災害緊急情報」の情報と併せて、避難 

勧告の発令等の参考とする。 

   ⑸ （略） 

    （削除）           

   ⑴ 情報の収集等 

     本市に大雨注意報が発表された段階から、広島県防災情報システム及び広島市消防通信指 

令管制システムから雨量情報を収集し、土砂災害警戒・避難基準雨量表を作成する。 

     なお、土砂災害警戒・避難基準雨量表は、大雨注意報発表後は毎正時に、大雨警報発表後 

は正時を起点として３０分ごとに作成する。 

⑵ 本市での活用 

  土砂災害に関する避難準備情報・避難勧告の発令及び災害警戒本部・災害対策本部の設置 

の判断に活用する。 

⑶ 住民への伝達等 

本章「第３節 情報の収集及び伝達」の「第１ 情報の収集・伝達体制」の「３ 住民等 

への防災情報の伝達」に定めるところによる。 

８ 広島県土砂災害危険度情報 
   （略） 

９ 土砂災害緊急情報 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、大規模な土砂 

災害が急迫している状況において国又は県が行った緊急調査に基づいて通知する被害の想定さ 

れる区域・時期に関する情報 

⑴ （略） 

⑵ 本市での情報の活用 

「７ 土砂災害警戒情報」及び「８ 広島県土砂災害危険度情報」の情報と併せて、避難 

勧告の発令等の参考とする。 

⑶ （略） 

10 竜巻注意情報 
 （略） 
11 火災気象通報 
（略） 

12 異常現象発見者からの通報・伝達 

（略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策 

 第３章 災害応急対策 

  第３節 情報の収集及び伝達 

頁 

１３７ 

 

震災対策編 

第３章 震災応急対策 

第３節 情報の収集及び伝達 

 

１３１ 

第３ 災害情報の収集・伝達及び報告 

 １（略） 

２ 被害状況の報告 

災害が発生したときは、航空機等を効果的に活用して被害発生状況の把握に努めるとともに、

区長又は消防署長は被害の程度、応急対策の要否等必要な事項を調査し、その状況を危機管理室（災

害対策本部設置時には、同本部。以下同じ。）へ逐次報告する。なお、状況に応じて区長及び消防

署長は、合同で被害調査班を編成し、被災直後の早期状況把握に努める。 

 

（資料編） 参考７７ 無人航空機等による災害応急対策活動（撮影・画像解析等）に関する協
定（ルーチェサーチ㈱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ ルーチェサーチ株式会社との協定締結（平成 29年 3月予定） 

第３ 災害情報の収集・伝達及び報告 

 １（略） 

２ 被害状況の報告 

災害が発生したときは、航空機等を効果的に活用して被害発生状況の把握に努めるとともに、

区長又は消防署長は被害の程度、応急対策の要否等必要な事項を調査し、その状況を危機管理室（災

害対策本部設置時には、同本部。以下同じ。）へ逐次報告する。なお、状況に応じて区長及び消防

署長は、合同で被害調査班を編成し、被災直後の早期状況把握に努める。 

 

（資料編） 参考７９ 無人航空機等による災害応急対策活動（撮影・画像解析等）に関する協
定（ルーチェサーチ㈱） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第５節 避難対策 

 

頁 

 

１６４ 

第６ 指定緊急避難場所の開設等 

１・２ （略） 

３ 指定緊急避難場所等の管理運営《健康福祉局健康福祉企画課、各区区政調整課・地域起 

こし推進課、財政局各市税事務所・収納対策部各課》 

⑴ 区長は、原則として、開設した避難所に職員を管理要員として常駐させ、自主防災組 

織及び施設管理者の協力を得て避難者の保護に当たる。 

⑵ 区長は、避難者に適宜正確な情報の提供等を行うとともに、避難者の状況等を早期に 

把握する。 

⑶ 区長は、避難所の衛生管理に努めるとともに、避難生活が長期化する場合には、避難 

者の心身の健康確保のための健康相談の実施、プライバシー確保並びに要配慮者及び男 

女のニーズに対応できるよう配慮する。 

また、授乳室や男女別のトイレ、物干し場、更衣室、休養スペース等の設置や、乳幼 

児連れ、女性のみの世帯や要配慮者に考慮した居住スペースの設定に努めるとともに、 

必要に応じて＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

仮設トイレの設置場所は、昼夜を問わず、安心して使用できる場所を選ぶ等、女性や 

子ども等の安全に配慮するよう努めるとともに、避難所の運営に男女両方が関わること 

や、特定の活動が性別や年齢等によって偏らないようにすること等に努める。 

⑷ 区長は、関係機関、地域住民及びボランティア等の協力を得て、飲料水、食料、生活 

必需品及び仮設テント等を効率的に配給するとともに、避難所の安全と秩序の維持に努 

める。 

⑸ 区長は、必要に応じ、施設管理者と調整の上、家庭動物のためのスペースの確保に努 

める。                                                            

修 正 後 

修  正  理  由 

○ 避難所の運営に係る被災者支援の総括を被災者の支援に関する取りまとめを行っている健康福祉

企画課で分掌することとし、それに関する内容について追記する 

○ その他規定の整備を行う。 

第６ 指定緊急避難場所の開設等 

１・２ （略） 

３ 指定緊急避難場所等の管理運営《健康福祉局健康福祉企画課、各区区政調整課・地域起 

こし推進課、財政局各市税事務所・収納対策部各課》 

⑴ 区長は、原則として、開設した避難所に職員を管理要員として常駐させ、自主防災組 

織及び施設管理者の協力を得て避難者の保護に当たる。 

⑵ 区長は、避難者に適宜正確な情報の提供等を行うとともに、避難者の状況等を早期に 

把握する。 

⑶ 区長は、避難所の衛生管理に努めるとともに、避難生活が長期化する場合には、避難 

者の心身の健康確保のための健康相談の実施、プライバシー確保並びに要配慮者及び男 

女のニーズに対応できるよう配慮する。 

また、授乳室や男女別のトイレ、物干し場、更衣室、休養スペース等の設置や、乳幼 

児連れ、女性のみの世帯や要配慮者に考慮した居住スペースの設定に努めるとともに、 

必要に応じて、施設管理者と調整の上、家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

仮設トイレの設置場所は、昼夜を問わず、安心して使用できる場所を選ぶ等、女性や 

子ども等の安全に配慮するよう努めるとともに、避難所の運営に男女両方が関わること 

や、特定の活動が性別や年齢等によって偏らないようにすること等に努める。 

⑷ 区長は、関係機関、地域住民及びボランティア等の協力を得て、飲料水、食料、生活 

必需品及び仮設テント等を効率的に配給するとともに、避難所の安全と秩序の維持に努 

める。 

⑸ （削除） 

⑸ 健康福祉局長は、避難所における被災者支援を総括する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第５節 避難対策 

    

頁 

 

１６４ 

第６ 指定緊急避難場所の開設等 

 １～３（略） 

４ 避難状況等の報告《各区区政調整課・地域起こし推進課、財政局各市税事務所・収納対策部各 

課》 

⑴ 区長は、指定緊急避難場所等を開設したときは、直ちにその旨を市長（危機管理室）に報告 

する。ただし、福祉避難所の開設については健康福祉局へ報告する。 

⑵ 区長は、避難者数、避難者の健康状態その他必要事項を施設別に取りまとめ、市長（危機管 

理室）へ報告する。ただし、福祉避難所については健康福祉局へ報告する。 

                                              

                          

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 熊本地震の対応を踏まえ、指定避難所（生活避難場所）以外に避難している者や車中泊避難者の

状況把握を行う旨を追記する。 

第６ 指定緊急避難場所の開設等 

 １～３（略） 

４ 避難状況等の報告《各区区政調整課・地域起こし推進課、財政局各市税事務所・収納対策部各 

課》 

⑴ 区長は、指定緊急避難場所等を開設したときは、直ちにその旨を市長（危機管理室）に報告 

する。ただし、福祉避難所の開設については健康福祉局へ報告する。 

⑵ 区長は、避難者数、避難者の健康状態その他必要事項を施設別に取りまとめ、市長（危機管 

理室）へ報告する。ただし、福祉避難所については健康福祉局へ報告する。 

 ⑶ 区長は、指定避難所（生活避難場所）以外に避難している者や車中避難者がいる場合、その 

状況を把握し、市長（危機管理室）に報告する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編（震災対策編） 

 第３章 災害応急対策（第３章 震災応急対策） 

  第２節 災害応急組織の編成・運用   

頁 

１６６～１６８ 

（１６２～１６４） 

第１ 物資の調達《健康福祉局健康福祉企画課・地域福祉課、経済観光局経済企画課・商業振興課・

農政課・中央市場・東部市場・食肉市場、各区区政調整課・地域起こし推進課》 

１ 備蓄物資の優先活用 

市民が日頃から備蓄している食料・生活必需品等の消費を最優先するとともに、市立小学校及

び広島市総合防災センター等に震災対策用として備蓄している食料・生活必需品等の活用を図る 

                                            。 

 ２ 物資の調達 

災害時における食品等必要物資の調達は、原則として健康福祉局長（             

                                             

    ）において数量等の取りまとめを行い、これを基に経済観光局長（経済企画課・商業振

興課・農政課・中央市場・東部市場・食肉市場）が、関係団体・企業等と締結した供給協力協定

に基づき        行う。ただし、被害状況（被害地域が限定されていたり、必要数量が

少量の場合）によっては、区災害対策本部長（区政調整課・地域起こし推進課）が健康福祉局長

と協議のうえ調達を行う                               。 

なお、備蓄物資又は資材が不足し、災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難である

と認めるときは、県に対し、必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講じるよう要請し、

又は求めるものとする。 

また、大規模災害の発生により本市が機能喪失した場合などに、県が本市の要請又は要求を待

たずに供給する物資又は資材の受入場所は、事前に県と協議し決定した場所とする。 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 災害対応の業務量の平準化を図るため、衣食等生活必需品の供給に関する業務分担の見直しを行 

い、これらに関する規定を修正する。 

第１ 物資の調達《健康福祉局健康福祉企画課・地域福祉課、経済観光局経済企画課・商業振興課・

農政課・中央市場・東部市場・食肉市場、各区区政調整課・地域起こし推進課》 

１ 備蓄物資の優先活用 

市民が日頃から備蓄している食料・生活必需品等の消費を最優先するとともに、市立小学校及

び広島市総合防災センター等に震災対策用として備蓄している食料・生活必需品等の活用を図る

こととし、健康福祉局長（地域福祉課）が、災害時における備蓄物資の優先活用及び供給を行う。 

 ２ 物資の調達 

災害時における食品等必要物資の調達は、原則として健康福祉局長（原則として、地域福祉課

とするが、応急仮設住宅の入居者等に給与又は貸与する寝具その他生活必需品については健康福

祉企画課）において数量等の取りまとめを行い、これを基に経済観光局長（経済企画課・商業振

興課・農政課・中央市場・東部市場・食肉市場）が、関係団体・企業等と締結した供給協力協定

に基づき購入・支払事務を行う。ただし、被害状況（被害地域が限定されていたり、必要数量が

少量の場合）によっては、区災害対策本部長（区政調整課・地域起こし推進課）が健康福祉局長

と協議のうえ調達を行うこととし、調達に係る購入・支払事務については、経済観光局長が行う。 

なお、備蓄物資又は資材が不足し、災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難である

と認めるときは、県に対し、必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講じるよう要請し、

又は求めるものとする。 

また、大規模災害の発生により本市が機能喪失した場合などに、県が本市の要請又は要求を待

たずに供給する物資又は資材の受入場所は、事前に県と協議し決定した場所とする。 
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修  正  前 

３ 物資の供給フロー 

   （略） 

 

修  正  後 

３ 物資の供給フロー 

   （略） 

 

     

 

 

購
入
・
支
払
事
務 
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修  正  前 

 

修  正  後 

 

     

 

 

経済観光局長 

（経済企画課） 

（商業振興課） 

（農政課） 

（中央市場） 

（東部市場） 

（食肉市場） 

購入・支払事務 
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修  正  前 

基本・風水害対策 

 第３章 災害応急対策 

  第６節 衣食等生活必需品の供給 

頁 

１６８ 

 

震災対策編 

第３章 震災応急対策 

第６節 衣食等生活必需品の供給 

 

１６４ 

第１ 物資の調達 

 １～５（略） 

（資料編）参考２５～５２ （略） 

参考６９ 災害時における食料・生活必需品の緊急調達及び供給等の協力に関する協定 

（㈱福屋） 

参考７５ 災害時におけるＬＰガス等の調達及び供給に関する協定（（一社）広島県ＬＰ 
ガス協会） 

参考７６ 災害時における畳の調達及び供給に関する協定（「５日で５０００枚の約束。」 
プロジェクト実行委員会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 一般社団法人広島県ＬＰガス協会との協定締結 

○ 「５日で５０００枚の約束。」プロジェクト実行委員会との協定締結 

第１ 物資の調達 

 １～５（略） 

（資料編）参考２５～５２ （略） 

参考６９ 災害時における食料・生活必需品の緊急調達及び供給等の協力に関する協定 

（㈱福屋） 

参考７６ 災害時におけるＬＰガス等の調達及び供給に関する協定（（一社）広島県ＬＰ 
ガス協会） 

参考７７ 災害時における畳の調達及び供給に関する協定（「５日で５０００枚の約束。」 
プロジェクト実行委員会） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第６節 衣食等生活必需品の供給 

  第２８節 区の応急対策 

頁 

 

１６９ 

２４６ 

第６節 衣食等生活必需品の供給 

第２ 食品の供給≪健康福祉局地域福祉課、各区市民課・保険年金課・生活課≫ 

 １ （略） 

２ 配給対象 

   次のいずれかに該当し、市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認めた者に対して行 

う。 

⑴ 避難勧告又は避難指示により開設した避難所に収容された者 

  ⑵ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において 住家の被害が全焼、全壊、流失、半

焼、半壊又は床上浸水等であって、炊飯ができない者 

  ⑶ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において被害を受け、一時的に縁故先等に避難 

する者で、食料品の持ち合わせのない者 

  ⑷ その他市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認める者 

  ※ 上記⑵及び⑶については、社会的な混乱が発生している（流通機能がマヒし、自ら弁当等を 

購入できない）場合に限る。ｄｆ 

 

第２８節 区の応急対策 

第６ 応急救助活動 

 （略） 

 ２ 区災害対策本部が行う応急救助に関する事務 

  ⑴ 衣食等生活必需品対策≪各区市民課・保険年金課・生活課≫ 

   ア （略） 

イ 食品の供給に関すること。 

(ｱ) 配給の対象者 

  次のいずれかに該当し、区災害対策本部長が必要と認めた者に対して行う。 

ａ 避難勧告又は避難指示により開設した避難所に避難した者 

ｂ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において 住家の被害が全焼・全壊・流

失・半焼・半壊又は床上浸水等であって、炊飯ができない者 

ｃ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において被害を受け、一時的に縁故先等 

に避難する者 

ｄ その他区災害対策本部長が必要と認める者  

     ※ 上記 b及び cについては、社会的な混乱が発生している（流通機能がマヒし、自ら弁 

当等を購入できない）場合に限る。 

 

 

  

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 規定の整備。 

第６節 衣食等生活必需品の供給 

第２ 食品の供給≪健康福祉局地域福祉課、各区市民課・保険年金課・生活課≫ 

 １ （略） 

２ 配給対象 

   次のいずれかに該当し、市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認めた者に対して行 

う。 

⑴ 避難勧告又は避難指示により開設した避難所に収容された者 

  ⑵ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において、住家の被害が全焼、全壊、流失、半

焼、半壊又は床上浸水等であって、炊飯ができない者 

  ⑶ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において被害を受け、一時的に縁故先等に避難 

する者で、食料品の持ち合わせのない者 

  ⑷ その他市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認める者 

  ※ 上記⑵及び⑶については、社会的な混乱が発生している（流通機能が麻痺し、自ら弁当等を 

購入できない）場合に限る。 

 

第２８節 区の応急対策 

第６ 応急救助活動 

 （略） 

 ２ 区災害対策本部が行う応急救助に関する事務 

  ⑴ 衣食等生活必需品対策≪各区市民課・保険年金課・生活課≫ 

   ア （略） 

イ 食品の供給に関すること。 

(ｱ) 配給の対象者 

  次のいずれかに該当し、区災害対策本部長が必要と認めた者に対して行う。 

ａ 避難勧告又は避難指示により開設した避難所に避難した者 

ｂ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において、住家の被害が全焼・全壊・流

失・半焼・半壊又は床上浸水等であって、炊飯ができない者 

ｃ 避難勧告又は避難指示が発令されている地域において被害を受け、一時的に縁故先等 

に避難する者 

ｄ その他区災害対策本部長が必要と認める者  

     ※ 上記 b及び cについては、社会的な混乱が発生している（流通機能が麻痺し、自ら弁 

当等を購入できない）場合に限る。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策  

  第７節 給水及び上水道施設応急対策 

    

頁 

 

１７２ 

第３ 給水対策 

（略） 

４ 給水能力《水道局維持課》               （平成 29年 1月 1日現在） 

給水用資器材名 
容 量 数 量 基本給水量 給水能力 給水対象人口 

（ℓ） （個） （ℓ） （ℓ／日） （人／日） 

給 水 タ ン ク 車 
1,800 1 1,800 12,600 4,200 

    2,000       2       4,000      28,000      9,333 
  3,800      1    3,800 26,600      8,866 

給 水 タ ン ク 
（ 積 載 用 ） 

    1,000      13      13,000      91,000     30,333 

    1,500       3       4,500      31,500     10,500 
    2,000       2       4,000      28,000      9,333 

仮  設  水  槽 
     1,000 46 46,000 184,000 61,333 

300 18 5,400 21,600 7,200 

ポ  リ  容  器 
       20 307 6,140 42,980 14,326 
       10 1,757 17,570 122,990 40,996 

ポ  リ  袋        10 14,379 143,790 143,790 47,930 

計   250,000 733,060 244,350 
（注）① １人当たりの給水量は、３ℓ／日として算定。 

    ② １日当たりの輸送回数は、道路の損壊等を考慮して、７回として算定。 
③ ポリ袋は再使用しないため、１回として算定。 
④ 仮設水槽への補給は、１日４回として算定。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

第３ 給水対策 

（略） 

４ 給水能力《水道局維持課》               （平成 29年 1月 1日現在） 

給水用資器材名 
容 量 数 量 基本給水量 給水能力 給水対象人口 

（ℓ） （個） （ℓ） （ℓ／日） （人／日） 

給 水 タ ン ク 車 
1,800 1 1,800 12,600 4,200 

    2,000       2       4,000      28,000      9,333 
  3,800      1    3,800 26,600      8,866 

給 水 タ ン ク 
（ 積 載 用 ） 

    1,000      13      13,000      91,000     30,333 

    1,500       3       4,500      31,500     10,500 
    2,000       2       4,000      28,000      9,333 

仮  設  水  槽 
     1,000 43 43,000 172,000 57,333 

300 20 6,000 24,000 8,000 

ポ  リ  容  器 
       20 302 6,040 42,280 14,093 
       10 1,763 17,630 123,410 41,136 

ポ  リ  袋        10 14,034 140,340 140,340 46,780 

計   244,110 719,730 239,907 
（注）① １人当たりの給水量は、３ℓ／日として算定。 

    ② １日当たりの輸送回数は、道路の損壊等を考慮して、７回として算定。 
③ ポリ袋は再使用しないため、１回として算定。 
④ 仮設水槽への補給は、１日４回として算定。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第１１節 救難対策 

頁 

 

１７７ 

第１ 被災者の救出《各消防署》 

災害の程度 実 施 内 容 実施担当機関 

通 常 の 場 合 
住民の生命、身体及び財産に危険が迫っ

た場合、これを危険状態から救出する。 
消防局が県警察 の協力の下に

行う。 

災害救助法が適用
さ れ た 場 合 

県知事の指示に基づき、被災者を救出す
る。 

同    上 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 本節の第１は人命救助を主眼とした内容であるため。 

○ 実施担当機関はその災害の形態により多岐にわたるため。 

第１ 被災者の救出《各消防署》 

災害の程度 実 施 内 容 実施担当機関 

通 常 の 場 合 
住民の生命及び身体   に危険が迫

った場合、これを危険状態から救出する。 
消防局が県警察等の協力の下に

行う。 

災害救助法が適用
さ れ た 場 合 

県知事の指示に基づき、被災者を救出す
る。 

同    上 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第１２節 医療・救護対策 

頁 

 

１７８ 

第１ 医療救護対策部の設置《健康福祉局保健医療課》 

 １ （略） 

２ 組織編成及び所管事務 

医療救護対策部の組織編成は、次のとおりとし、その所掌事務は、市災害対策本部が設置された

場合の所掌事務に準じる。 

区 分 所 属 等 担当業務 

（略） 

※ 地域コーディネーター 

県の要請に基づき県医師会があらかじめ任命する、広島市域医師会が推薦す地域の緊急医療に精通した医師。 

市町村災害対策本部に参画し、災害時の医療救護活動が円滑に行えるようサポートする。 

≪中略≫ 

第３ 医療救護班等の編成及び活動《健康福祉局保健医療課》 

  健康福祉局長は、次により医療救護班及び医療支援班を編成し、災害時における医療・助産活動を

実施する。なお、医療救護班の編成にあっては、地方独立行政法人広島市立病院機構と広島市域医師

会に協力を要請する。 

 １ 医療救護班等の編成機関及び編成班数 

区 分 編 成 機 関 編成班数 事務担当 摘     要 

医療救護班 

広島市立病院 ８ 

広島市立 

病院機構 

本部事務局 

 

うち１班は助産救護班と

する。 

広島市医師会 

安佐医師会 

安芸地区医師会 

適宜 

広島市医師会事務局 

安佐医師会事務局 

安芸地区医師会事務局 

「広島市地域防災計画に
基づく災害時の医療救護
活動に関する協定書」（資
料編参考 19）に基づき、本
市より要請。 

医療支援班 

中区健康長寿課・保健福祉課 

東区   〃 

南区   〃 

西区   〃 

安佐南区 〃 

安佐北区 〃 

安芸区  〃 

佐伯区  〃 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

健康長寿課 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

必要に応じて広島市域医

師会員を班員に加える。 

精神保健福祉センター  １ 相談課 精神科医療を担当する。 

（備考）① 上記の編成機関は、あらかじめ編成要員を指名しておく。 

    ② 健康福祉局保健医療課は、各班の取りまとめを行う。 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 広島市域医師会への協力要請の方法を見直したため。 

第１ 医療救護対策部の設置《健康福祉局保健医療課》 

 １ （略） 

２ 組織編成及び所管事務 

医療救護対策部の組織編成は、次のとおりとし、その所掌事務は、市災害対策本部が設置された

場合の所掌事務に準じる。 

区 分 所 属 等 担当業務 

（略） 

※ 地域コーディネーター 

県の要請に基づき県医師会があらかじめ任命する、広島市域医師会が推薦する地域の緊急医療に精通した医師。 

医療救護対策部に参画し、災害時の医療救護活動が円滑に行えるようサポートする。 

≪中略≫ 

第３ 医療救護班等の編成及び活動《健康福祉局保健医療課》 

  健康福祉局長は、次により医療救護班及び医療支援班を編成し、災害時における医療・助産活動を

実施する。なお、医療救護班の編成にあっては、地方独立行政法人広島市立病院機構と広島市域医師

会に協力を要請する。 

 １ 医療救護班等の編成機関及び編成班数 

区 分 編 成 機 関 編成班数 事務担当 摘     要 

医療救護班 

広島市立病院 ８ 

広島市立 

病院機構 

本部事務局 

 

うち１班は助産救護班と

する。 

広島市医師会 

安佐医師会 

安芸地区医師会 

適宜 

広島市医師会事務局 

安佐医師会事務局 

安芸地区医師会事務局 

「広島市地域防災計画に
基づく災害時の医療救護
活動に関する協定書」（資
料編参考 19）に基づき、本
市より要請。 

医療支援班 

中区健康長寿課・保健福祉課 

東区   〃 

南区   〃 

西区   〃 

安佐南区 〃 

安佐北区 〃 

安芸区  〃 

佐伯区  〃 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

健康長寿課 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

必要に応じて広島市域医

師会員を班員に加える。 

精神保健福祉センター  １ 相談課 精神科医療を担当する。 

（備考）① 上記の編成機関は、あらかじめ編成要員を指名しておく。 

    ② 健康福祉局保健医療課は、各班の取りまとめを行う。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第１２節 医療・救護対策 

頁 

 

１７９ 

３ 医療救護班等の活動範囲 

区 分 活 動 範 囲 摘  要 

医療救護班 

ア 処置、手術、その他の治療 

イ 診察・トリアージの実施（治療及び搬送優先順位の選別） 
ウ 薬剤又は治療材料の支給 

エ 病院又は診療所への収容（消防局救急隊等への引継） 

オ 看護の実施 

助産救護班は、分
べんの介助及び分
べん前後の処置等
を行う。 

医療支援班 

ア 応急処置 

イ 診察・トリアージの実施（治療及び搬送優先順位の選別） 
ウ 薬剤又は治療材料の支給 

エ 病院又は診療所への収容（消防局救急隊等への引継） 

オ 看護の実施 

必要に応じ、保健
活動班員とする。 

「第 14 節第 2 被
災者の健康管理」
参照。 

４ 医療救護班等の装備する医薬品・衛生材料等 

⑴  医療救護を円滑に実施するため、医療救護班等の各編成機関は医薬品・衛生材料等の備蓄を 

行う   。 

  ⑵ 医療救護班等が必要とする医薬品・衛生材料等は、各編成機関が備蓄・ 保有するものを使

用する。 

  ⑶ 健康福祉局長は、医薬品・衛生材料等に不足が生じた場合は、関係機関と連絡をとり、次の

優先順位により速やかに調達する。 

優先順位 供 給 元 備 考 

１ 市立病院機関が備蓄するもの 供給元の診療に支障の出ない範囲に限る。 

２ 県が備蓄するもの 現物備蓄及び流通備蓄 

３ 関係機関から応援を受けるもの 「第 26節 応援要請及び協力要請」参照 

５ 医療救護資機材の調達・輸送 

区    分 調        達 輸       送 

医療救護班等の活動
に必要な医薬品・ 

衛生材料等 

医療救護班等の編成機関 

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれかによる。 

①医療救護班等の編成機関の車両 

②区災害対策本部（輸送班）の車両 

③消防局の車両・船艇・航空機 

救護所設置に必要な 

資機材及び救援物資 
区災害対策本部（救護班） 区災害対策本部（輸送班）の車両 

 

広島市民病院、舟入市民病院、 

安佐市民病院、リハビリテーシ
ョン病院、各保健センター、精
神保健福祉センター、広島市医
師会、安佐医師会、安芸地区医
師会 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 広島市域医師会への協力要請の方法を見直したため。 

３ 医療救護班等の活動範囲 

区 分 活 動 範 囲 摘  要 

医療救護班 

ア 処置、手術、その他の治療 

イ 診察・トリアージの実施（治療及び搬送優先順位の選別） 
ウ 薬剤又は治療材料の支給 

エ 病院又は診療所への収容（消防局救急隊等への引継） 

オ 看護の実施 

助産救護班は、分
べんの介助及び分
べん前後の処置等
を行う。 

医療支援班 

ア 応急処置 

イ 診察・トリアージの実施（治療及び搬送優先順位の選別） 
ウ 薬剤又は治療材料の支給 

エ 病院又は診療所への収容（消防局救急隊等への引継） 

オ 看護の実施 

必要に応じ、保健
活動班員とする。 

「第 14 節第 2 被
災者の健康管理」
参照。 

４ 医療救護班等の装備する医薬品・衛生材料等 

⑴  医療救護を円滑に実施するため、医療救護班等の各編成機関は医薬品・衛生材料等を備蓄又

は保有する。 

  ⑵ 医療救護班等が必要とする医薬品・衛生材料等は、各編成機関が備蓄又は保有するものを使

用する。 

  ⑶ 健康福祉局長は、医薬品・衛生材料等に不足が生じた場合は、関係機関と連絡をとり、次の

優先順位により速やかに調達する。 

優先順位 供 給 元 備 考 

１ 市立病院機関が備蓄するもの 供給元の診療に支障の出ない範囲に限る。 

２ 県が備蓄するもの 現物備蓄及び流通備蓄 

３ 関係機関から応援を受けるもの 「第 26節 応援要請及び協力要請」参照 

５ 医療救護資機材の調達・輸送 

区    分 調        達 輸       送 

医療救護班等の活動
に必要な医薬品・ 

衛生材料等 

医療救護班等の編成機関 次のいずれかによる。 

①医療救護班等の編成機関の車両 

②区災害対策本部（輸送班）の車両 

③消防局の車両・船艇・航空機 

救護所設置に必要な 

資機材及び救援物資 
区災害対策本部（救護班） 区災害対策本部（輸送班）の車両 

 

 

広島市民病院、舟入市民病院、 

安佐市民病院、リハビリテーシ
ョン病院、各保健センター、精
神保健福祉センター、広島市医
師会、安佐医師会、安芸地区医
師会 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第１２節 医療・救護対策 

頁 

 

１８０ 

第５ ＤＭＡＴの派遣要請及び活動支援《健康福祉局保健医療課、地方独立行政法人広島市立病院機
構広島市民病院・安佐市民病院》 

１ 健康福祉局長は、大規模な災害の発生により、本市  の医療救護班等ではその活動が十分に
行えない場合は、県へ災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請を行う。 

２ 災害拠点病院（広島市民病院・安佐市民病院）は、県の指定するＤＭＡＴの拠点本部となる場
合には、統括ＤＭＡＴを受入れ、医療救護活動の調整を行うとともに、ＤＭＡＴの支援の下で医
療救護活動を実施するものとする。 

３ 健康福祉局長は、県からの要請に基づき、ＤＭＡＴの活動支援を行う。 

ＤＭＡＴの拠点本部となるべき前線の災害拠点病院が、その機能を十分に果たせない場合、本
節第１により設置する医療救護対策部において、統括ＤＭＡＴの受入れなどを行う。 

 
第６ ＤＰＡＴの派遣要請及び活動支援《健康福祉局精神保健福祉課・精神保健福祉センター》 

 １ 健康福祉局長は、大規模な災害の発生により、本市  の医療救護班等ではその活動が十分に 

行えない場合は、県へ災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣要請を行う。 

 ２ 健康福祉局長は、県からの要請に基づき、ＤＰＡＴの活動支援を行う。 

 

第７ こども支援チームの派遣要請及び活動支援《こども未来局こども・家庭支援課》 

 １ こども未来局長は、大規模な災害の発生により、本市  の医療救護班等ではその活動が十分 

に行えない場合は、県へこども支援チームの派遣要請を行う。 

 ２ こども未来局長は、県からの要請に基づき、こども支援チームの活動支援を行う。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 広島市域医師会への協力要請の方法を見直したため。 

第５ ＤＭＡＴの派遣要請及び活動支援《健康福祉局保健医療課、地方独立行政法人広島市立病院機
構広島市民病院・安佐市民病院》 

１ 健康福祉局長は、大規模な災害の発生により、本節第３の医療救護班等ではその活動が十分に
行えない場合は、県へ災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請を行う。 

２ 災害拠点病院（広島市民病院・安佐市民病院）は、県の指定するＤＭＡＴの拠点本部となる場
合には、統括ＤＭＡＴを受入れ、医療救護活動の調整を行うとともに、ＤＭＡＴの支援の下で医
療救護活動を実施するものとする。 

３ 健康福祉局長は、県からの要請に基づき、ＤＭＡＴの活動支援を行う。 

ＤＭＡＴの拠点本部となるべき前線の災害拠点病院が、その機能を十分に果たせない場合、本
節第１により設置する医療救護対策部において、統括ＤＭＡＴの受入れなどを行う。 

 
第６ ＤＰＡＴの派遣要請及び活動支援《健康福祉局精神保健福祉課・精神保健福祉センター》 

 １ 健康福祉局長は、大規模な災害の発生により、本節第３の医療救護班等ではその活動が十分に
行えない場合は、県へ災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣要請を行う。 

 ２ 健康福祉局長は、県からの要請に基づき、ＤＰＡＴの活動支援を行う。 

 

第７ こども支援チームの派遣要請及び活動支援《こども未来局こども・家庭支援課》 

 １ こども未来局長は、大規模な災害の発生により、本節第３の医療救護班等ではその活動が十分
に行えない場合は、県へこども支援チームの派遣要請を行う。 

 ２ こども未来局長は、県からの要請に基づき、こども支援チームの活動支援を行う。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第１２節 医療・救護対策 

頁 

 

１８１ 

第８ 医療機関等への応援要請《健康福祉局地域福祉課・保健医療課・精神保健福祉課・精神保健福
祉センター、こども未来局こども・家庭支援課、危機管理室、消防局警防課・救急課》 

  大規模な災害の発生により、本市  の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、本 

節第５、第６、第７によりＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、こども支援チームの派遣要請を行うほか、次によ 

り応援要請する。 
 要 請 機 関 要 請 内 容 摘     要 連 絡 担 当 課  

 
救急告示病院・診療所 傷病者の収容 

資料編３－１２－１ 
「救急告示病院等一覧表」参照。 

消防局 
警防課・救急課 

 

 日本赤十字社広島県支部 
 中区千田町 2-5-64 
 241-8811 

医療・救護全般 

県（健康福祉総務課）を通じて要請。
ただし、緊急を要する場合は、本市よ
り直接要請し、県（健康福祉総務課）
に要請した旨を報告。 

健康福祉局 
地域福祉課 

 

 広島市医師会 
 西区観音本町 1-1-1 
 232-7321 

原則として、市立病院
機関では対応できない
場合における次の斡旋
への協力 
・医師等の派遣 
・被災者の収容 
・医療資機材の供与 

「広島市地域防災計画に基づく災害
時の医療救護活動に関する協定書」
（資料編参考 19）に基づき、本市よ
り要請。 

健康福祉局 
保健医療課 

 

 安佐医師会 
 安佐南区八木 5-35-2 
 873-1840 

 

 安芸地区医師会 
 安芸郡海田町栄町 5－13 
 823-4931 

 

 広島市歯科医師会 
 中区富士見町 11-9 
   244-2662 

原則として、市立病院
機関では対応できない
場合における次の斡旋 
・歯科医師等の派遣 
・医療資機材の供与 

「広島市地域防災計画に基づく災害
時の歯科医療救護活動に関する協定
書」（資料編参考 63）に基づき、本市
より要請。 

 

 安佐歯科医師会（西村歯科医院内） 
安佐南区西原 9-19-24 
874-4188 

 

 安芸歯科医師会 
安芸郡海田町新町 19-10 

 822-9009 

 

 佐伯歯科医師会（新田歯科医院内） 
 佐伯区楽々園 4-13-14 
  921-7778 

 

 広島市薬剤師会 
 中区富士見町 11－42 
 244-4899 

原則として、市立病院
機関では対応できない
場合における次の斡旋 
・薬剤師の派遣 
・医療資機材の供与 

「広島市地域防災計画に基づく災害
時の医療救護活動に関する協定書」
（資料編参考 64）に基づき、本市よ
り要請。 

  

安佐薬剤師会（びーだま薬局内）  
安佐南区大町西 1-1-11 
870-6422 

 安芸地区薬剤師会 
安芸郡府中町青崎南 2-1-101   
282-4440 

  

 広島佐伯薬剤師会 
 佐伯区旭園 2-22 
  924-5957 

  

 
   

  

 広島県災害時公衆衛生チーム
（広島県看護協会からの災害支
援ナース等） 

被災者の心身の健康管
理 

広島県地域防災計画に基づき、本市よ
り県(健康福祉総務課)に派遣要請 

  

 
   

  

（資料編） ３－１２－１ 救急告示病院等一覧表 
       参考 19 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書 

参考 63 広島市地域防災計画に基づく災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 
参考 64 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書 

中  略 

中  略 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 広島市域医師会への協力要請の方法を見直したため。 

第８ 医療機関等への応援要請《健康福祉局地域福祉課・保健医療課・精神保健福祉課・精神保健福
祉センター、こども未来局こども・家庭支援課、危機管理室、消防局警防課・救急課》 

  大規模な災害の発生により、本節第３の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、本 

節第５、第６、第７によりＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、こども支援チームの派遣要請を行うほか、次によ 

り応援要請する。 
 要 請 機 関 要 請 内 容 摘     要 連 絡 担 当 課  

 
救急告示病院・診療所 傷病者の収容 

資料編３－１２－１ 
「救急告示病院等一覧表」参照。 

消防局 
警防課・救急課 

 

 日本赤十字社広島県支部 
 中区千田町 2-5-64 
 241-8811 

医療・救護全般 

県（健康福祉総務課）を通じて要請。
ただし、緊急を要する場合は、本市よ
り直接要請し、県（健康福祉総務課）
に要請した旨を報告。 

健康福祉局 
地域福祉課 

 

 広島市医師会 
 西区観音本町 1-1-1 
 232-7321 

（削除）て、市立病院
機関では対応できない
場合における次の斡旋
への協力 
・医師等の派遣 
（削除）    
・医療資機材の供与 

「広島市地域防災計画に基づく災害
時の医療救護活動に関する協定書」
（資料編参考 19）に基づき、本市よ
り要請。 

健康福祉局 
保健医療課 

 

 安佐医師会 
 安佐南区八木 5-35-2 
 873-1840 

 

 安芸地区医師会 
 安芸郡海田町栄町 5－13 
 823-4931 

 

 広島市歯科医師会 
 東区二葉の里 3-2-4 
   262-2662 

原則として、市立病院
機関では対応できない
場合における次の斡旋 
・歯科医師等の派遣 
・医療資機材の供与 

「広島市地域防災計画に基づく災害
時の歯科医療救護活動に関する協定
書」（資料編参考 63）に基づき、本市
より要請。 

 

 安佐歯科医師会（西村歯科医院内） 
安佐南区西原 9-19-24 
874-4188 

 

 安芸歯科医師会 
安芸郡海田町新町 19-10 

 822-9009 

 

 佐伯歯科医師会（新田歯科医院内） 
 佐伯区楽々園 4-13-14 
  921-7778 

 

 広島市薬剤師会 
 中区富士見町 11－42 
 244-4899 

原則として、市立病院
機関では対応できない
場合における次の斡旋 
・薬剤師の派遣 
・医療資機材の供与 

「広島市地域防災計画に基づく災害
時の医療救護活動に関する協定書」
（資料編参考 64）に基づき、本市よ
り要請。 

  

安佐薬剤師会（削除）      
安佐北区可部南 2-2-2 -301  
562-2973 

 安芸  薬剤師会 
安芸郡府中町青崎南 2-1-101   
282-4440 

  

 広島佐伯薬剤師会 
 佐伯区旭園 2-22 
  924-5957 

  

 
   

  

 広島県災害時公衆衛生チーム
（広島県看護協会からの災害
支援ナース等） 

被災者の心身の健康管
理 

広島県地域防災計画に基づき、本市よ
り県(健康福祉総務課)に派遣要請 

  

 
   

  

（資料編） ３－１２－１ 救急告示病院等一覧表 
       参考 19 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書 

参考 63 広島市地域防災計画に基づく災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 
参考 64 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

中  略 

中  略 

-41-



修  正  前 

基本・風水害対策編（震災対策編） 

 第３章 災害応急対策（第３章 震災応急対策） 

  第１３節 遺体の捜索・処理及び火葬対策 

 

頁 

１８２～１８６ 

(１８８～１９１) 

第 13節 遺体の捜索・処理及び火葬対策 
 
災害により行方不明又は死者が多数発生した場合において、遺体の捜索・収容、遺体安置所の開設等必要

な応急対策を講じる。 
 
第１ 遺体の捜索・収容《各区市民課・保険年金課・生活課、各消防署》 

１ 捜索の対象 

捜索の対象は、災害のため現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の状況により既に死亡していると

推定される者（以下「行方不明者」という。）とする。 

 

２       収容の対象    

収容の対象は、災害により死亡した者のうち、次の一に該当する遺体とする。 

⑴ 身元不明の         遺体 

⑵ 遺体引受人（遺体を引き取り、埋火葬を行う遺族等をいう。以下同じ。）のない死体       

           

⑶ 住家の倒壊その他の理由により、自力で埋火葬ができない遺族等から、遺体収容（処理・火葬）の

要請があった遺体 

⑷ その他区災害対策本部長が特に必要と認める遺体 

 

３ 行方不明者・死者の届出の受理等 
行方不明者及び身元不明者等の死者の届出並びに遺体収容の要請は、区災害対策本部において受理

し、住所、氏名、年齢、性別、着衣等必要な事項について、行方不明者等受付簿（様式３－１３－１）

により記録する。 
 

４ 行方不明者の捜索活動 

行方不明者の捜索活動は、消防局、消防団、区災害対策本部等及び県警察、海上保安庁等の関係機関

が相互に連絡を密にし、それぞれの立場からこれを実施するものとし、    自主防災組織等の協力

を得て、可能な限り早期の収容に努める。 

 

５ 遺体発見時の措置 

人命救助、救助活動及び行方不明者の捜索中に遺体を発見したときは、区災害対策本部に連絡し、併

せて        警察署又は広島海上保安部（海上漂流遺体の場合に限る。）に連絡するとともに、

身元確認を行う。                               

  

６ 死体調書の作成 

区災害対策本部は、死体調書（様式３－１３－２）に、遺体発見現場の状況（できれば写真を撮る。）、

遺体の性別、身長、着衣、所持品等を詳細に記録する。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 遺体安置所開設・管理運営マニュアルの策定に伴う業務内容の整理や文言の修正、記載順の変更。 

第 13節 遺体の捜索・処理及び火葬対策 
 
災害により行方不明又は死者が多数発生した場合において、遺体の捜索・収容、遺体安置所の開設等必要 

な応急対策を講じる。 
 

第１ 遺体の捜索   《                 各消防署》 

１ 捜索の対象 

捜索の対象は、災害のため安否が確認できない                         

      者（以下「行方不明者」という。）とする。 

 

 

 第２の４に記載  

 

 

 

 

 

 

 

 第２の５の⑸に記載  

 

 

 

 

２ 行方不明者の捜索活動 

行方不明者の捜索活動は、消防局、消防団、区災害対策本部等及び県警察、海上保安庁等の関係機関 

が相互に連絡を密にし、連携して    これを実施する。また、必要に応じて自主防災組織等に協力 

を求める。               

 

３ 遺体発見時の措置 

                      遺体を発見したときは、区災害対策本部に連絡し、

併せて発見場所を管轄する警察署又は広島海上保安部（海上漂流遺体の場合に限る。）に連絡する。ま

た、警察官又は海上保安官が到着するまでの間、遺体及び発見場所の周囲の状況を保存する。 

 

  第２の５の⑺に記載  
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修  正  前 

第２ 検視場所の確保等《各区市民課・保険年金課・生活課》 

災害により多数の死者が発生した場合、区災害対策本部長は遺族感情への配慮や効率的な検視業務の遂

行のため、検視場所の確保に努めるとともに、検視に必要な資機材の準備・保管・提供について県警察等

と連携して対応する。 

 

第３ 遺体安置所の開設及び管理 《各区市民課・保険年金課・生活課》 

１          

災害により多数の死者が発生し、遺体の収容・安置が必要なときは、区災害対策本部長は、    

            公共施設     等に遺体安置所を開設し、管理運営に要する職員を派遣す 

る。 

                                               

                                               

                                           

                                        

                     

                        

                                

                                              

     

 

 

 

 

 

 

２           

区災害対策本部は、遺体安置所の維持・管理等に必要な資材等の購入   を行う。 

 
 

修  正  後 

 

 第２の２に記載  

 

 

 

第２ 遺体安置所の開設・管理運営《各区市民課・保険年金課・生活課》 

１ 遺体安置所の開設 

                               区災害対策本部長は、次のいず

れかに該当する場合、公共施設（候補施設）等に遺体安置所を開設し、管理運営に要する職員を派遣す

る。  

  ただし、被災した区に遺体安置所が開設できない場合、又は区ごとではなく複数の区に１箇所など集

約して遺体安置所を開設する場合、若しくは県警察等関係機関から市災害対策本部に開設の要請があっ

た場合など、市災害対策本部長は、必要に応じて当該区の区災害対策本部長に開設を指示する。 

   このとき、遺体安置所とする施設については、必要に応じて県警察と協議する。 

⑴ 多数の遺体を伴う災害が発生したとき。 

⑵ 多数の行方不明者を伴う災害が発生したとき。 

⑶ 災害により多数の遺体・行方不明者が予測されるに至ったとき。 

⑷ その他被害の程度又は社会的影響を考慮し、市又は区災害対策本部長が開設する必要があると認め

たとき。 

 

 ２ 検視場所の確保等《各区市民課・保険年金課・生活課》 

                  区災害対策本部長は、遺族感情への配慮や効率的な検視・身

元調査の遂行のため、開設した遺体安置所内に検視・身元調査場所を設置する。             

                 

 

３ 資機材の調達・確保 

区災害対策本部は、遺体安置所の管理運営  に必要な資材等の調達・確保を行う。 

 

 

４ 遺体安置所に収容・安置する遺体 

                                   

⑴ 災害の発生場所から発見された遺体 

⑵ 災害の発生場所から医療機関等に搬送された後に死亡した者であって、その死因が自然死か不自然

死であるか判明しない遺体 

⑶ 災害の発生に伴う避難生活中に死亡した者であって、その死因が自然死であるか不自然死であるか

判明しない  遺体 

⑷ その他災害が原因で死亡したと認められる 遺体 
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修  正  前 

３          

遺体安置所に派遺された職員は             、次のように遺体の収容・管理を行う。 

  

⑴ 遺体を収容するに当たり、所持品等を併せて引き継ぐとともに、遺体に氏名又は符号を記載した名

札を付し、他と混同しないよう明示する。 

⑵ 調査（検視）の済んでいない遺体については、所轄警察署又は広島海上保安部（海上漂流遺体の場

合に限る。）と連絡を取り、調査（検視）を受け、検案を行う。 

⑶ 身元不明の遺体及び遺体引受人のない遺体は、原則として上半身の写真を撮る。 

⑷ 調査（検視）・検案の済んだ遺体は、感染症の予防等に配意し、洗浄、縫合、消毒等の必要な処置

を行う。その後に遺体を納棺し、安置する。 

⑸ 遺族等から遺体引受けの申出があった場合は、調査（検視）・検案が終了した後に所持品等ととも

に引き渡す。 

⑹ 調査（検視）・検案を受けた後においても遺体引受人が見つからない遺体については、区長が身元

引受人となり、死体火葬許可証の交付を受ける。             

⑺ 遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時日に火葬等ができない

場合においては、遺体の腐敗防止措置を行ったうえで一時保存する。 

           

 

 

（資料編） 参考 28 災害時における遺体安置所の維持管理等に必要な資材等の緊急調達及び供給の協力 

           に関する協定書 

              

 

修  正  後 

５ 遺体安置所の業務 

遺体安置所に派遺された職員は、県警察等関係機関と連携し、次の業務       を行う。 

 

⑴ 遺体等の収容                                        

                   

⑵    検視・身元調査（県警察）                               

                             

⑶ 検案（医師）                               

⑷ 遺体等の安置・保存                                     

                    

⑸ 遺族等の受付、遺体の身元確認の立会い及び遺体等の引渡し                   

     

⑹ 遺族支援（遺体の火葬までの手順の説明など。）                         

                            

⑺ 遺体安置所の管理運営に必要な記録と状況報告                         

                              

⑻ その他必要な業務 

 

 

 節の最後に記載  
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修  正  前 

第４ 遺体の検案《健康福祉局保健医療課、地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院・安佐市民病

院》 

 １ 検案班の編成 

⑴ 災害により死者が多数発生した場合は、県警察と協議のうえ、健康福祉局において、広島市民病院、

安佐市民病院の協力を得て、検案班を編成し、遺体の検案を行う。 

⑵ 検案班は、医師、看護師その他の職員で構成する。 

⑶ 医師が不足する場合は、広島市 医師会その他関係医療機関に協力を依頼する。 

 ２ 検案の実施 

⑴ 身元不明の遺体等収容対象の遺体の検案は、原則として調査（検視）終了後、現場で行うこととす

る。ただし、現場での検案が困難なときは、別に確保した検視・身元調査と同じ場所又は遺体安置所

において実施する。 

⑵ 上記以外の遺体の検案は、原則として区災害対策本部長からの要請に基づき実施する。 

 ３ 検案時の処理事項 

遺体の検案に当たっては、死亡診断のほか、必要な医学検査を行い、死体検案書を作成する。 

 

第５ 遺体の搬送《健康福祉局環境衛生課、各区市民課・保険年金課・生活課》 

遺体安置所からの遺体の搬送は、次のとおり行う。 

１ 区災害対策本部長は、火葬に付すべき遺体数を遺体安置所別に健康福祉局長に報告する。 

２ 健康福祉局長は、区災害対策本部長の報告及び火葬場の処理状況等を勘案のうえ、遺体搬送計画を立

て、区災害対策本部長に連絡する。 

３ 区災害対策本部長は、遺体搬送計画に基づき、火葬場へ遺体を搬送する。遺体の搬送については、原

則として遺族に行わせる。ただし、その手段がない場合は、区災害対策本部長が民間葬祭業者等に委託

して行う。 

４ 遺体の搬送は、遺族等の判明している遺体を優先し、身元及び遺族等の不明な遺体は次順位とする。 

５ 健康福祉局長は、民間葬祭業者等の搬送が困難な場合は、県と連携し、周辺市町村等への協力を依頼

する。 

 

修  正  後 

第３ 遺体の検案《健康福祉局保健医療課、地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院・安佐市民

病院》 

１ 検案班の編成 

⑴                                                     健康福祉局は   、広島市民病

院、安佐市民病院の協力を得て、検案班を編成し、遺体の検案を行う。 

⑵ 検案班は、医師、看護師その他の職員で構成する。 

⑶ 医師が不足する場合は、広島市域医師会その他関係医療機関に協力を依頼する。 

 ２ 検案の実施 

               遺体の検案は、                           

                        検視・身元調査と同じ場所で         

 実施する。 

                                          

 ３ 検案時の処理事項 

   遺体の検案に当たっては、死亡診断のほか、必要な医学検査を行い、死体検案書を作成する。 

 

第４ 遺体の搬送《健康福祉局環境衛生課、各区市民課・保険年金課・生活課》 

  遺体安置所からの遺体の搬送は、次のとおり行う。 

１ 区災害対策本部長は、火葬に付すべき遺体数を遺体安置所別に健康福祉局長に報告する。 

２ 健康福祉局長は、区災害対策本部長の報告及び火葬場の処理状況等を勘案のうえ、遺体搬送計画を立

て、区災害対策本部長に連絡する。 

３ 区災害対策本部長は、遺体搬送計画に基づき、火葬場へ遺体を搬送する。遺体の搬送については、原

則として遺族に行わせる。ただし、その手段がない場合は、区災害対策本部長が  葬祭事業者等に協

力を要請する。 

４ 遺体の搬送は、遺族等の判明している遺体を優先し、身元及び遺族等の不明な遺体は次順位とする。 

５ 健康福祉局長は、必要に応じて            県と連携し、周辺市町村等への協力を依頼 

 する。 
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修  正  前 

第６ 遺体の火葬《健康福祉局環境衛生課》 

遺体の火葬は、次のとおり行う。 

 １ 遺体は、原則として死体火葬許可証に基づき火葬する。 

死体火葬許可証の発行が困難な場合は、厚生労働省の指示に基づき、特例許可証、死亡診断書又は死

体検案書により火葬する。 

２ 身元不明の遺体及び遺体引受人の                  ない遺体は、区長が身元引受人であることを確

認のうえ、火葬する。 

なお、火葬した後の遺骨は、氏名又は符号          を記載した名札等により明示し、区長に引き渡

し、区長は当該遺骨を保管する。 

３ 火葬場は、永安館、西風館、可部火葬場、湯来火葬場、五日市火葬場を使用する。 

   永安館、西風館、可部火葬場、湯来火葬場、五日市火葬場の使用が困難な場合又は火葬能力を超える

場合には、健康福祉局長は、県と連携し、周辺市町村等の協力を得て遺体火葬計画を立て実施する。 

 

修  正  後 

第５ 遺体の火葬《健康福祉局環境衛生課》 

遺体の火葬は、次のとおり行う。 

１ 遺体は、原則として死体火葬許可証に基づき火葬する。 

死体火葬許可証の発行が困難な場合は、厚生労働省の指示に基づき、特例許可証、死亡診断書又は死

体検案書により火葬する。 

２ 身元不明の遺体及び身元は判明しているが引取者のいない遺体は、区長が引取者    であることを確

認のうえ、火葬する。 

なお、火葬した後の遺骨は、氏名又は固有の識別番号を記載した名札等により明示し、区長に引き渡

し、区長は当該遺骨を保管する。 

３ 火葬場は、永安館、西風館、可部火葬場、湯来火葬場、五日市火葬場を使用する。 

   永安館、西風館、可部火葬場、湯来火葬場、五日市火葬場の使用が困難な場合又は火葬能力を超える

場合には、健康福祉局長は、県と連携し、周辺市町村等の協力を得て遺体火葬計画を立て実施する。 

 

 

（資料編） 参考 28 災害時における遺体安置所の維持管理等に必要な資材等の緊急調達及び供給の協力 

          等に関する協定書  
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修  正  前 

 

修  正  後 

 

 

（削除） 
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修  正  前 

 

修  正  後 

 

 

（削除）  
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第１４節 保健衛生及び防疫対策 

   

頁 

 

１８８ 

第２ 被災者の健康管理《健康福祉局保健医療課、こども未来局こども・家庭支援課、保健センター》 

  （略） 

２ 保健活動班の活動《保健センター》 

保健活動班は、医師、保健師、栄養士等で構成し、被災者に対する保健活動を行う。なお、必 

要に応じ医療支援班員とする。 

⑴ 指定避難所（生活避難場所）における保健活動 

ア 避難者の心身の健康状態の確認及び医療・保健・福祉ニーズの把握を行う。 

イ 避難者の怪我等の応急手当及び医療ニーズに係る緊急度を見極め、必要に応じて医療救護 

班への引継及び連絡調整を行う。 

ウ 慢性疾患を有する者や高齢者などの要配慮者への支援を行う。 

エ 避難者のストレスに対する心のケアを行うとともに、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ） 

等に対し、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）やこども支援チーム等への必要な引継を行 

う。 

オ エコノミークラス症候群や生活不活発病、感染症、ストレス、便秘等の健康障害及び疾病 

の予防のための健康教育、健康相談及び栄養相談を行う。 

カ 指定避難所（生活避難場所）における生活環境の把握及び必要な調整を行う。 

キ 指定避難所（生活避難場所）における栄養管理及び必要な食品の調達の調整を行う。 

ク 上記の活動において、応援職員や広島県災害時公衆衛生チームとの連携調整を行う。 

⑵ 指定避難所（生活避難場所）以外における保健活動 

ア 被災者の心身の健康状態の確認及び医療・保健・福祉ニーズの把握を行う。 

イ 被災者が医療や介護などを要する場合は、医療機関等の関係機関へ引継ぐ。 

ウ ひとり暮らし高齢者や健康面での支援が必要な要配慮者への支援を行う。 

エ 生活不活発病やストレス                            等 

の健康障害及び疾病の予防のため、巡回による健康相談を行う。 

オ 被災者のストレスに対する心のケアを行うとともに、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ） 

等に対し、専門医療機関等への必要な引継を行う。 

カ 町内会・自治会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、地域包括支 

援センター等関係機関との連携調整を行う。 

キ 孤立化や閉じこもり防止のための被災者同士のコミュニティづくりに向けた支援を行う。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 熊本地震の対応を踏まえ、指定避難所（生活避難場所）以外に避難している者に対し予防すべき

疾病を追記する。 

第２ 被災者の健康管理《健康福祉局保健医療課、こども未来局こども・家庭支援課、保健センター》 

  （略） 

２ 保健活動班の活動《保健センター》 

保健活動班は、医師、保健師、栄養士等で構成し、被災者に対する保健活動を行う。なお、必 

要に応じ医療支援班員とする。 

⑴ 指定避難所（生活避難場所）における保健活動 

ア 避難者の心身の健康状態の確認及び医療・保健・福祉ニーズの把握を行う。 

イ 避難者の怪我等の応急手当及び医療ニーズに係る緊急度を見極め、必要に応じて医療救護 

班への引継及び連絡調整を行う。 

ウ 慢性疾患を有する者や高齢者などの要配慮者への支援を行う。 

エ 避難者のストレスに対する心のケアを行うとともに、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ） 

等に対し、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）やこども支援チーム等への必要な引継を行 

う。 

オ エコノミークラス症候群や生活不活発病、感染症、ストレス、便秘等の健康障害及び疾病 

の予防のための健康教育、健康相談及び栄養相談を行う。 

カ 指定避難所（生活避難場所）における生活環境の把握及び必要な調整を行う。 

キ 指定避難所（生活避難場所）における栄養管理及び必要な食品の調達の調整を行う。 

ク 上記の活動において、応援職員や広島県災害時公衆衛生チームとの連携調整を行う。 

⑵ 指定避難所（生活避難場所）以外における保健活動 

ア 被災者の心身の健康状態の確認及び医療・保健・福祉ニーズの把握を行う。 

イ 被災者が医療や介護などを要する場合は、医療機関等の関係機関へ引継ぐ。 

ウ ひとり暮らし高齢者や健康面での支援が必要な要配慮者への支援を行う。 

エ エコノミークラス症候群（特に車中避難者）や生活不活発病、感染症、ストレス、便秘等 

の健康障害及び疾病の予防のため、巡回による健康相談を行う。 

オ 被災者のストレスに対する心のケアを行うとともに、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ） 

等に対し、専門医療機関等への必要な引継を行う。 

カ 町内会・自治会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、地域包括支 

援センター等関係機関との連携調整を行う。 

キ 孤立化や閉じこもり防止のための被災者同士のコミュニティづくりに向けた支援を行う。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２０節 住宅等応急対策 

頁 

２１７ 

震災対策編 

 第３章 震災応急対策 

 第２０節 住宅等応急対策 

頁 

２１４ 

第２０節 住宅等応急対策 

（略） 

第１  応急仮設住宅の調達・供給体制の整備 

１ （略） 

２ 建設可能用地の把握《都市整備局営繕課・設備課・住宅政策課》 

災害に対する安全性に配慮しつつ、常に応急仮設住宅が建設可能な用地を把握するなど、事 

前に調達・供給体制を整備しておく。 

応急仮設住宅建設候補地 

区  分 建   設   候   補   地 

中  区 中央公園自由広場・芝生広場、千田公園、東千田公園、吉島東公園             

     

東  区 新牛田公園、福木公園                        

南  区 出島東公園、広島みなと公園、競輪場・周辺用地、渕崎公園、出島西公園            

                                          

                  

西  区 旧食肉市場跡地、大芝公園、西部埋立第二公園                        

                                            

                                            

     

安佐南区 八木梅林公園、山本第六公園、高取公園、毘沙門台公園、Ａシティ中央公園、こころ北公園、

若葉台中央公園、西風新都東公園                           

                                  

安佐北区 中山公園、可部南第二公園、三入第一公園、あさひが丘公園               

                                          

                                    

安 芸 区 矢野新町公園、月が丘公園、安芸矢野ニュータウン第一公園・第三公園・第七公園・中央公

園、みどり坂中央公園、みどり坂第一公園                

佐 伯 区 五月が丘第五公園、彩が丘中央公園、石内南中央公園、坪井公園、美鈴が丘中央公園、湯来

南運動広場                                     

                                          

                                     

    

第２～ （略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 広島県からの依頼（平成 28年 5月 31日付「応急仮設住宅建設候補地の見直し及び追加について」）

に基づき、応急仮設住宅建設候補地を追加するため。 

第２０節 住宅等応急対策 

（略） 

第１  応急仮設住宅の調達・供給体制の整備 

１ （略） 

２ 建設可能用地の把握《都市整備局営繕課・設備課・住宅政策課》 

災害に対する安全性に配慮しつつ、常に応急仮設住宅が建設可能な用地を把握するなど、事 

前に調達・供給体制を整備しておく。 

応急仮設住宅建設候補地 

区  分 建   設   候   補   地 

中  区 中央公園自由広場・芝生広場、千田公園、東千田公園、吉島東公園、江波山公園、吉島公園、

舟入公園 

東  区 新牛田公園、福木公園、元牛田第四小学校（仮称）予定地、戸坂新町公園 

南  区 出島東公園、広島みなと公園、競輪場・周辺用地、渕崎公園、出島西公園、宇品第五公園、

宇品第一公園、大州公園、東雲第二公園、東雲本町公園、柞木公園、仁保南第一公園、 

東青崎公園、比治山下公園、松川公園 

西  区 旧食肉市場跡地、大芝公園、西部埋立第二公園、井口台公園、西部埋立第四公園、西部埋立

第七公園、西部埋立第八公園、茶臼台公園、庚午第一公園、草津公園、西部埋立第六公園、

西部埋立第三公園、鈴が峰公園、高須台第一公園、高須台中央公園、古田台公園、陵北公園、

山田公園 

安佐南区 八木梅林公園、山本第六公園、高取公園、毘沙門台公園、Ａシティ中央公園、こころ北公園、

若葉台中央公園、西風新都東公園、相田第七公園、大塚学びの丘公園、平和台公園、伴西公

園、こころ第二公園、こころ第七公園、毘沙門台東公園、春日野中央公園 

安佐北区 中山公園、可部南第二公園、三入第一公園、あさひが丘公園、森城第四公園、星が丘第四公

園、寺山公園、西山公園、勝木台公園、勝木台第一公園、口田南公園、矢口が丘公園、倉掛

公園、寺迫公園、恵下山公園、桐陽台第一公園、桐陽台公園、桐陽台第五公園 

安 芸 区 矢野新町公園、月が丘公園、安芸矢野ニュータウン第一公園・第三公園・第七公園・中央公

園、みどり坂中央公園、みどり坂第一公園、畑賀公園、矢野南三丁目市有地 

佐 伯 区 五月が丘第五公園、彩が丘中央公園、石内南中央公園、坪井公園、美鈴が丘中央公園、湯来

南運動広場、こころレイクサイドパーク、そらの第二公園、そらの中央公園、石内南第三公

園、五日市中央公園、石内流通第一公園、薬師ヶ丘第六公園、海老山公園、杉並台公園、藤

の木南第一公園、藤の木南第五公園、藤の木四丁目市有地、美鈴が丘南第五公園 

    

第２～ （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２０節 住宅等応急対策 

    

頁 

 

２１９ 

第６ 被災宅地の応急危険度判定《都市整備局宅地開発指導課》 

  本市は、災害により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、               

         宅地 の                  危険度判定を実施し     

   、二次災害を防止又は軽減し、もって住民の安全の確保を図る。 

また、被災状況に応じ必要と認められる場合には、県に対して当該資格職員の派遣等   を要 

請する。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 被災宅地危険度判定連絡評議会が定めた被災宅地危険度判定実施要綱に基づき、被災宅地危険度

判定士の資格を有した者により被災宅地を調査することとしていることから、同要綱第１条の条文の

内容に沿って修正する。 

第６ 被災宅地の応急危険度判定《都市整備局宅地開発指導課》 

（削除）災害により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、被災宅地危険度判定士の資格を 

有した者により被災宅地での被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し危険度判定を実施することに 

よって、二次災害を防止又は軽減し、もって住民の安全の確保を図る。 

また、被災状況に応じ必要と認められる場合には、県に対して当該資格者 の派遣等の支援を要 

請する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策 

 第３章 災害応急対策 

  第２６節 応援要請及び協力要請 

頁 

２３４、２３５ 

 

震災対策編 

第３章 震災応急対策 

第２６節 応援要請及び協力要請 

 

２３１、２３２ 

第１ 民間団体等への協力要請 

（略） 

 ４ 具体的な協力内容を協定している民間団体等 

（略） 

協 力 内 容 団  体  名 資料番号 

（略） （略） （略） 

福祉避難所の設置及び管理運営 

《健康福祉局健康福祉企画課》 

（略） （略）  

（社福）信々会【1団体 1施設】 資料編参考 72  

                 

         
         

 

                 

         
         

 

（社福）広島常光福祉会、（社福）広島

東福祉会、（社福）三矢会【3団体 3施設】 
資料編参考 75 

 

福祉避難所の設置 

《健康福祉局健康福祉企画課》 
広島県立広島北特別支援学校 資料編参考    

 

（略） （略） （略） 

災害又は事故における緊急的な応急

対策等の支援に関する包括的協定 

《危機管理室災害予防課》 

（一社）日本建設業連合会、国土交通省

中国地方整備局、島根県、鳥取県、岡山

県、広島県、山口県、岡山市 

資料編参考 71 

災害時におけるＬＰガス及びガス機

器等の調達及び供給 

《経済観光局経済企画課》 

（一社）広島県ＬＰガス協会          

災害時における畳の調達及び供給 

《経済観光局経済企画課》 

「５日で５０００枚の約束。」プロジェ

クト実行委員会 
         

無人航空機等による災害応急対策活

動（撮影・画像解析等） 

《危機管理室災害予防課》 

ルーチェサーチ株式会社          

（略） （略） （略） 
 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 協定を締結した団体名を追加し、資料編に協定書を追加する。 

  

第１ 民間団体等への協力要請 

（略） 

 ４ 具体的な協力内容を協定している民間団体等 

（略） 

協 力 内 容 団  体  名 資料番号 

（略） （略） （略） 

福祉避難所の設置及び管理運営 

《健康福祉局健康福祉企画課》 

（略） （略）  

（社福）信々会【1団体 1施設】 資料編参考 72  

（社福）三篠会、（株）スキャット 

【2団体 2施設 】 
資料編参考 73 

 

（社福）広島県同胞援護財団 

【1団体 1施設 】 
資料編参考 74 

 

（社福）広島常光福祉会、（社福）広島

東福祉会、（社福）三矢会【3団体 3施設】 
資料編参考 75 

 

福祉避難所の設置 

《健康福祉局健康福祉企画課》 
広島県立広島北特別支援学校 資料編参考 78 

 

（略） （略） （略） 

災害又は事故における緊急的な応急

対策等の支援に関する包括的協定 

《危機管理室災害予防課》 

（一社）日本建設業連合会、国土交通省

中国地方整備局、島根県、鳥取県、岡山

県、広島県、山口県、岡山市 

資料編参考 71 

災害時におけるＬＰガス及びガス機

器等の調達及び供給 

《経済観光局商業振興課》 

（一社）広島県ＬＰガス協会 資料編参考 76 

災害時における畳の調達及び供給 

《経済観光局商業振興課》 

「５日で５０００枚の約束。」プロジェ

クト実行委員会 
資料編参考 77 

無人航空機等による災害応急対策活

動（撮影・画像解析等） 

《危機管理室災害予防課》 

ルーチェサーチ株式会社 資料編参考 79 

（略） （略） （略） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編  

 第３章 災害応急対策 

  第２７節 災害ボランティアの受入 

 

 

 

 

頁 

 

２４２、２４３ 

 

第 27節 災害ボランティアの受入 

 （略） 

 

 １ 市（区）災害ボランティア本部（センター）の設置≪市民局市民活動推進課、健康福祉局地域

福祉課、区役所区政調整課・地域起こし推進課≫ 

ボランティアと行政及びボランティア団体相互の連携を図るとともに、特別な資格・技能を有

しない一般ボランティアのコーディネートを行うため、広島市災害ボランティア活動連絡調整会

議は、市災害ボランティア本部を、原則、「広島市社会福祉センター」（中区千田町一丁目９番４

３号）に、また、社会福祉協議会は、区災害ボランティアセンター（８区）を、原則、各区の地

域福祉センターに、それぞれ必要に応じて設置するものとする。区災害ボランティアセンターの

設置に当たっては、設置場所等について区災害対策本部と調整を行う。 

⑴ （略） 

⑵ （略） 

⑶ 連絡調整会議の開催場所は、       建物の被災状況により、次の順位で移行する。 

ア 広島市社会福祉センター 

イ 広島市まちづくり市民交流プラザ  

ウ 広島市役所本庁舎会議室 

市（区）災害ボランティア本部（センター）においては、市（区）災害対策本部等と連絡を密

にし、市内各地の被災状況、応急対策実施状況、災害ボランティアのニーズ及び活動状況等を把

握する。 

市災害ボランティア本部は、必要に応じて各区災害ボランティアセンター間の総合調整を行う

ものとする 

２～５ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 市災害ボランティア本部設置候補場所の優先順位一位となっている広島市社会福祉センターが廃

止となり、広島市総合福祉センターが新設されることを受け、広島市災害ボランティア活動連絡調整

会議において本部設置場所を検討した結果、本部運営の中心を担う広島市社会福祉協議会が置かれる

広島市総合福祉センターを優先順位一位とすることを決定したため。 

○ 広島市災害ボランティア本部の開設場所優先順位を明記する（現行は発災時の連絡調整会議開催場

所のみを記載しているが、災害時には会議開催場所だけでなく本部開設場所も同様の扱いとなるた

め。）。 

第 27節 災害ボランティアの受入 

 （略） 

 

 １ 市（区）災害ボランティア本部（センター）の設置≪市民局市民活動推進課、健康福祉局地域福

祉課、区役所区政調整課・地域起こし推進課≫ 

ボランティアと行政及びボランティア団体相互の連携を図るとともに、特別な資格・技能を有し

ない一般ボランティアのコーディネートを行うため、広島市災害ボランティア活動連絡調整会議

は、市災害ボランティア本部を、原則、「広島市総合福祉センター」（南区松原町５番１号）に、    

    また、社会福祉協議会は、区災害ボランティアセンター（８区）を、原則、各区の地域福

祉センターに、それぞれ必要に応じて設置するものとする。区災害ボランティアセンターの設置に

当たっては、設置場所等について区災害対策本部と調整を行う。 

⑴ （現行どおり。） 

⑵ （現行どおり。） 

⑶ 広島市災害ボランティア本部の開設場所は、建物の被災状況により、次の順位で移行する。 

ア 広島市総合福祉センター 

イ 広島市まちづくり市民交流プラザ  

ウ 広島市役所本庁舎会議室 

市（区）災害ボランティア本部（センター）においては、市（区）災害対策本部等と連絡を密に

し、市内各地の被災状況、応急対策実施状況、災害ボランティアのニーズ及び活動状況等を把握

する。 

市災害ボランティア本部は、必要に応じて各区災害ボランティアセンター間の総合調整を行うも

のとする 

２～５ (略) 
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修  正  前 

基本・風水害対策 

 第３章 災害応急対策 

  第２８節 区の応急対策 

頁 

２４６ 

 

震災対策編 

第３章 震災応急対策 

第２８節 区の応急対策 

 

２４３ 

第６ 応急救助活動 

 （略） 

１ 応急救助の実施に関する協議・報告 

   （略） 

 ２ 区災害対策本部が行う応急救助に関する事務 

⑴  衣食等生活必需品対策《各区市民課・保険年金課・生活課》 

   ア 調達に関すること。 

  原則として健康福祉局長（                              

                               ）が行うが、被害状況

（被害地域が限定されていたり、必要数量が少量の場合）によっては、区災害対策本部長が

健康福祉局長と協議のうえ行う                            

     。 

     また、衣食等生活必需品供給のための集積場所等については、健康福祉局長・経済観光局

長と協議して決めるほか、集積場所に職員を派遣し、受入・保管及び配分等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 災害対応の業務量の平準化を図るため、衣食等生活必需品の供給に関する業務分担の見直しを行

い、これらに関する規定を修正する。 

第６ 応急救助活動 

 （略） 

１ 応急救助の実施に関する協議・報告 

   （略） 

 ２ 区災害対策本部が行う応急救助に関する事務 

⑴  衣食等生活必需品対策《各区市民課・保険年金課・生活課》 

   ア 調達に関すること。 

  原則として健康福祉局長（原則として、地域福祉課とするが、応急仮設住宅の入居者等

に給与又は貸与する寝具その他生活必需品については健康福祉企画課）が行うが、被害状況

（被害地域が限定されていたり、必要数量が少量の場合）によっては、区災害対策本部長が

健康福祉局長と協議のうえ行うこととし、調達に係る購入・支払事務については、経済観光

局長が行う。 

     また、衣食等生活必需品供給のための集積場所等については、健康福祉局長・経済観光局

長と協議して決めるほか、集積場所に職員を派遣し、受入・保管及び配分等を行う。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第４章 災害復旧・復興計画 

  第４節 企業等援護計画 

頁  

 

２５９～２６１ 

第１ 農林漁業関係の融資《経済観光局農政課・農林整備課・水産課》 

（略） 

１ 農業関係 
  平成 27年 12月 18日現在                                                      

資金名 融資の対象 融資限度額 年利率 償還期間 据置期間 
主な取扱 

金融機関 

農
林
漁
業
施
設
資
金 

主務大臣 

指定施設 

主務大臣の指定する農業の

生産力の維持、増進に必要な

施設の復旧 

最高 いずれか低い

額 

①融資対象事業費×

80％ 

②１施設当り 300 万

円（特認 600万円） 

 

最低 1件 10万円 

0.3～

0.8% 

15年以内 3年以内 日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

果樹の改植・補植 25年以内 
10年以

内 

共同利用 

施   設 

農産物の生産、流通、加工、

販売に必要な施設及びその

他の共同利用施設の復旧 

＜最高限度＞ 

（融資対象事業費－

国庫補助金）×80％ 

0.3～

0.8% 
20年以内 3年以内 

日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

農 業 基 盤 

整 備 資 金 

農地・牧野又はその保全利用

上必要な施設の復旧 

最高 貸付を受ける

者が当該年度に

負担する額 

最低 1件 10万円 

0.3～

0.8% 
25年以内 

10年以

内 

日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

農 林 漁 業 

セ ー フ テ ィ 

ネ ッ ト 資 金 

災害等により被害を受けた

経営の再建 

600万円 

（特認 年間経営費

等の 12分の 3以内） 

0.25～

0.45% 
10年以内 3年以内 

日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

天 

災 

資 

金 

経営資金 

種苗、肥料、飼料、薬剤、農

機具（政令で定めるものに限

る）、家畜、家きん等の購入

資金その他農業経営に必要

な資金 

個人 200～500万円 

（激甚災害の場合

250～600万円） 

法人 

2,000～2,500万円 
6.5%以内

で法律の

発動の都

度 定 め

る。 

６年以内 

(激甚災害の

場合７年以

内)  

－ 農業協同組合 

事業資金 
天災により被害を受けた在

庫品の補てんに必要な資金 

単協    2,500万円 

（激甚災害の場合

5,000万円） 

連合会  5,000万円 

（激甚災害の場合

7,500万円） 

３年以内 － 

広島県信用農業協

同組合連合会 

農林中央金庫 

 

農業災害特別対

策資金 

県知事が指定する災害によ

り被害を受けた農業者の経

営維持、生活の安定及び農業

用施設等の再取得当に必要

な資金 

 

経営資金 

個人   200万円 

法人  1,000万円 

 

施設資金 

個人  1,800万円 

法人    2億円 

経営資金 

0～0.35% 

 

施設資金 

0.35～

0.75% 

経営資金 

７年以内 

 

施設資金 

7～17年以内 

経営資金 

1年以内 

 

施設資金 

2～7年

以内 

 

農業協同組合 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 年利率の変更に伴う修正。 

第１ 農林漁業関係の融資《経済観光局農政課・農林整備課・水産課》 

（略） 

１ 農業関係 
  平成 28年 11月 24日現在                                                      

資金名 融資の対象 融資限度額 年利率 償還期間 据置期間 
主な取扱 

金融機関 

農
林
漁
業
施
設
資
金 

主務大臣 

指定施設 

主務大臣の指定する農業の

生産力の維持、増進に必要な

施設の復旧 

最高 いずれか低い

額 

①融資対象事業費×

80％ 

②１施設当り 300 万

円（特認 600万円） 

 

最低 1件 10万円 

0.08% 

15年以内 3年以内 日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

果樹の改植・補植 25年以内 
10年以

内 

共同利用 

施   設 

農産物の生産、流通、加工、

販売に必要な施設及びその

他の共同利用施設の復旧 

＜最高限度＞ 

（融資対象事業費－

国庫補助金）×80％ 

0.08% 20年以内 3年以内 

日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

農 業 基 盤 

整 備 資 金 

農地・牧野又はその保全利用

上必要な施設の復旧 

最高 貸付を受ける

者が当該年度に

負担する額 

最低 1件 10万円 

0.08～

0.23% 
25年以内 

10年以

内 

日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

農 林 漁 業 

セ ー フ テ ィ 

ネ ッ ト 資 金 

災害等により被害を受けた

経営の再建 

600万円 

（特認 年間経営費

等の 12分の 3以内） 

0.08% 10年以内 3年以内 

日本政策金融公庫 

農林中央金庫 

広島県信用農業協

同組合連合会など 

天 

災 

資 

金 

経営資金 

種苗、肥料、飼料、薬剤、農

機具（政令で定めるものに限

る）、家畜、家きん等の購入

資金その他農業経営に必要

な資金 

個人 200～500万円 

（激甚災害の場合

250～600万円） 

法人 

2,000～2,500万円 
6.5%以内

で法律の

発動の都

度 定 め

る。 

６年以内 

(激甚災害の

場合７年以

内)  

－ 農業協同組合 

事業資金 
天災により被害を受けた在

庫品の補てんに必要な資金 

単協    2,500万円 

（激甚災害の場合

5,000万円） 

連合会  5,000万円 

（激甚災害の場合

7,500万円） 

３年以内 － 

広島県信用農業協

同組合連合会 

農林中央金庫 

 

農業災害特別対

策資金 

県知事が指定する災害によ

り被害を受けた農業者の経

営維持、生活の安定及び農業

用施設等の再取得当に必要

な資金 

 

経営資金 

個人   200万円 

法人  1,000万円 

 

施設資金 

個人  1,800万円 

法人    2億円 

災害の状 

況により 

決定する 

経営資金 

７年以内 

 

施設資金 

7～17年以内 

経営資金 

1年以内 

 

施設資金 

2～7年

以内 

 

農業協同組合 

 

 

 

-55-



 

修  正  前 

２ 林業関係 

                                                    平成 27年 12月 18日現在 

資金名 融資の対象 融資限度額 年利率 償還期間 据置期間 
主な取扱 
金融機関 

農
林
漁
業
施
設
資
金 

主務大臣 

指定施設 

素材、樹苗、特用林産物の
生産、造林並びに林産物の
処理加工、流通又は販売に

必要な機械・施設、森林
ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ施設、林業生
産環境施設等の復旧 

融資を受ける者の
負担する額の 80％
に相当する額又は 

１施設当たり 
300万円 

（特認 600万円） 

0.25～ 

0.85% 
15年以内 ３年以内 

日本政策 
金融公庫 

農林中央 
金庫 

共同利用 
施  設 

森林組合、同連合会等が行
う林産物の生産、流通、加

工、販売に必要な共同利用
施設及びその他の共同利用
施設の復旧 

融資を受ける組合

等の負担する額の
80％に相当する額 

0.25～ 

1.05% 
 

20年以内 ３年以内 

日本政策 
金融公庫 
農林中央 

金庫 

林
業
基
盤
整
備
資
金 

造 林 

台風、異常降雪等による被
害造林地の復旧のための造
林及び雪起し等の育林に要

する経費 

融資を受ける者の
負担する額の 80％
に相当する額    

    

0.25～ 
0.85% 

30年以内 
（林業経営改
善 計 画 に よ

る：40年以内、
森林施業計画
による：50 年

以内） 

20年以内 
（林業経営改
善 計 画 に よ

る：25年以内、
森林施業計画
による：35 年

以内） 
日本政策 

金融公庫 
農林中央 
金庫 樹苗養成施設の復旧 

融資を受ける者の
負担する額の 80％

に相当する額 

0.25～ 
0.85% 

15年以内 ５年以内 

林 道 
林道及びこれらの付帯施設
の復旧 

融資を受ける者の
負担する額の 80％

に相当する額 

0.25～ 
0.85% 

20年以内 

（林業経営改
善計画によ

る：25年以内） 

３年以内 

（林業経営改
善計画によ

る：7年以内） 

農林漁業セーフ
ティネット資金 
（災害等資金） 

災害等により被害を受けた

経営の再建 

一般    600万円 

特認  年間経営費 
 又は粗収益のい
ずれか低い額の 12

分の 3以内 

0.25～ 

0.45% 
10年以内 3年以内 

日本政策 
金融公庫 
 

連合会等 
の受託金 
融機関 

天  

災 
 

資  

金 

経営資金 

薪炭原木、しいたけほだ木
等の購入資金、炭がまの構
築資金その他林業経営に必

要な資金（市長の被害認定
が必要） 

融資を受ける者の
負担する額の 45％

に相当する額（激甚
災害の場合 60％） 
個人     200万円 

（激甚災害の場合 
     250万円） 

法人   2,000万円 

のどちらか低い額 

6.5% 以

内 で 法
律 の 発
動 の 都

度 定 め
る 

６年以内 

(激甚災害 
の場合 
７年以内) 

－ 森林組合 

事業資金 

森林組合、同連合会が所有
し、又は管理する肥料、農
薬、生産物等の在庫品で被

害を受けたものの補てんに
充てるために必要な資金
（県知事の被害認定が必

要） 

単協   2,500万円 
（激甚災害の場合 

5,000万円） 

 
連合会 5,000万円 
（激甚災害の場合 

7,500万円） 

３年以内 － 
県森林組 
合連合会 

 

 

 

修  正  後 

２ 林業関係 

                                                    平成 28年 11月 24日現在 

資金名 融資の対象 融資限度額 年利率 償還期間 据置期間 
主な取扱 
金融機関 

農
林
漁
業
施
設
資
金 

主務大臣 

指定施設 

素材、樹苗、特用林産物の
生産、造林並びに林産物の
処理加工、流通又は販売に

必要な機械・施設、森林
ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ施設、林業生
産環境施設等の復旧 

融資を受ける者の
負担する額の 80％
に相当する額又は 

１施設当たり 
300万円 

（特認 600万円） 

0.08～ 

0.23% 
15年以内 ３年以内 

日本政策 
金融公庫 

農林中央 
金庫 

共同利用 
施  設 

森林組合、同連合会等が行
う林産物の生産、流通、加

工、販売に必要な共同利用
施設及びその他の共同利用
施設の復旧 

融資を受ける組合

等の負担する額の
80％に相当する額 

0.08% 
 

20年以内 ３年以内 

日本政策 
金融公庫 
農林中央 

金庫 

林
業
基
盤
整
備
資
金 

造 林 

台風、異常降雪等による被
害造林地の復旧のための造
林及び雪起し等の育林に要

する経費 

融資を受ける者の
負担する額の 80％
に相当する額    

    

0.08～ 
0.23% 

30年以内 
（林業経営改
善 計 画 に よ

る：40年以内、
森林施業計画
による：50 年

以内） 

20年以内 
（林業経営改
善 計 画 に よ

る：25年以内、
森林施業計画
による：35 年

以内） 
日本政策 

金融公庫 
農林中央 
金庫 樹苗養成施設の復旧 

融資を受ける者の
負担する額の 80％

に相当する額 

0.08～ 
0.23% 

15年以内 ５年以内 

林 道 
林道及びこれらの付帯施設
の復旧 

融資を受ける者の
負担する額の 80％

に相当する額 

0.08～ 
0.23% 

20年以内 

（林業経営改
善計画によ

る：25年以内） 

３年以内 

（林業経営改
善計画によ

る：7年以内） 

農林漁業セーフ
ティネット資金 
（災害等資金） 

災害等により被害を受けた

経営の再建 

一般    600万円 

特認  年間経営費
等又は粗収益のい
ずれか低い額の 12

分の 3以内 

0.08% 

 
10年以内 3年以内 

日本政策 
金融公庫 
 

連合会等 
の受託金 
融機関 

天  

災 
 

資  

金 
経営資金 

薪炭原木、しいたけほだ木
等の購入資金、炭がまの構
築資金その他林業経営に必

要な資金（市長の被害認定
が必要） 

融資を受ける者の
負担する額の 45％

に相当する額（激甚
災害の場合 60％） 
個人     200万円 

（激甚災害の場合 
     250万円） 

法人   2,000万円 

のどちらか低い額 

6.5% 以

内 で 法
律 の 発
動 の 都

度 定 め
る 

６年以内 

(激甚災害 
の場合 
７年以内) 

－ 森林組合 

事業資金 

森林組合、同連合会が所有
し、又は管理する肥料、農
薬、生産物等の在庫品で被

害を受けたものの補てんに
充てるために必要な資金
（県知事の被害認定が必

要） 

単協   2,500万円 
（激甚災害の場合 

5,000万円） 

 
連合会 5,000万円 
（激甚災害の場合 

7,500万円） 

３年以内 － 
県森林組 
合連合会 
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修  正  前 

３ 漁業関係 

平成 27年 12月 18日現在 

資金名 融資の対象 融資限度額 年利率 償還期間 据置期間 
主な取扱 

金融機関 

農
林
漁
業
施
設
資
金 

主務大臣 

指定施設 

漁船、漁具、内水面養

殖施設、海面養殖施

設、漁船漁業用施設の

復旧 

融資を受ける者の負

担する額の 80％に相

当する額 

１施設当り 300万円 

（特認  600万円） 

（漁船 1,000万円） 

0.25～ 

0.70％ 
15年以内 ３年以内 

日本政策金融公

庫 

農林中央金庫 

県信用漁業協同

組合連合会 

共同利用 

施 設 

漁業協同組合等が行

う水産物の生産、流

通、加工、販売に必要

な共同利用施設の復

旧 

融資を受ける組合等

の負担する額の 80％

に相当する額 

0.25～ 

0.70％ 
20年以内 ３年以内 

日本政策金融公

庫 

農林中央金庫 

県信用漁業協同

組合連合会 

漁 船 資 金 

漁船の復旧 

（原則 20 ﾄﾝ以上の漁

船） 

融資を受ける者の負

担する額の 80％に相

当する額 

１隻当り 

4億 5,000万円 

0.25～ 

0.55％ 
12年以内 ２年以内 

日本政策金融公

庫 

農林中央金庫 

県信用漁業協同

組合連合会 

漁
業
基
盤
整
備
資
金 

漁港整備 漁港施設の復旧 

融資を受ける者の負

担する額の 80％に相

当する額 

0.25～ 

0.70％ 
20年以内 ３年以内 

日本政策金融 

公庫  

農林中央金庫 

県信用漁業協 

同組合連合会 

漁場整備 

漁場並びに水産種苗

生産施設又は漁場環

境保全のために必要

な施設の復旧 

天 

災 

資 

金 

経営資金 

漁具、稚魚、稚貝、餌

料及び漁業用燃油等

の購入資金、漁船の建

造又は取得に必要な

資金その他漁業経営

に必要な資金 

個人 200～5,000万円 

（激甚災害の場合 

250～5,000万円） 

法人 

2,000～5,000万円 

6.5% 以

内 で 法

律 の 発

動 の 都

度 定 め

る 

６年以内 

( 激 甚 災

害適用の

場合は７

年以内) 

－ 
県信用漁業協 

同組合連合会 

事業資金 

漁業協同組合が、天災

により被害を受けた

ために必要となった

事業運営資金 

単協     2,500万円 

（激甚災害の場合 

5,000万円） 

 

連合会  5,000万円 

（激甚災害の場合 

7,500万円） 

３年以内 － 

農林中央金庫県

信用漁業協 

同組合連合会 

農林漁業セー

フティネット

資金（災害等資

金） 

災害等により被害を

受けた経営の再建 

600万円 

（特認 年間経営費

等の１２分の３以

内） 

0.25～ 

0.35％ 
10年以内 3年以内 

日本政策金融 

公庫 

県信用漁業協 

同組合連合会 
 

 

修  正  後 

３ 漁業関係 

平成 28年 11月 24日現在 

資金名 融資の対象 融資限度額 年利率 償還期間 据置期間 
主な取扱 

金融機関 

農
林
漁
業
施
設
資
金 

主務大臣 

指定施設 

漁船、漁具、内水面養

殖施設、海面養殖施

設、漁船漁業用施設の

復旧 

融資を受ける者の負

担する額の 80％に相

当する額 

１施設当り 300万円 

（特認  600万円） 

（漁船 1,000万円） 

0.08％ 15年以内 ３年以内 

日本政策金融公

庫 

農林中央金庫 

県信用漁業協同

組合連合会 

共同利用 

施 設 

漁業協同組合等が行

う水産物の生産、流

通、加工、販売に必要

な共同利用施設の復

旧 

融資を受ける組合等

の負担する額の 80％

に相当する額 

0.08％ 20年以内 ３年以内 

日本政策金融公

庫 

農林中央金庫 

県信用漁業協同

組合連合会 

漁 船 資 金 

漁船の復旧 

（原則 20 ﾄﾝ以上の漁

船） 

融資を受ける者の負

担する額の 80％に相

当する額 

１隻当り 

4億 5,000万円 

 

0.08％ 
12年以内 ２年以内 

日本政策金融公

庫 

農林中央金庫 

県信用漁業協同

組合連合会 

漁
業
基
盤
整
備
資
金 

漁港整備 漁港施設の復旧 

融資を受ける者の負

担する額の 80％に相

当する額 

0.08％ 20年以内 ３年以内 

日本政策金融 

公庫  

農林中央金庫 

県信用漁業協 

同組合連合会 

漁場整備 

漁場並びに水産種苗

生産施設又は漁場環

境保全のために必要

な施設の復旧 

天 

災 

資 

金 

経営資金 

漁具、稚魚、稚貝、餌

料及び漁業用燃油等

の購入資金、漁船の建

造又は取得に必要な

資金その他漁業経営

に必要な資金 

個人 200～5,000万円 

（激甚災害の場合 

250～5,000万円） 

法人 

2,000～5,000万円 

6.5% 以

内 で 法

律 の 発

動 の 都

度 定 め

る 

６年以内 

( 激 甚 災

害適用の

場合は７

年以内) 

－ 
県信用漁業協 

同組合連合会 

事業資金 

漁業協同組合が、天災

により被害を受けた

ために必要となった

事業運営資金 

単協     2,500万円 

（激甚災害の場合 

5,000万円） 

 

連合会  5,000万円 

（激甚災害の場合 

7,500万円） 

３年以内 － 

農林中央金庫県

信用漁業協 

同組合連合会 

農林漁業セー

フティネット

資金（災害等資

金） 

災害等により被害を

受けた経営の再建 

600万円 

（特認 年間経営費

等の１２分の３以

内） 

0.08％ 10年以内 3年以内 

日本政策金融 

公庫 

県信用漁業協 

同組合連合会 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第４章 災害復旧・復興計画総則 

  第４節 企業等援護計画 

   

頁 

 

２６２、２６３ 

第２ 中小企業関係の融資《経済観光局ものづくり支援課》 

１ 株式会社商工組合中央金庫                     

平成28年１月１日現在 

   （略） 

 

２ 株式会社日本政策金融公庫中小企業事業               

平成28年１月１日現在 

融資対象 使途 貸付限度額 貸付利率 貸付期間 申込場所 備考 

（略） （略） （略） （略）       

10年以内 

（据置期間 

２年以内） 

      

     

      

       

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業 

平成28年１月１日現在 

   （略） 

 

 ４ 広島県信用保証協会                        

平成28年１月１日現在 

   （略） 

 

 ５ 広島市  

平成28年１月１日現在 

   （略） 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 融資期間に変更があったため修正する。 

第２ 中小企業関係の融資《経済観光局ものづくり支援課》 

１ 株式会社商工組合中央金庫                     

平成29年１月１日現在 

   （現行に同じ。） 

 

２ 株式会社日本政策金融公庫中小企業事業               

平成29年１月１日現在 

融資対象 使途 貸付限度額 貸付利率 貸付期間 申込場所 備考 

（現行に同

じ。） 

（現行に同

じ。） 

（現行に同

じ。） 

（現行に同

じ。） 

○運転資金 

10年以内 

（据置期間 

２年以内） 

○設備資金 

15年以内 

（据置期間 

２年以内） 

（現行に

同じ。） 

（現行に同

じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業 

平成29年１月１日現在 

   （現行に同じ。） 

 

 ４ 広島県信用保証協会                        

平成29年１月１日現在 

   （現行に同じ。） 

 

 ５ 広島市  

平成29年１月１日現在 

   （現行に同じ。） 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第４章 災害復旧・復興計画 

  第５節 義援金及び救援物資の受入・配分計画  

頁 

 

２６５ 

第３ 救援物資の受入等 

１～５（略） 

 ６ 救援物資のうち、民間企業等からの義援物資の受入については、健康福祉局長が災害の程度、
被災地の状況により、その必要性を認めた場合に、健康福祉局 が物資の品目などを指定し、経
済観光局が受入を行う。ただし、特定の被災者へ搬送するなど条件を付して行われる義援物資は
受け入れない。 

７ 発災直後から、救援物資の受入等の状況について、経済観光局 が              

     報道機関等を通じて公表する。 

 

（略） 

 

第５ 他の市町村が被災した場合の措置 

 １（略） 

 ２⑴～⑶（略） 

 ⑷ 義援金等の受付及び保管については、本市が被災した場合の取扱いに準じる。       

                    

⑸ 受け付けた義援金等は、適宜、          被災地の受入機関に送金又は送付する。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 規定の整備。 

第３ 救援物資の受入等 

１～５（略） 

 ６ 救援物資のうち、民間企業等からの義援物資の受入については、健康福祉局長が災害の程度、
被災地の状況により、その必要性を認めた場合に、健康福祉局長が物資の品目などを指定し、経
済観光局が受入を行う。ただし、特定の被災者へ搬送するなど条件を付して行われる義援物資は
受け入れない。 

７ 発災直後から、救援物資の受入等の状況について、経済観光局長が健康福祉局長に報告すると
ともに、報道機関等を通じて公表する。 

 

（略） 

 

第５ 他の市町村が被災した場合の措置 

 １（略） 

 ２⑴～⑶（略） 

  ⑷ 義援金等の受付及び保管については、本市が被災した場合の取扱いに準じる。ただし、義援

金については、日本赤十字社に寄託する。 

⑸ 受け付けた義援金等は、適宜、日本赤十字社に送金又は被災地の受入機関に   送付する。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第４章 災害復旧・復興計画 

  第７節 り災証明書の交付 

頁 

 

２６７ 

第７節 り災証明書の交付《危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課》 

 

 国・県及び本市において、租税、保険料等の減免及び徴収猶予や住宅新築・補修に要する資金の貸

付等の各種公的融資などを実施する場合に、当該災害によって被災したという証明が必要となること

から、被災者から申請があったときは、遅滞なく、被害状況を調査し、被災者に対してり災証明書を

交付する。 

 なお、その取扱いについては、り災証明書取扱要領による。 

 

<り災証明書取扱要領> 

 （この要領の趣旨） 

第１条 この要領は、震災、風水害その他これらに類する災害によって被災したことの証明（広島市

火災調査規程（昭和 52年広島市消防局訓令第 10号）に定める証明を除く。            

            以下「り災証明」という。）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （り災証明の範囲） 

第２条 り災証明は、災害による死傷者、建築物及びその他の物件について、         そ

の事実が確認できる場合に限り行うものとする。              

（り災証明を行う者等） 

第３条 り災証明は、り災場所を管轄する区長が行うものとし、     受付窓口を各区の地域起

こし推進課に設置する。 

２ 区長は、被災状況    を調査のうえ、り災者 台帳（第１号様式）を調製し、保管しておく

ものとする。 

 （り災証明の申請） 

第４条 り災証明の申請は、り災した本人から                          

                  り災証明書交付願  （第２号様式）を提出させて行うも

のとする。ただし、死亡等によりやむを得ず本人に申請させることができない場合は、この限りで

ない。 

２ 前項のり災証明書交付願は、申請者からこれに代わる書類の提出があった場合は、この様式によ

らないことができる。 

 （り災証明書の交付） 

第５条 区長は、前条の申請があった場合において、り災者 台帳（第１号様式）と照合する等 に

より、被災の事実を確認したときは、り災証明書（第３号様式）を当該申請者に交付するものとす

る。 

２ 区長は、り災証明書を交付したときは、り災証明書交付簿（第４号様式）にその旨を記録してお

くものとする。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 罹災証明書の証明範囲を建物に限定すること等による修正。 

第７節 罹災証明書の交付《危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課》 

 

 国・県及び本市において、租税、保険料等の減免及び徴収猶予や住宅新築・補修に要する資金の貸

付等の各種公的融資などを実施する場合に、当該災害によって被災したという証明が必要となること

から、被災者から申請があったときは、遅滞なく、         被災者に対して罹災証明書を

交付する。 

 なお、その取扱いについては、罹災証明書取扱要領による。 

 

<罹災証明書取扱要領> 

 （     趣旨） 

第１条 この要領は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９０条の２に基づき、本市で

発生した災害（災害対策基本法第２条第１号に規定する災害（火災に起因するものを除く。））によ

って罹災したことの証明（以下「罹災証明」という。）    に係る必要な事項を定める。    

   

 （罹災証明の範囲） 

第２条 罹災証明は、原則として住家及び非住家（以下「建物」という。）の被害の程度について、そ

の事実が確認できる場合に限り行うものとし、被害額については証明しない。 

（罹災証明を行う者等） 

第３条 罹災証明は、罹災場所を管轄する区長が行うものとし、原則として受付窓口を各区の地域起

こし推進課に設置する。 

２ 区長は、建物の被害の程度を調査の上 、罹災建物台帳（第１号様式）を調製し、保管する。   

       

 （罹災証明の申請） 

第４条 罹災した建物に居住する世帯の世帯主又は罹災した建物の所有者若しくは借家人等（以下「罹

災世帯主等」という。）は、区長に対し、罹災証明書交付申請書（第２号様式）を提出し、罹災証明

の申請を行うことができる。                                 

     

２ 前項の申請の期限は、原則として罹災した日の翌日から起算して３年以内とする。       

           

 （罹災証明書の交付） 

第５条 区長は、前条の申請があった場合は   、罹災建物台帳       と照合することに

より、              罹災証明書（第３号様式）を当該申請者に交付する。    
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修  正  前 

        （再調査等） 

第６条 罹災世帯主等は、区長に対し、建物被害認定再調査等依頼（申請）書（第４号様式）を提出

し、罹災証明書により証明された被害の程度に係る再調査の依頼等を行うことができる。 

２ 前項の依頼等の期限は、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して６箇月以内とする。 

区長  は、第１項の依頼等があった場合において、再調査等を行う。              

４ 区長は、再調査等により被害の程度が変更となる場合は、罹災建物台帳を修正する。 

（代理人） 

第７条 第４条第１項の申請、第５条第１項及び第２項の罹災証明書の受領並びに第６条第１項の再

調査の依頼等 

２ 任意代理人が、前項の申請、受領又は再調査の依頼等を行うときは、委任状を区長に提出しなけ

ればならない。ただし、次に掲げる者が代理人になるときは、この限りではない 

 ⑴ 個人の場合にあっては、その同居親族 

 ⑵ 法人等の場合にあっては、当該法人等の 

 （委任） 

第６条 この要領の実施に関し必要な事項は、危機管理担当局長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成４年５月１１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成８年４月２５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年９月４日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月 日から施行する。 

 

修  正  後 

（再調査等） 

第６条 罹災世帯主等は、区長に対し、建物被害認定再調査等依頼（申請）書（第４号様式）を提出 

し、罹災証明書により証明された被害の程度に係る再調査の依頼等を行うことができる。 

２ 前項の依頼等の期限は、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して６箇月以内とする。 

３ 区長は、第１項の依頼等があった場合は、再調査等を行い、結果を依頼（申請）者に通知する。 

４ 区長は、再調査等により被害の程度が変更となる場合は、罹災建物台帳を修正する。 

（代理人） 

第７条 第４条第１項の申請及び第６条第１項の再調査の依頼等は、罹災世帯主等の代理人が行うこ

とができる。 

２ 任意代理人が、前項の申請又は再調査の依頼等を行うときは、委任状を区長に提出しなければな

らない。ただし、次に掲げる者が任意代理人になるときは、この限りではない。 

 ⑴ 個人の場合にあっては、その同居親族 

 ⑵ 法人等の場合にあっては、その従業員等 

 （委任） 

第８条 この要領の実施に関し必要な事項は、危機管理担当局長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成４年５月１１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成８年４月２５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年９月４日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月 日から施行する。 
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修  正  前 

 

修  正  後 
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修  正  前 

 

修  正  後 
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修  正  前 

 

修  正  後 
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修  正  前 

【第２号様式に裏面を追加】 

修  正  後 
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修  正  前 

 

修  正  後 
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修  正  前 

 

修  正  後 
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修  正  前 

【第４号様式に裏面を追加】 

修  正  後 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第５章  

  第３節 電信電話施設 

頁 

 

２９４ 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 連絡体制図内の修正。 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第５章 公益事業等防災計画 

  第４節 交通輸送施設 

    

頁 

 

３１０ 

第４ 日本通運株式会社 

１、２（略） 

３ 防災に関する組織 

（略） 

Ｂ 災害に際し、有効適切な防災業務を実施する必要があると認めたときは、執行役員広島支店 

長は防災団のほかに災害対策本部を設ける。災害対策本部は、災害の範囲が管内の統括支店管 

内に限られるときはその統括支店に、複数以上の統括支店にわたるときは広島支店におく。 

 

(2) 災害対策本部長は、災害の範囲が一統括支店管内に限られるときはその統括支店長が、複 

数以上の統括支店にわたるときは執行役員広島支店長が、その任にあたる。災害対策本部の 

構成は、別表３のとおりである。 

  （略） 

別表１ 

中国ブロック管内の店所の現状 

中国ブロック  総括支店         一般支店        備考 

                     大竹支店       （大竹市西栄） 

                     広島海運支店     （広島市南区宇品海岸） 

広島支店                 中国重機建設支店   （広島市南区西蟹屋） 

（広島市                 福山支店       （福山市鋼管町 

 南区西蟹屋） 

         岡山支店        倉敷支店       （倉敷市水島海岸通） 

         （岡山市錦町）     徳山支店       （周南市清水） 

         下関支店        防府支店       （防府市駅南町） 

         （下関市東大和町）   宇部支店       （宇部市中央町） 

         松江支店        出雲支店       （出雲市長浜町） 

         （松江市平成町） 

         鳥取支店        米子支店       （米子市大谷町） 

         （鳥取市湖山町） 

別表４－１ 

※図省略訂正部分のみ表記 

関係（統括）支店 

 

関係（統括）支店 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 支店の名称が変更になったため。 

第４ 日本通運株式会社 

１、２（略） 

３ 防災に関する組織 

（略） 

Ｂ 災害に際し、有効適切な防災業務を実施する必要があると認めたときは、執行役員広島支店 

長は防災団のほかに災害対策本部を設ける。災害対策本部は、災害の範囲が管内の特定支店管 

内に限られるときはその特定支店に、複数以上の特定支店にわたるときは広島支店におく。 

 

(2) 災害対策本部長は、災害の範囲が一特定支店管内に限られるときはその特定支店長が、複 

数以上の特定支店にわたるときは執行役員広島支店長が、その任にあたる。災害対策本部の 

構成は、別表３のとおりである。 

  （略） 

別表１ 

中国ブロック管内の店所の現状 

中国ブロック  特定支店         一般支店        備考 

                     大竹支店       （大竹市西栄） 

                     広島海運支店     （広島市南区宇品海岸） 

広島支店                 中国重機建設支店   （広島市西区草津港） 

（広島市                 福山支店       （福山市鋼管町 

 南区西蟹屋） 

         岡山支店        倉敷支店       （倉敷市水島海岸通） 

         （岡山市錦町）     徳山支店       （周南市清水） 

         下関支店        防府支店       （防府市駅南町） 

         （下関市東大和町）   宇部支店       （宇部市中央町） 

         松江支店        出雲支店       （出雲市長浜町） 

         （松江市平成町） 

         鳥取支店        米子支店       （米子市大谷町） 

         （鳥取市湖山町） 

別表４－１ 

※図省略訂正部分のみ表記 

関係（特定）支店 

 

関係（特定）支店 
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修  正  前 

基本・風水害対策編 

 第５章 公益事業等防災計画 

  第４節 交通輸送施設 

    

頁 

 

３１３、３１４ 

第５ 広島電鉄株式会社 

（略） 

１ 施設の概況 

（略） 

イ 車庫の名称、所在地及び保有台数 

（平成 28年 1月 1日現在） 

車 庫 名 所   在   地 車両・編成数 

千 田 車 庫 広島市中区東千田町二丁目 9-29 36両＋16編成 

江 波 車 庫 広島市中区江波西一丁目 24-59 36両＋２編成 

荒 手 車 庫 広島市西区草津南三丁目 6-3 42編成 

 

（2） バス事業本部 

○営業所の名称、所在地及び保有台数一覧表 

（平成 28年 1月 1日現在） 

名   称 所   在   地 車両台数 電 話 

曙 営 業 課 広島市東区曙一丁目 7-1 47（1） 262-1982 

仁 保 営 業 課 広島市南区仁保沖町 1-92 52（1） 242-3575 

江 波 営 業 課 広島市中区江波西一丁目 24-59 60（1） 232-6455 

広 島 南 営 業 課 広島市中区西白島町 24-9 50（1） 221-4385 

広 島 西 営 業 課      〃 39（1） 207-1112 

西 風 新 都 営 業 課 広島市佐伯区石内北五丁目 2-13 58（1） 941-5565 

広 島 北 営 業 課 広島市西区小河内町二丁目 18-1 55（1） 231-5171 

安 佐 出 張 所 広島市安佐北区安佐町飯室 1576 16（0） 835-1860 

（  ）内は、貸切で内数である。 

 

２ 災害予防計画 

（略） 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 車両数の変更。 

○ 防災業務計画の組織の内容を反映させるもの。 

第５ 広島電鉄株式会社 

（略） 

１ 施設の概況 

（略） 

イ 車庫の名称、所在地及び保有台数 

（平成 28年 9月 30日現在） 

車 庫 名 所   在   地 車両・編成数 

千 田 車 庫 広島市中区東千田町二丁目 9-29 37両＋16編成 

江 波 車 庫 広島市中区江波西一丁目 24-59 35両＋2編成 

荒 手 車 庫 広島市西区草津南三丁目 6-3 2両＋41編成 

 

（2） バス事業本部 

○営業所の名称、所在地及び保有台数一覧表 

（平成 28年 9月 30日現在） 

名   称 所   在   地 車両台数 電 話 

曙 営 業 課 広島市東区曙一丁目 7-1 47（1） 262-1982 

仁 保 営 業 課 広島市南区仁保沖町 1-92 52（1） 242-3575 

江 波 営 業 課 広島市中区江波西一丁目 24-59 60（1） 232-6455 

広 島 南 営 業 課 広島市中区西白島町 24-9 47（1） 221-4385 

広 島 西 営 業 課      〃 36（1） 207-1112 

西 風 新 都 営 業 課 広島市佐伯区石内北五丁目 2-13 54（1） 941-5565 

広 島 北 営 業 課 広島市西区小河内町二丁目 18-1 56（1） 231-5171 

安 佐 出 張 所 広島市安佐北区安佐町飯室 1576 15（0） 835-1860 

                               （  ）内は、貸切で内数である。 

 

２ 災害予防計画 

（略） 
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修  正  前 

３ 応急対策 

（1）防災組織 

（略） 

○災害対策本部の構成 

   本部長補佐
　経営管理本部担当取締役
　経営管理本部長

電車企画部長
ﾏﾈｼﾞｬｰ

本部長補佐
  電車事業本部担当取締役
　電車事業本部長

災害対策本部長
　社長

本部長補佐
  バス事業本部担当取締役
　バス事業本部長

本部長補佐
  不動産事業本部担当取締役
　不動産事業本部長

地域輸送営業部長

呉輸送営業部長

不動産営業部長

不動産企画部長

電車技術部長

焼山営業課長

賃貸営業課長

開発課長

不動産総務課長

不動産管理課長

分譲営業課長

呉中央営業課長

広営業課長

西風新都営業課長

広島北営業課長

江波営業課長

広島南営業課長

広島西営業課長

曙営業課長

仁保営業課長

バス企画部長
精算課長

車両管理課長

車両課長

業務課長

バス安全指導課長

都市圏輸送営業部長

総務課長

工務課長

電気課長

千田営業課長
電車営業部長

西広島営業課長

電車企画課長

電車安全指導課長

総務部長

 

修  正  後 

３ 応急対策 

（1）防災組織 

（略） 

○災害対策本部の構成 

 

 

本部長補佐
　経営管理本部担当取締役
　経営管理本部長

本部長補佐
  電車事業本部担当取締役
　電車事業本部長

災害対策本部長
　社長

本部長補佐
  バス事業本部担当取締役
　バス事業本部長

本部長補佐
  不動産事業本部担当取締役
　不動産事業本部長

総務部長 総務課長

電車企画課長

電車安全指導課長

千田営業課長
電車営業部長

西広島営業課長

工務課長

電車技術部長 電気課長

車両課長

業務課長

バス安全指導課長
バス企画部長

精算課長

車両管理課長

曙営業課長

都市圏輸送営業部長 仁保営業課長

江波営業課長

広島南営業課長

地域輸送営業部長
西風新都営業課長

広島北営業課長

呉中央営業課長

呉輸送営業部長 広営業課長

開発課長

電車企画部長

焼山営業課長

不動産総務課長
不動産企画部長

不動産管理課長

分譲営業課長

不動産営業部長 賃貸営業課長

広島西営業課長
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修  正  前 

震災対策編 

 第２章 震災予防計画 

  第１節 方針 

頁 

 

３７ 

第２ 市民と行政が一体となった取組 

  （略） 

２ 市民と行政の役割分担 

   震災予防における市民と行政の役割分担について、災害が起きる前から起きた後までの時系列

的な局面ごとに整理した場合、次のとおりとなる。【風水害時等を含む。】 

⑴ 地震による被害を出さないために   

区  分 市  民 広 島 市 

個別建築物 

等 の 整 備 

○所有・管理する建築物の耐震診断・耐震 

改修・防火構造化、地下空間への浸水防 

止  

○家具・備品等の転倒防止・落下防止 

○屋外広告物・窓ガラス・瓦等の落下防止 

○ブロック塀・門柱等の転倒防止 

○土砂災害特別警戒区域における建築物 

 の安全確保又は移転 

○市有建築物・構造物の耐震診断・耐震改 

修・防火構造化、地下空間への浸水防止 

○住宅   耐震診断          

   補助制度の実施 

○民間建築物の耐震化に対する助言・指導 

○市有建築物の備品の転倒防止・落下防止 

○窓ガラス・瓦等の落下防止 

○ブロック塀・門柱等の転倒防止 

○土砂災害特別警戒区域における建築物の 

 構造規制等 

市街地等の 

整 備 

○防災まちづくり事業への取組 

 
○土地区画整理事業・市街地再開発事業等 

 の推進 

○道路・公園等の整備 

○防火地域・準防火地域の適正な指定 

○公共下水道（雨水排水）等の整備 

○河川改修事業・砂防事業等の促進 

○開発許可制度による規制・誘導 

 （略） 

 

  

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 平成２８年度から民間大規模建築物の耐震改修等補助事業及び避難路等沿道建築物の耐震診断補 

助事業を創設するとともに、住宅耐震改修補助事業を再開したため。 

第２ 市民と行政が一体となった取組 

  （略） 

２ 市民と行政の役割分担 

   震災予防における市民と行政の役割分担について、災害が起きる前から起きた後までの時系列

的な局面ごとに整理した場合、次のとおりとなる。【風水害時等を含む。】 

⑴ 地震による被害を出さないために   

区  分 市  民 広 島 市 

個別建築物 

等 の 整 備 

○所有・管理する建築物の耐震診断・耐震 

改修・防火構造化、地下空間への浸水防 

止  

○家具・備品等の転倒防止・落下防止 

○屋外広告物・窓ガラス・瓦等の落下防止 

○ブロック塀・門柱等の転倒防止 

○土砂災害特別警戒区域における建築物 

 の安全確保又は移転 

○市有建築物・構造物の耐震診断・耐震改 

修・防火構造化、地下空間への浸水防止 

○民間建築物耐震診断・耐震改修設計・耐 

震改修補助制度の実施 

○民間建築物の耐震化に対する助言・指導 

○市有建築物の備品の転倒防止・落下防止 

○窓ガラス・瓦等の落下防止 

○ブロック塀・門柱等の転倒防止 

○土砂災害特別警戒区域における建築物の 

 構造規制等 

市街地等の 

整 備 

○防災まちづくり事業への取組 

 
○土地区画整理事業・市街地再開発事業等 

 の推進 

○道路・公園等の整備 

○防火地域・準防火地域の適正な指定 

○公共下水道（雨水排水）等の整備 

○河川改修事業・砂防事業等の促進 

○開発許可制度による規制・誘導 

 （略） 
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修  正  前 

震災対策編 

 第２章 震災予防計画 

  第４節 道路・公園緑地・河川等の公共施設の整備 

頁 

 

４２ 

第３ 海岸保全施設《国土交通省広島港湾・空港整備事務所、県港湾漁港整備課》 

海岸保全施設整備については、これまでの県施行事業に加え、平成１７年度からは国直轄 

事業（国土交通省）の導入により、未整備区間や老朽化し天端高不足の護岸について所要の 

天端高を確保するよう緊急度を考慮しながら整備を促進する。 

また、地震による液状化への対応や、堤防決壊による二次災害を防止するため、ゼロメー 

トル地帯等を中心とした海岸の堤防について、堤防強化による耐震性向上対策を実施する。 

さらに、海水を緊急時の消火用水として活用するため、階段護岸の整備を図る。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 海水を緊急時の消火用水として活用するために，階段護岸を整備する計画が無いため削除。 

第３ 海岸保全施設《国土交通省広島港湾・空港整備事務所、県港湾漁港整備課》 

海岸保全施設整備については、これまでの県施行事業に加え、平成１７年度からは国直轄 

事業（国土交通省）の導入により、未整備区間や老朽化し天端高不足の護岸について所要の 

天端高を確保するよう緊急度を考慮しながら整備を促進する。 

また、地震による液状化への対応や、堤防決壊による二次災害を防止するため、ゼロメー 

トル地帯等を中心とした海岸の堤防について、堤防強化による耐震性向上対策を実施する。 

 さ（削除） を緊急時の消火用水として活用するため、階段護岸の整備を図る。 
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修  正  前 

震災対策編 

 第２章 震災予防計画 

  第７節 建築物の耐震性の向上 

頁 

 

４８ 

第１ 建築物等の耐震性の向上 

 １ 防災拠点の耐震性の向上《市有建築物管理担当課》 

   災害に強いまちづくりプランの中で規定している「市有建築物の耐震性向上対策ガイドライン」

に基づき、市庁舎、消防署、区役所などの災害応急対策の指揮・情報伝達等のための施設及び病

院などの医療・救護等施設、並びに危険物を貯蔵又は使用する施設については、災害発生後も十

分な機能確保が図られるよう積極的に耐震性の向上を推進する。 

   また、                                        

                                            

                                 学校や    区スポ

ーツセンターなど避難所として位置付けられている           施設については、人

命の安全確保に加えて避難機能の確保が図られるよう積極的に耐震性の向上を推進する。 

２ 防災拠点以外の市有建築物の耐震性の向上《市有建築物管理担当課》 

   多数の者が利用する施設を中心に、人命の安全確保に加えて本来の機能確保が図られるよう耐

震性の向上を図る。 

   また、市街地の防災性の向上を図るため、老朽市営住宅の建替えを推進するとともに、昭和 56

年（1981 年）の新耐震基準施行前に建築された市営住宅のうち、柱梁構造の住宅について、耐震

診断未了のものは耐震診断を行い、耐震診断の結果、補強が必要な住宅については耐震化を進め

る。 

                         

                                              

                                              

                        

３ （略） 

４ 民間建築物の耐震診断・耐震改修の促進《都市整備局建築指導課・住宅政策課、各区建築課》 

   多数の者が利用する建築物のうち、新耐震基準以前のもので３階以上かつ床面積が 1,000㎡以 

上など、一定規模以上の建築物等については、パンフレット等による耐震診断・耐震改修に関す 

る意識啓発や指導・助言等を行うとともに、耐震診断経費に対する助成など必要な支援を行う。 

 

   それ以外の一般建築物については、相談窓口を設置するなど市民の相談に応じるとともに、建 

築関係団体を通じてパンフレット等を配布し、意識啓発を行う。 

  民間住宅の耐震化を促進するため、建物所有者等が実施する耐震診断経費、耐震  設計経費 

等に対する助成を行う。 

５ （略） 

        

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 平成２８年４月に起きた熊本地震を教訓として、市有建築物の耐震化及び非構造部材の耐震対策

に係る方針を整理したこと及び平成２８年度から民間大規模建築物の耐震改修等補助事業及び避難

路等沿道建築物の耐震診断補助事業を創設するとともに、住宅耐震改修補助事業を再開したため。 

第１ 建築物等の耐震性の向上 

 １ 防災拠点の耐震性の向上《市有建築物管理担当課》 

                                               

    市庁舎、消防署、区役所などの災害応急対策の指揮・情報伝達等のための施設及び病院

などの医療・救護等施設、並びに危険物を貯蔵又は使用する施設については、災害発生後も十分

な機能確保が図られるよう積極的に耐震性の向上を推進する。 

また、平成 28年４月に熊本で起きた活断層型地震による甚大な被害状況を見ると、本市にも五

日市断層や己斐断層などの活断層があることや、南海トラフ大地震の発生も懸念されていること

から、市有建築物の耐震化について、一層の取組強化を図る必要があり、学校や公民館、区スポ

ーツセンターなど避難所となる施設や、社会福祉施設などの防災拠点となる施設については、平

成 32年度までの耐震化完了を目指す。 

２ 防災拠点以外の市有建築物の耐震性の向上《市有建築物管理担当課》 

   防災拠点以外の市有建築物についても、平成 35年度までの耐震化完了を目指す。 

   なお、市営住宅については、「広島市市営住宅マネジメント計画（推進プラン編）」に基づき耐

震化に取り組むものとする。 

 

 

 

３ 非構造部材の耐震対策《市有建築物管理担当課》 

   熊本地震では、天井や照明器具の落下、窓ガラスの破損など非構造部材の損傷が原因で避難所

が使用できなかった事例もあったことから、指定避難所となる学校の屋内運動場や区スポーツセ

ンター等の非構造部材の耐震対策を推進する。 

４ （略） 

５ 民間建築物の耐震診断・耐震改修の促進《都市整備局建築指導課・住宅政策課、各区建築課》 

   新耐震基準以前のもので、不特定多数の者が利用する大規模建築物については、耐震改修設計 

等経費及び耐震改修等経費、避難路等沿道の建築物及び多数の者が利用する建築物については、 

耐震診断経費に対する助成など必要な支援を行うとともに、パンフレット等による耐震診断・耐 

震改修等に関する意識啓発や指導・助言等を行う。 

   それ以外の一般建築物については、相談窓口を設置するなど市民の相談に応じるとともに、建 

築関係団体を通じてパンフレット等を配布し、意識啓発を行う。 

  民間住宅の耐震化を促進するため、建物所有者等が実施する耐震診断経費、耐震改修設計経費 

及び耐震改修経費に対する助成を行う。 

６ （略） 
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修  正  前 

震災対策編 

 第２章 震災予防計画 

  第９節 災害応急体制の整備 

    

頁 

 

５９ 

 

第８ 緊急輸送体制の整備 

 （略） 

   広島市緊急輸送道路網図（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 緊急輸送道路の図面について修正を行うもの。 

第８ 緊急輸送体制の整備 

 （略） 

   広島市緊急輸送道路網図（別添のとおり） 
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広島市役所

中区役所

広島県庁

西区役所

南区役所

佐伯区役所

東区役所

安芸区役所

安佐南区役所

安佐北区役所

五日市IC

西風新都IC

広島北IC

広島東IC

広島IC

防災拠点凡例

地域生活圏中心都市の役場

役場庁舎（地方生活圏中心都市を除く）

地方公共団体

指定行政機関/指定地方行政機関

指定公共機関/指定地方公共機関

自衛隊

空港

鉄道駅前広場/港湾/漁港/
/物流拠点（流通団地・トラックターミナル）

ヘリポート

救援拠点施設

広域防災拠点（備蓄拠点）

IC/SA/PA/スマートIC

道の駅

災害拠点病院

災害協力病院

広域避難地

緊急輸送道路凡例

緊急輸送道路の分類 記号 備考

第一次緊急輸送道路
高規格幹線道路

第二次緊急輸送道路

第三次緊急輸送道路

事業中の路線

フェリー航路

その他

整備後に緊急輸送道路
に指定候補となる道路

広島市緊急輸送道路網図
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修  正  前 

震災対策編 

 第２章 震災予防計画 

  第１３節 避難体制の整備 

    

頁 

 

６５ 

第５ 避難路の整備〔「地震に強い都市構造の形成に関する計画」関連事業〕 

 １（略） 

 ２ 避難路の整備《都市整備局都市計画課、道路交通局道路課・街路課》 

  ⑴ （略） 

⑵ 広域避難路 

    広域避難路については、延焼拡大時に広域避難場所へ安全に避難できるよう、都市計

画道路の整備及び既存道路拡幅等の道路改良事業により、次の路線を整備する。また、

防火地域・準防火地域の指定により、沿道の建築物の耐震不燃化を促進する。 

 
      
         
       
        
        
           
        
               

 

[参考]整備済み路線 

 

  

                

        

●（都）宇品観音線 ● (県道)中山尾長線 ●（都）松川宇品線 

●（都）霞庚午線 ●（都）比治山東雲線 ●（都）東雲大州線 

●（都）駅前大州線 ●（都）矢賀大州線 ●（都）青崎草津線 

●（都）青崎池尻線 ●（都）青崎中店線 ● 南３区 129号線 

●（都）観音井口線 ●（都）吉島観音線 ●（都）横川八木線 

●（都）長束八木線 ●（都）西原山本線 ●（都）東野北下安線 

●（都）可部大毛寺線 ●（都）高陽可部線 ●（都）矢野坂線 

●（都）吉見倉重線 ●（都）畑口寺田線 ●（都）寿老地中地線 

             

●（都）駅前観音線 ●（都）天満矢賀線 ●（都）比治山庚午線 

●国道２号 ●（都）翠町東雲線 ●（都）常盤橋若草線 

●（都）常盤橋大芝線 ●（都）御幸橋三篠線 ●（都）三篠橋大芝線 

●（都）基町佐東線 ●（都）駅前吉島線 ●（都）比治山蟹屋線 

●南４区 659号線 ●（都）中島吉島線 ●中３区 74号線 

●西２区 28号線 ●西２区 9号線 ●（都）紙屋町御幸橋線 

●（都）中央線 ●（都）未新開佐方線 ●（都）旭町広島港線 

●（都）鷹野橋宇品線 ●（都）横川江波線 ●（都）宇品海岸線 

●（都）中広宇品線 ●（都）中広線 ●（都）段原蟹屋線 

●安芸 4区 103号線             

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 掲載内容の時点修正（広域避難路位置図も修正。）。 

第５ 避難路の整備〔「地震に強い都市構造の形成に関する計画」関連事業〕 

 １（略） 

 ２ 避難路の整備《都市整備局都市計画課、道路交通局道路課・街路課》 

  ⑴ （略） 

⑵ 広域避難路 

    広域避難路については、延焼拡大時に広域避難場所へ安全に避難できるよう、都市計

画道路の整備及び既存道路拡幅等の道路改良事業により、次の路線を整備する。また、

防火地域・準防火地域の指定により、沿道の建築物の耐震不燃化を促進する。 

 
      
         
       
        
        
           
        
               

 

[参考]整備済み路線 
 

●（都）宇品観音線 ● (県道)中山尾長線 ●（都）松川宇品線 

●（都）霞庚午線 ●（都）比治山東雲線 ●（都）東雲大州線 

●（都）駅前大州線 ●（都）矢賀大州線 ●（都）青崎草津線 

●（都）青崎池尻線 ●（都）青崎中店線 ● 南３区 129号線 

●（都）観音井口線    （削除）       ●（都）横川八木線 

●（都）長束八木線 ●（都）西原山本線 ●（都）東野北下安線 

●（都）可部大毛寺線 ●（都）高陽可部線 ●（都）矢野坂線 

●（都）吉見倉重線 ●（都）畑口寺田線 ●（都）寿老地中地線 

●（都）川の内線   

●（都）駅前観音線 ●（都）天満矢賀線 ●（都）比治山庚午線 

●国道２号 ●（都）翠町東雲線 ●（都）常盤橋若草線 

●（都）常盤橋大芝線 ●（都）御幸橋三篠線 ●（都）三篠橋大芝線 

●（都）基町佐東線 ●（都）駅前吉島線 ●（都）比治山蟹屋線 

●南４区 659号線 ●（都）中島吉島線 ●中３区 74号線 

●西２区 28号線 ●西２区 9号線 ●（都）紙屋町御幸橋線 

●（都）中央線 ●（都）未新開佐方線 ●（都）旭町広島港線 

●（都）鷹野橋宇品線 ●（都）横川江波線 ●（都）宇品海岸線 

●（都）中広宇品線 ●（都）中広線 ●（都）段原蟹屋線 

●安芸 4区 103号線 ●（都）吉島観音線  
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広域避難路 位置図
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修  正  前 

震災対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

８９、９１ 

第３ 災害対策本部《危機管理室危機管理課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ 設置 

    市長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、災害対策基本法の規定により災害対策本部を設 

置する。なお、市長に事故があるときは、副市長、危機管理担当局長、危機管理室長、危機管 

理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 

    市長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を防災関係機関・部局、広島市防災 

会議の委員に通知するとともに、報道機関や防災行政無線等を通じて市民に公表する。 

    （中略） 

  ⑵ 体制及び設置基準 

    災害対策本部は、予想される災害の規模、被害の程度に応じて、次の基準により体制を区分 

して設置する。 

 

体制 設置基準 

第
一
次
体
制 

  気象庁が広島県に津波注意報を発表したとき（中区、南区及び安芸区）。 

第
三
次
体
制 

ア 市域で震度５弱の地震を観測したとき。 

イ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

第
四
次
体
制 

ア 市域で震度５強以上の地震を観測したとき。 

イ 気象庁が広島県に大津波警報又は津波警報を発表したとき。 

ウ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげ

て対応すべきであると市長が認めたとき。 

エ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。 

摘
要 

① 網掛けは、自動設置とする。 

② 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 

③ 第四次体制設置時には、原則として平常業務は停止する。 

④ 国外で発生した地震に伴う津波注意報の場合は、自動設置としない。また、体

制については、気象台からの聞取り情報等の内容に応じて判断する。 

  ⑶～⑸ （略） 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

〇 災害対策本部の４段階としている体制の区分を廃止する。 

○ 職員全員を動員する場合に平常業務を停止する旨を明記する。 

第３ 災害対策本部《危機管理室危機管理課》 

 １ 設置及び廃止 

  ⑴ 設置 

    市長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、災害対策基本法の規定により災害対策本部を設 

置する。なお、市長に事故があるときは、副市長、危機管理担当局長、危機管理室長、危機管 

理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 

    市長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を防災関係機関・部局、広島市防災 

会議の委員に周知するとともに、報道機関や防災行政無線等を通じて市民に公表する。 

    （中略） 

  ⑵     設置基準 

    （削除）                                      

           

 

(削除) （削除） 

設
置
基
準 

ア 市域で震度５弱以上の地震を観測したとき。 

イ 気象庁が広島県に津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表したとき（津波

注意報の場合は中区、南区及び安芸区に限る。）。 

（
削
除
） 

（削除）                   

（削除）                

（
削
除
） 

（削除）                   

（削除）                          

（削除）                                  

                      

（削除）                 

摘
要 

① （同左） 

② （同左） 

（削除）                         

③ （同左） 

 

  ⑶～⑸ （略） 
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修  正  前 

 ２ 任務 

   （略） 

 ３ 組織及び運営 

   （略） 

 ４ 平常業務の取扱い 

  ⑴ 平常業務は          、原則として必要最小限度の市民サービス業務を除き、災 

   害が鎮静するまで     停止する。ただし、災害の状況により各局等又は区本部の長が可 

   能と認める場合は、この限りではない。 

                           

                               

                                              

                     

  ⑵ 災害時においても継続すべき必要最小限度の市民サービス業務について、各局等又は区本部 

の長は、あらかじめその業務を定めておくものとする。 

 

修  正  後 

 ２ 任務 

   （略） 

 ３ 組織及び運営 

   （略） 

 ４ 平常業務の取扱い 

  ⑴ 職員全員を動員する以下の場合は、原則として必要最小限度の市民サービス業務を除き、災 

害が鎮静するまで平常業務を停止する。ただし、災害の状況により各局等又は区本部の長が可 

能と認める場合は、この限りではない。 

    ア 市域で震度５強以上の地震を観測したとき。 

    イ 広島県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。 

    ウ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応す 

べきであると市長が認めたとき。 

  ⑵ （同左） 
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修  正  前 

震災対策編 

 第３章 災害応急対策 

  第２節 災害応急組織の編成・運用 

頁 

 

１０９、１１０ 

 第５ 職員の動員《危機管理室危機管理課、各局等、各区》 

  １ 動員の実施 

   ⑴ 動員職員の指定 

     職員の動員は、次の基準により、各局・区等の長が行う。 

 

     ただし、災害の種類、規模及び程度によっては、この基準以外の部課の職員を指定して動

員し、又は動員する職員を加減することができる。 

     なお、動員に当たっては、交代制の勤務体制を組むなど、職員の健康に配慮した体制の整

備に努めるものとする。 

 

動    員    基    準 

 

動員の時期 

部          課  ※  

動員場所 
動 員 の 

連 絡 者 

 

防災上主要な 

部    課 

(●印の部課) 

防災に特に 

関係のある 

部   課 

(▲印の部課) 

防災に関係の 

ある部課 

(■印の部課) 

その他の部課 

(無印の部課) 

 

災害警戒本部

体 制 が 設 置 

さ れ た 時 

必要な職員 必要な職員   

原則として勤

務場所 

 

（例外） 

① 災害現地 

② あらかじ 

 め指定され 

 た場所 

原則として

各部課 

（自動参集

の場合を除

く。） 

 

災害対策本部

第一次体制が

設置された時 

責任ある職員 

及び必要な職員 
必要な職員   

 

災害対策本部

第三次体制が

設置された時 

全 員 全 員 
責任ある職員 

及び必要な職員 

責任ある職員 

及び必要な職員 

 

災害対策本部

第四次体制が

設置された時 

全 員 全 員 全 員 全 員 

 

※  ●印、▲印、■印は、災害対策本部の分掌事務の表中、所属名の前に付したものをいう。 

                    

                          

                                 

                                                

                 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 
○ 災害対策本部設置時の動員を、災害の発生に備え、被害状況等の調査や報告、応急対策の検討等に必要
な職員とし、災害の種類や被害状況等に応じ、各局・区等で適宜必要となる職員の追加動員を行うよう見
直す。 

○ 動員基準における「部課」について、「防災上主要な部課」、「防災に特に関係のある部課」、「防災に関
係のある部課」、「その他の部課」、の４区分としていたが、各局・区等が適宜必要となる職員を災害の種
類や被害状況等に応じ追加動員することから、「防災に特に関係のある部課」を「防災に関係のある部課」
に統合し、「防災上主要な部課」、「防災に関係のある部課」、「その他の部課」の３区分に変更する。 

 第５ 職員の動員《危機管理室危機管理課、各局等、各区》 

  １ 動員の実施 

   ⑴ 動員職員の指定 

     各局・区等の長は、次の動員基準により、あらかじめ動員する職員を指定するとともに、

災害の種類や被害状況等に応じ、適宜必要な職員を追加動員するものとする。 

     また、状況に応じて、動員した職員を減ずることができる。 

 

     なお、動員に当たっては、交代制の勤務体制を組むなど、職員の健康に配慮した体制の整

備に努めるものとする。 

 

動    員    基    準 

 

動員の時期 

部          課  ※１ 

動員場所 
動 員 の 

連 絡 者 

 

防災上主要な部課 

(●印の部課) 

防災に関係の 

ある部課 

(■印の部課) 

その他の部課 

(無印の部課) 

 

災害警戒本部

体 制 が 設 置 

さ れ た 時 

必要な職員 必要な職員  

原則として勤

務場所 

 

（例外） 

① 災害現地 

② あらかじ 

 め指定され 

 た場所 

原則として

各部課 

（自動参集

の場合を除

く。） 

 

災害対策本部

体制が設置さ

れ た 時 

責任ある職員 

及び必要な職員 
必要な職員  

 

 ※２ 全 員 全 員 全 員 
 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

 

※１ ●印、▲印、■印は、災害対策本部の分掌事務の表中、所属名の前に付したものをいう。 

※２ 次の場合は、職員全員を動員する。 

   ア 市域で震度５強以上の地震を観測したとき。 

   イ 広島県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。 

   ウ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応すべきで

あると市長が認めたとき。 
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修  正  前 

   ⑵ 動員名簿の作成及び職員への周知 

     各局・区等の長は、動員の円滑を図るため、体制区分及び動員基準に応じて事前に動員名

簿を作成し、平常時から職員に周知徹底を図らなければならない。人事異動、居住地の変更

等により内容に変更が生じた場合も同様とする。 

     なお、動員名簿の作成に当たっては、迅速な初動対応を可能とするため、職位に加えて、

参集時間、参集方法等を考慮し、速やかに参集できる者を優先した計画とするほか、 

                                              

              

                                              

                                              

        

        他の局や区等から応援要請のあった場合に、迅速に対応するため、応援可能な職員

を事前に把握しておくこととする。 

   ⑶ （略） 

  ２ 動員の方法 

    （略） 

  ３ 勤務時間外における動員の場所及び任務 

   ⑴ 原則として、可能な交通手段を用いて自己の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参

集し、表３－２－２の任務に当たる。なお、道路の寸断、橋梁の落下等により、やむを得ず

勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、最寄りの区役所又は出張所

に参集した後、所属の各局等又は区本部の長の指示を受け、その後の任務に当たる。 

   ⑵ 災害対策本部第四次体制が設置された時点でのみ動員される「その他の部課（分掌事務の

表中、無印の部課）」の職員のうち、その任務が「他課の応援に関すること」に割り当てられ

ている職員（消防職員、医師、看護師、保育士等を除く。）は、原則として最寄りの区役所に

参集し、区本部長の指示を受け、区災害対策本部の設営、被災状況の調査、指定避難所（生

活避難場所）の運営等の任務に当たる。 

  ４ 動員の報告 

    （略） 

 

修  正  後 

   ⑵ 動員名簿の作成及び職員への周知 

     各局・区等の長は、動員の円滑を図るため、体制区分及び動員基準に応じて事前に動員名

簿を作成し、平常時から職員に周知徹底を図らなければならない。人事異動、居住地の変更

等により内容に変更が生じた場合も同様とする。 

        動員名簿の作成に当たっては、迅速な初動対応を可能とするため、以下の点に留意

することとする。 

    ア 職位に加えて、参集時間、参集方法等を考慮し、速やかに参集できる者を優先した動員

計画とすること。 

    イ 指揮命令系統が確保できるよう、指定した管理職職員が動員できない場合を想定し、参

集時間等を考慮した上で、第二順位及び第三順位の管理職職員等をあらかじめ指定するこ

と。 

     また、他の局や区等から応援要請のあった場合に、迅速に対応するため、応援可能な職員

を事前に把握しておくこととする。 

   ⑶ （略） 

  ２ 動員の方法 

    （略） 

  ３ 勤務時間外における動員の場所及び任務 

   ⑴ 原則として、可能な交通手段を用いて自己の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参

集し、表３－２－２の任務に当たる。なお、道路の寸断、橋梁の落下等により、やむを得ず

勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、最寄りの区役所又は出張所

に参集した後、所属の各局等又は区本部の長の指示を受け、その後の任務に当たる。 

   ⑵ 職員全員を動員する場合に        のみ動員される「その他の部課（分掌事務の

表中、無印の部課）」の職員のうち、その任務が「他課の応援に関すること」に割り当てられ

ている職員（消防職員、医師、看護師、保育士等を除く。）は、原則として最寄りの区役所に

参集し、区本部長の指示を受け、区災害対策本部の設営、被災状況の調査、指定避難所（生

活避難場所）の運営等の任務に当たる。 

  ４ 動員の報告 

    （略） 
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修  正  前 

震災対策編 

 第３章 震災応急対策 

  第５節 避難対策 

    

頁 

 

１６１ 

第７ 指定緊急避難場所の開設等 

 １～４（略） 

５ 指定緊急避難場所（大火）等に避難した者の指定避難所（生活避難場所）への誘導《各区区政 

調整課・地域起こし推進課、財政局各市民税事務所・収納対策部各課》 

指定避難所（生活避難場所）において、給水、食料・生活必需品の配布を行うことから、指定 

緊急避難場所（大火）や公民館・集会所等に避難した者に対しては、危険が去った段階で、防災 

行政無線、広報車、航空機を使っての広報や、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、 

放送機関に対する放送要請等により、指定避難所（生活避難場所）に移動するよう呼びかけを行 

う。 

                                            

                                     

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 熊本地震の対応を踏まえ、指定避難所（生活避難場所）以外に避難している者や車中泊避難者の

状況把握を行う旨を記載する。 

第７ 指定緊急避難場所の開設等 

 １～４（略） 

５ 指定緊急避難場所（大火）等に避難した者の指定避難所（生活避難場所）への誘導《各区区政 

調整課・地域起こし推進課、財政局各市民税事務所・収納対策部各課》 

指定避難所（生活避難場所）において、給水、食料・生活必需品の配布を行うことから、指定 

緊急避難場所（大火）や公民館・集会所等に避難した者に対しては、危険が去った段階で、防災 

行政無線、広報車、航空機を使っての広報や、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、 

放送機関に対する放送要請等により、指定避難所（生活避難場所）に移動するよう呼びかけを行 

う。 

やむを得ず、指定避難所（生活避難場所）以外に避難している者や車中避難者がいる場合、そ 

の状況を把握し、市長（危機管理室）に報告するとともに、必要な支援を行う。 
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修  正  前 

震災対策編 

 第３章 震災応急対策  

  第２０節 住宅等応急対策 

    

頁 

 

２１６ 

第６ 被災建築物及び被災宅地の応急危険度判定《都市整備局建築指導課・営繕課・宅地開発指導課・ 

住宅整備課、各区建築課》 

 １ （略）請、関係機関等への協力依頼等を行う。 

２ 被災宅地の応急危険度判定 

地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、                  

      宅地 の                 危険度判定を実施し        

 、二次災害を防止又は軽減し、もって住民の安全の確保を図る。 

また、被災状況に応じ必要と認められる場合には、県に対して当該資格職員の派遣等   を 

要請する。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 被災宅地危険度判定連絡評議会が定めた被災宅地危険度判定実施要綱に基づき、被災宅地危険度

判定士の資格を有した者により被災宅地を調査することとしていることから、同要綱第１条の条文の

内容に沿って修正する。 

第６ 被災建築物及び被災宅地の応急危険度判定《都市整備局建築指導課・営繕課・宅地開発指導課・ 

住宅整備課、各区建築課》 

 １ （略）請、関係機関等への協力依頼等を行う。 

２ 被災宅地の応急危険度判定 

地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、被災宅地危険度判定士の資格を有した 

者により被災宅地での被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し危険度判定を実施することによっ 

て、二次災害を防止又は軽減し、もって住民の安全の確保を図る。 

また、被災状況に応じ必要と認められる場合には、県に対して当該資格者 の派遣等の支援を 

要請する。 
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修  正  前 

震災対策編 

 第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

  第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画 

頁 

 

２６１ 

１ 地震防災緊急事業五箇年計画に計上している事業 

事業項目 事業名等 事業期間 

避難地 住宅市街地総合調整事業 
平成２３年度 
～平成２５年度 

避難路 林道の整備 
平成２４年度 
～平成２６年度 

消防用施設 消防用施設等の整備 
平成２３年度 
～平成２７年度 

緊急輸送道路 災害防除事業、橋梁耐震対策  、道路改良事業 
平成２３年度 
～平成２７年度 

共同溝等 電線共同溝整備事業（道路） 
平成２３年度 
～平成２７年度 

                  
      
        

公立幼稚園 学校等耐震補強化事業 
平成２４年度 
～平成２６年度 

公立小・中学校（校舎） 学校等耐震補強化事業 
平成２３年度 
～平成２７年度 

                              

公立特別支援学校（校舎） 学校等耐震補強化事業 平成２３年度 

公立特別支援学校（屋内運動場） 学校等耐震補強化事業 平成２３年度 

公的建造物 

区役所耐震化事業 
（中区、南区、安佐北区、安佐南区、佐伯区） 

平成２３年度 
～平成２７年度 

女性教育センター耐震化事業 

衛生研究所耐震化事業 

消防庁舎等の耐震化事業 

防災行政無線 防災行政無線施設 
平成２３年度 
～平成２７年度 

水・自家発電設備等 配水池及び緊急遮断弁整備事業 
平成２５年度 
～平成２７年度 

備蓄倉庫 備蓄倉庫の整備 平成２３年度 

老朽化住宅密集対策 住宅市街地総合調整事業（密集住宅市街地整備型） 
平成２３年度 
～平成２５年度 

 

 ２ （略） 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 広島県の第５次地震防災緊急事業五箇年計画（平成 28 年度～平成 32 年度）が作成されたことに

伴い修正を行う。 

１ 地震防災緊急事業五箇年計画に計上している事業 

事業項目 事業名等 事業期間 

                
      
       

          
      
       

消防用施設 消防用施設等の整備 
平成２８年度 
～平成３２年度 

緊急輸送道路 災害防除事業、橋梁耐震対策事業        
平成２８年度 
～平成３２年度 

共同溝等 電線共同溝整備事業（道路） 
平成２８年度 
～平成３２年度 

社会福祉施設 公共施設等耐震化事業 
平成２８年度 
～平成３２年度 

公立幼稚園 耐震化事業等 
平成２７年度 
～平成２８年度 

公立小・中学校（校舎） 耐震化事業等 
平成２７年度 
～平成２９年度 

公立小・中学校（屋内運動場） 耐震化事業等 平成２９年度 

                               

                                  

公的建造物 

公共施設等耐震化事業 
                       

平成２８年度 
～平成３２年度 

             

           

            

                
       
        

水・自家発電設備等 配水池及び緊急遮断弁整備   
平成２８年度 
～平成３２年度 

備蓄倉庫 備蓄倉庫の整備 
平成２８年度 
～平成２９年度 

                                 
       
        

 

 ２ （略） 
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修  正  前 

都市災害対策 

 第２章 海上災害対策 

  第５節 災害応急対策 ほか災害種別ごと７箇所 

頁 

３０８、３３８、３４４、

３５１、３６２、３７５、

３８７、３９５ 

第１ 災害対策本部の体制《危機管理室》 

  海上災害が発生した場合における本市の災害対応の体制は、災害対策本部（第一次体制）の設置 

を基本とし、市災害対策本部長又は本部員は必要に応じて関係部局の体制を強化する。 

  また、市災害対策本部長は、原則として、災害発生区に区災害対策本部（第一次体制）を設置す 

る。区災害対策本部長は必要に応じて関係部課の体制を強化する。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 災害対策本部の４段階としている体制の区分を廃止したことに伴い、本市の体制を修正する。 

第１ 災害対策本部の体制《危機管理室》 

  海上災害が発生した場合における本市の災害対応の体制は、災害対策本部（削除）   の設置 

を基本とし、市災害対策本部長又は本部員は必要に応じて関係部局の体制を強化する。 

  また、市災害対策本部長は、原則として、災害発生区に区災害対策本部（削除）   を設置す 

る。区災害対策本部長は必要に応じて関係部課の体制を強化する。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第２章 海上災害対策 

  資料６ 広島地区排出油等防除協議会会則 

頁 

 

３２６、３２７～３３４ 

別表（広島地区排出油等防除協議会会員名簿）（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 会員名簿の内容変更（所在地、電話番号、ＦＡＸ番号等）のため。 

 

 

 

別表

広 島 海 上 保 安 部 部 長 警 備 救 難 課 長 734-8560 広島市南区宇品海岸３－１０－１７ 082-253-3111 082-253-0027

中 国 運 輸 局 海 上 安 全 環 境 部 船 舶 安 全 環境 課長 専 門 官 730-8544 広島市中区上八丁堀６‐３０ 082-228-8794 082-228-3468

中 国 地 方 整 備 局

広 島 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所

広 島 県 警 察 本 部 地 域 課 長 専 門 官 730-8507 広島市中区基町９－４２ 082-228-0110 082-223-1555

広 島 南 警 察 署 署 長 地 域 課 長 734-0003 広島市南区宇品東４－１－３４ 082-255-0110 082-255-6629

広 島 中 央 警 察 署 署 長 地 域 課 長 730-0011 広島市中区基町９－４８ 082-224-0110 082-225-3596

広 島 西 警 察 署 署 長 地 域 課 長 733-0833 広島市西区商工センター４－１－３ 082-279-0110 082-279-7616

廿 日 市 警 察 署 署 長 地 域 課 長 738-0015 廿日市市本町１－１０ 0829-31-0110 0829-32-4529

海 田 警 察 署 署 長 地 域 課 長 736-0051 広島県安芸郡海田町つくも町１－４５ 082-820-0110 082-822-3119

佐 伯 警 察 署 署 長 地 域 課 長 731-5156 広島県佐伯区倉重１－２６－１ 082-922-0110 082-922-0113

広 島 県 広 島 港 湾 振 興 事 務 所 所 長 港 営 課 長 734-0011 広島市南区宇品海岸２－２３－５３ 082-251-7145 082-253-8250

広 島 県 西 部 建 設 事 務 所 所 長 管 理 第 一 課 長 732-0816 広島市南区比治山本町１６－１２ 082-250-8150 082-255-3010

広 島 県 西 部 建 設 事 務 所

廿 日 市 支 所

広 島 県 西 部 農 林 水 産 事 務 所 所 長 水 産 課 長 730-0011 広島市中区基町１０－５２ 082-513-5421 082-223-4909

広 島 県 西 部 厚 生 環 境 事 務 所 所 長 環 境 管 理 課 長 738-0004 廿日市市桜尾２－２－６８ 0829-32-1181 0829-32-0640

広 島 県 西 部 厚 生 環 境 事 務 所 呉 支 所 支 所 長 衛 生 環 境 課 長 737-0811 呉市西中央１－３－２５ 0823-22-5400 0823-25-9511

広 島 市 危 機 管 理 担当 局長 災 害 対 策 課 長 730-8586 広島市中区国泰寺町１－６－３４ 082-504-2356 082-504-2802

広 島 市 消 防 局 消 防 局 長 警 防 課 長 730-0051 広島市中区大手町５－２０－１２ 082-546-3451 082-249-1160

坂 町 町 長 環 境 防 災 課 長 731-4393 広島県安芸郡坂町平成ケ浜１－１－１ 082-820-1506 082-820-1522

江 田 島 市 市 長 危 機 管 理 課 長 737-2297 江田島市大柿町大原５０５ 0823-43-1633 0823-57-4435

廿 日 市 市 消 防 本 部 消 防 長 警 防 課 長 738-0033 廿日市市串戸１－９－３３ 0829-32-8111 0829-31-2739

江 田 島 市 消 防 本 部 消 防 長 警 防 課 長 737-2133 江田島市江田島町鷲部２－１６－１２ 0823-40-0119 0823-42-1965

海 田 町 町 長 生 活 安 全 課 長 736-8601 広島県安芸郡海田町上市１４－１８ 082-823-9208 082-823-7927

（ 社 ） 広 島 県 清 港 会 会 長 事 務 局 長 734-0011 広島市南区宇品海岸３－１２－７２ 082-254-4093 082-254-4093

出 光 興 産 ㈱ 広 島 油 槽 所 油 槽 所 責 任 者
油 槽 所 責 任者 又は
代 理

734-0054 広島市南区月見町２２４４－２ 082-282-6151 082-285-6521

東 西 オイ ル ター ミ ナル ㈱ 広 島 油 槽 所 所 長 所 長 734-0054 広島市南区月見町２２４４ 082-281-3158 082-285-1199

EMG ﾏ ｰ ｹ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ 合 同 会 社
広 島 油 槽 所

所 長 所 長 又 は 副 所 長 739-0443 廿日市市沖塩屋４－４－７９ 0829-55-2311 0829-55-3516

昭 和 シ ェ ル 石 油 ㈱ 広 島 油 槽 所 所 長 所 長 代 理 731-4331 広島県安芸郡坂町小屋浦１－５－１９ 082-886-8011 082-886-0115

綜 合 エ ナ ジ ー ㈱ 坂 油 槽 所 所 長 副 所 長 又 は 課 長 731-4300 広島県安芸郡坂町亀石山１２７９ 082-884-0015 082-820-1590

鹿 川 タ ー ミ ナ ル ㈱ 代 表 取 締 役 運 営 管 理 部 長 737-2302 江田島市能美町鹿川３１－５ 0823-45-2511 0823-45-2515

広 島 ガ ス ㈱ 廿 日 市 工 場 工 場 長 生産管理ＧＰﾏﾈｰｼﾞｬｰ 738-0022 廿日市市木材港南１２－２０ 0829-32-9802 0829-32-9858

マ ツ ダ ㈱
安 全 健 康 防 災
推 進 部

主 幹 735-0028 広島県安芸郡府中町新地３－１ 082-565-1590 082-287-5228

三 菱 重 工 業 ㈱
広 島 製 作 所

所 長
広島人事労災グループ

環 境 担 当 主 席
733-8553 広島市西区観音新町４－６－２２ 082-291-2116 082-294-0323

㈱ 新 来 島 宇 品 ど っ く 代表取締役社長 営 業 部 734-0016 広島市南区宇品町金輪３８４ 082-885-2102 082-885-3175

広 島 み な と 振 興 会 会 長 船 舶 部 会 長 734-0011 広島市南区宇品海岸３－９－１３ 082-253-2111 082-253-2110

広 島 地 区 港 運 協 会 会 長 事 務 局 長 734-0011 広島市南区宇品海岸３－１１－１７ 082-253-3019 082-251-7751

広 島 地 区 旅 客 船 協 会 会 長 専 務 理 事 734-0011 広島市南区宇品海岸１－１３－２６ 082-253-6907 082-253-6951

中 国 小 型 船 舶 工 業 会

広 島 県 西 部 支 部

広 島 県 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 会 長 指 導 課 733-0833 広島市西区商工センター８－４－５ 082-278-5588 082-278-5594

日 興 産 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 営 業 部 長 734-0015 広島市南区宇品御幸２－１５－２５ 082-253-7111 082-253-6714

三 洋 海 事 ㈱

広 島 事 務 所

内 外 輸 送 ㈱ 広 島 支 店 支 店 長 業 務 部 731-4325 広島県安芸郡坂町鯛尾１－２－１ 082-884-1311 082-884-1431

中 国 醸 造 株 式 会 社 代 表 取 締 役 製 造 部 738-8602 廿日市市桜尾１丁目１２－１ 0829-32-2113 0829-32-2110

㈱ 大 野 石 油 店 代 表 取 締 役 商 品 セ ン タ ー 所 長 738-0004 廿日市市桜尾１－１２－３８ 0829-31-1620 0829-32-9377

ソーダニッカ㈱広 島・ 大野 ｹﾐｶﾙ ｾﾝ ﾀｰ 所 長 所 長 739-0443 廿日市市沖塩屋４－４－８ 0829-55-0079 0829-54-2584

区
分

機 関 の 名 称 郵 便 番 号 所 在 地 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

国
の
機
関 所 長 沿 岸 防 災 対 策 官 734-0011 広島市南区宇品海岸３－10－２８ 082-254-6414 082-505-0107

地
　
方
　
公
　
共
　
団
　
体
　
及
　
び
　
そ
　
の
　
機
　
関

支 所 長 管 理 用 地 課 長 738-0005 廿日市市桜尾本町１１－１ 0829-32-1141

広　島　地　区　排　出　油　等　防　除　協　議　会　会　員　名　簿

平成２８年１０月１日現在（４６機関）

支 部 長 事 務 局 長 730－0012

0829-32-0641

電　　話　　番　　号代 表 者 連 絡 者

区
分

機 関 の 名 称 代 表 者 連 絡 者 郵 便 番 号 所 在 地 電　　話　　番　　号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

 
公
 

共
 

団
 

体
 

及
び
 

民
 

間
 

企
 

業

廿 日 市 木 材 港 運 送 協 議 会 会 長 事 務 局 734-0011
広島市南区宇品海岸２－２３－２７
（広島荷役㈱内）

082-254-0289 082-251-6388

広島市中区上八丁堀８－２６
メイプル八丁堀９０６

082-222-8118 082-227-1327

広 島 ・ 呉 地 区 曳 船 協 議 会 事 務 局 734-0011
広島市南区宇品海岸２－２３－３６
広島海上ビル４F

082-251-0601 082-253-0715
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修  正  前 

連絡系統図（略） 

 

     

 

修  正  後 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第２章 海上災害対策 

  資料７ 海上流出油対策用資機材の保有状況  

頁 

 

３３５ 

 

資料７ 海上流出油対策用資機材の保有状況（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第３章 航空機災害対策 

  第２節 市域における飛行場施設等の現況 

頁 

 

３３７ 

３ 広島ヘリポートにおける航空機の運航状況 

⑴ 離着陸回数 

5,727回（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで） 

⑵ 常駐する回転翼航空機（平成 28年 1 月 1日現在） 

16機 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

３ 広島ヘリポートにおける航空機の運航状況 

⑴ 離着陸回数 

5,076回（平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで） 

⑵ 常駐する回転翼航空機（平成 28年 11月 1日現在） 

16機 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第４章 鉄道災害対策 

  第２節 市域における鉄道施設等の現況 

頁 

 

３４３ 

本市域内を通る鉄軌道は、西日本旅客鉄道（山陽新幹線、山陽本線、呉線、芸備線、可部線）と広

島電鉄（市内線～軌道、宮島線～鉄道）及び広島高速交通（アストラムライン）により運行されてい

る。これらの路線は、市内の主な通勤・通学のための交通手段となるとともに、沿線観光地への輸送

手段となっている。 

このうち、大正元年に開業した広島電鉄の市内線（路面電車）は、順次、路線を拡大し、現在、延

長距離 19.0km、利用者数（一日平均）約 10.5万人であり、バリアフリーの超低床電車を運行させるな

ど、市民生活に欠かせない交通手段となっている。 

 また、平成 6年に開業したアストラムラインは、広島市北西部の安川沿いにおける、昭和 40年代か

らの急激な宅地開発による、人口の急増に伴う深刻な交通問題を解消するため建設され、延長距離

18.4km、利用者数（一日平均）約 5万人となっており、市民生活に定着している。 

 鉄軌道施設の概要は、資料１のとおりである。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 平成 26年度実績を平成 27年度の実績に修正。 

本市域内を通る鉄軌道は、西日本旅客鉄道（山陽新幹線、山陽本線、呉線、芸備線、可部線）と広

島電鉄（市内線～軌道、宮島線～鉄道）及び広島高速交通（アストラムライン）により運行されてい

る。これらの路線は、市内の主な通勤・通学のための交通手段となるとともに、沿線観光地への輸送

手段となっている。 

このうち、大正元年に開業した広島電鉄の市内線（路面電車）は、順次、路線を拡大し、現在、延

長距離 19.0km、利用者数（一日平均）約 10.6万人であり、バリアフリーの超低床電車を運行させるな

ど、市民生活に欠かせない交通手段となっている。 

 また、平成 6年に開業したアストラムラインは、広島市北西部の安川沿いにおける、昭和 40年代か

らの急激な宅地開発による、人口の急増に伴う深刻な交通問題を解消するため建設され、延長距離

18.4km、利用者数（一日平均）約 6万人となっており、市民生活に定着している。 

 鉄軌道施設の概要は、資料１のとおりである。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第４章 鉄道災害対策 

  第２節 市域における鉄道施設等の現況 

頁 

 

３４８ 

資料 1 

鉄軌道施設の概要 

 

○ 西日本旅客鉄道株式会社広島支社 

（略） 

 

○ 西日本旅客鉄道株式会社新幹線管理本部 

（略） 

 

○ 日本貨物鉄道株式会社関西支社広島支店 

・ ＪＲ山陽本線にて運行（上下６７本／日）している。 

 ・ （略） 

 

○ 広島電鉄株式会社 

区  分 区  間 駅  数 運行距離 運行本数(往復) 

１ 号 線 広島駅～紙屋町～広島港 27(重複 27) 8.0km ２４４本 

２ 号 線 広島駅～紙屋町～広電西広島 20(重複 20) 5.4km ２４０本 

３ 号 線 広島港～紙屋町～広電西広島 29(重複 29) 9.2km ２３３本 

５ 号 線 広島駅～比治山下～広島港 18(重複 11) 6.0km ２１６本 

６ 号 線 広島駅～紙屋町～江波 20(重複 20) 6.1km １７６本 

７ 号 線 横川駅～紙屋町～広電本社前 15(重複 15) 4.5km １６０本 

８ 号 線 横川駅～十日市～江波 12(重複 7) 4.4km １８２本 

９ 号 線 八丁堀～白島 5 1.2km ２４０本 

宮 島 線 広電西広島～広電宮島口 21 
16.1km 

(西広島～宮島口間) 
２７３本 

※ 利用者数(一日平均)～市内線（105千人）、宮島線（47千人）【平成 26年度実績】 

 

○ 広島高速交通株式会社 

 

 

 

 

 

※ 利用者数（一日平均）～54,860人【平成 26年度実績】 

 

区   分 区   間 駅数 線路延長 地下区間 高架区間 保有車両 

広島高速交通１号線 
本通駅～ 

広域公園前駅 
22 18.4ｋｍ 1.9ｋｍ 16.5ｋｍ 144 両 24 編成 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

資料 1 

鉄軌道施設の概要 

 

○ 西日本旅客鉄道株式会社広島支社 

（略） 

 

○ 西日本旅客鉄道株式会社新幹線管理本部 

（略） 

 

○ 日本貨物鉄道株式会社関西支社広島支店 

・ ＪＲ山陽本線にて運行（上下７１本／日）している。 

 ・ （略） 

 

○ 広島電鉄株式会社 

区  分 区  間 駅  数 運行距離 運行本数(往復) 

１ 号 線 広島駅～紙屋町～広島港 27(重複 27) 8.0km ２４６本 

２ 号 線 広島駅～紙屋町～広電西広島 20(重複 20) 5.4km ２４０本 

３ 号 線 広島港～紙屋町～広電西広島 29(重複 29) 9.2km ２３０本 

５ 号 線 広島駅～比治山下～広島港 18(重複 11) 6.0km ２１６本 

６ 号 線 広島駅～紙屋町～江波 20(重複 20) 6.1km １７６本 

７ 号 線 横川駅～紙屋町～広電本社前 15(重複 15) 4.5km １６０本 

８ 号 線 横川駅～十日市～江波 12(重複 7) 4.4km １８２本 

９ 号 線 八丁堀～白島 5 1.2km ２３８本 

宮 島 線 広電西広島～広電宮島口 21 
16.1km 

(西広島～宮島口間) 
２７４本 

※ 利用者数(一日平均)～市内線（106千人）、宮島線（48千人）【平成 27年度実績】 

 

○ 広島高速交通株式会社 

 

 

 

 

 

※ 利用者数（一日平均）～60,778人【平成 27年度実績】 

 

 

区   分 区   間 駅数 線路延長 地下区間 高架区間 保有車両 

広島高速交通１号線 
本通駅～ 

広域公園前駅 
22 18.4ｋｍ 1.9ｋｍ 16.5ｋｍ 144 両 24 編成 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第５章 道路災害対策 

  

頁 

 

３５５ 

資料１ 
高速道路等の概要 

 

道 路 名 区   間 管 理 者 交通量(1 日当り) 設 備 機 器 等 

 山陽自動車道 
 安佐北区狩留家町～ 

  佐伯区屋代町 

西日本高速道路㈱ 

中国支社 
６１，５９０台 

非常電話設備、気象観測装置、 

道路情報板、監視テレビ、 

車両感知器、 

トンネル防災設備、 

ハイウェイラジオ 

 広島自動車道 
 安佐南区沼田町伴～ 

  安佐北区安佐町鈴張 
〃  ２１，４３１台 

 中国自動車道 
 安佐北区安佐町鈴張～ 

  安佐北区安佐町小河内 
〃  １８，６２３台 

 広島呉道路 
 南区仁保沖町～ 

  呉市西中央五丁目 
〃  ２５，４３６台 

 広島高速１号線 

 （安芸府中道路） 

 東区福田町～ 

  東区温品二丁目 
広島高速道路公社 

 ４６，８０２台 非常電話設備、気象観測装置、 

道路情報板、監視テレビ、  

車両感知器、 

トンネル防災設備 

 広島高速２号線 

 （府中仁保道路） 

 東区温品町～ 

  南区仁保沖町 
〃 

 広島高速３号線 

 （広島南道路） 

 南区仁保沖町～ 

  西区観音新町四丁目 
〃 

 広島高速４号線 

 （広島西風新都線） 

 西区中広町一丁目～ 

  安佐南区沼田町大塚東町 
〃 １６，６１８台 

 広島熊野道路  安芸区矢野町   広島県道路公社 ８，２２４台 
道路情報板、監視テレビ、 

トンネル防災設備 

 

（注 1） 西日本高速道路㈱の管理する高速道路等の交通量は、平成 26年 1月～平成 26年 12月実績である。 

（注 2） 広島高速道路公社の管理する高速道路等の交通量は、平成 26年度実績である。 

 

※  国道、地方道等の主要箇所及びトンネルにも、道路情報板、トンネル防災設備がそれぞれ整備されている。 

 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

資料１ 
高速道路等の概要 

 

道 路 名 区   間 管 理 者 交通量(1 日当り) 設 備 機 器 等 

 山陽自動車道 
 安佐北区狩留家町～ 

  佐伯区屋代町 

西日本高速道路㈱ 

中国支社 
６１，４３９台 

非常電話設備、気象観測装置、 

道路情報板、監視テレビ、 

車両感知器、 

トンネル防災設備、 

ハイウェイラジオ 

 広島自動車道 
 安佐南区沼田町伴～ 

  安佐北区安佐町鈴張 
〃  ２１，０３７台 

 中国自動車道 
 安佐北区安佐町鈴張～ 

  安佐北区安佐町小河内 
〃  １８，２９４台 

 広島呉道路 
 南区仁保沖町～ 

  呉市西中央五丁目 
〃  ２５，２３４台 

 広島高速１号線 

 （安芸府中道路） 

 東区福田町～ 

  東区温品二丁目 
広島高速道路公社 

 ５０，１４１台 非常電話設備、気象観測装置、 

道路情報板、監視テレビ、  

車両感知器、 

トンネル防災設備 

 広島高速２号線 

 （府中仁保道路） 

 東区温品町～ 

  南区仁保沖町 
〃 

 広島高速３号線 

 （広島南道路） 

 南区仁保沖町～ 

  西区観音新町四丁目 
〃 

 広島高速４号線 

 （広島西風新都線） 

 西区中広町一丁目～ 

  安佐南区沼田町大塚東町 
〃 １６，５９１台 

 広島熊野道路  安芸区矢野町   広島県道路公社 ８，２２４台 
道路情報板、監視テレビ、 

トンネル防災設備 

 

（注 1） 西日本高速道路㈱の管理する高速道路等の交通量は、平成 27年 1月～平成 27年 12月実績である。 

（注 2） 広島高速道路公社の管理する高速道路等の交通量は、平成 27年度実績である。 

 

※  国道、地方道等の主要箇所及びトンネルにも、道路情報板、トンネル防災設備がそれぞれ整備されている。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第５章 道路災害対策  

  資料３ 一般国道トンネルの概要 

頁 

 

３５８ 

資料３ 一般国道トンネルの概要（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 新たなトンネル開通による追加および記載項目の統一。 

資料３ 
一般道路トンネルの概要 

 

（主なトンネルを掲載）                          （平成28年11月現在） 

トンネル名 所 在 地 トンネル延長 設 備 機 器 等 

 鈴ヶ峯トンネル 
 国道２号西広島バイパス 

  西区鈴ヶ峰町 
    745 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 防火水槽 消火栓 

 押手トンネル 
 国道２号東広島バイパス 

  安芸区中野東 
246 ｍ  

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 

 中野トンネル 
国道２号東広島バイパス 

  安芸区中野東 
568 ｍ  

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 防火水槽 消火栓 

 屋代トンネル 
国道２号西広島バイパス 

  佐伯区三宅二丁目 
 148 ｍ  

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 

 根ノ谷トンネル 
 国道54号 

  安佐北区可部町大林 
    616 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

 消火器 

 大林トンネル 
国道54号可部バイパス 

  安佐北区大林町 
389 ｍ  

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 

 熊野トンネル 
 広島熊野道路 

  安芸区矢野町～ 

   安芸郡熊野町 

   1,239 ｍ 
非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 消火栓 

 行者山トンネル 
 草津沼田道路 

  西区田方一丁目 
    377 ｍ 非常電話 押ボタン式通報装置 消火器 送水口 

 田中町トンネル 
 駅前吉島線 

  中区西平塚町～ 

  中区富士見町 

    394 ｍ 
非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

 消火器 警報表示板 

 比治山トンネル(上り) 
 比治山東雲線 

  南区比治山公園 
    259 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 防犯用押ボタン装置 

 比治山トンネル(下り) 
 比治山東雲線 

  南区比治山公園 
    259 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 防犯用押ボタン装置 

 幕の内トンネル 
 国道191号 

  安佐北区可部町勝木～ 

   安佐北区安佐町飯室 

    490 ｍ 
非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 誘導表示灯 

 飯室トンネル 
 国道261号 

  安佐北区安佐町飯室 
    325 ｍ 非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

 可部トンネル 
 国道54号(可部バイパス) 

  安佐北区可部町 
   400 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 

 南原トンネル 
国道54号(可部バイパス) 

  安佐北区可部町 
   606 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 

 下町屋トンネル 
国道54号(可部バイパス) 

  安佐北区可部町 
   123 ｍ 

非常電話 押ボタン式通報装置 非常警報装置 

消火器 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第６章 大規模火事災害対策 

  第２節 市域における大規模施設等の現況 

  

頁 

 

３６０ 

１ 施設等の概要《危機管理室、消防局予防課、経済観光局農林整備課》 

⑴ 高層建築物 

    はしご消防車が届かないことから消防活動に制約がある高さ 50ｍを超える高層建築物は 113

棟（平成 27年 3月末現在）で、その区別概況は別表１のとおりである。 

⑵（略） 

⑶ 病院・社会福祉施設 

    避難困難者を多数収容する病院・社会福祉施設のうち、延床面積が 3,000 ㎡以上の大規模な

施設は 166棟（平成 27年 3月末現在）で、その区別概況は別表３のとおりである。 

⑷ 大規模店舗・ホテル等施設 

    避難経路等に不案内である不特定多数の者が利用する大規模店舗・ホテル等施設のうち、延

床面積が 6,000㎡以上の大規模な施設は 313棟（平成 27年 3月末現在）で、その区別概況は別

表４のとおりである。 

  ⑸（略） 

⑹ 山林 

    本市の森林面積は、市域の６割以上を占める６０，５０１ｈａ（平成２５年３月末現在）と 

なっており、このうち９割が約３万人の森林所有者によって経営される民有林である。また、

林野火災時の消防活動に有効である林道の整備状況は２９４路線、総延長３６５，９７１ｍ（平

成２７年４月末現在）となっており、これら森林・林道の区別概況は別表５のとおりである。 

２ 火災の発生状況《消防局警防課》 

   本市における近年（過去 10年間）の火災発生状況は別表 6のとおり、年間平均約 451件の火災

が発生しており、その内訳は建物火災が概ね 57.7％、林野火災が 2.8％、車両火災が 9.4％、船舶

火災が 0.1％枯草の焼失などその他の火災が 30.0％となっている。 

   なお、火災により年間約 15人の死者が発生している。 

３ （略） 

４ 消防力の概要《消防局消防団室・施設課・職員課・警防課》 

本市の消防体制は、本市の消防事務とあわせて、平成 19年４月１日から安芸郡海田町・坂町・

熊野町、山県郡安芸太田町及び廿日市市吉和の消防事務を受託している。 

これにより、常備消防の職員は、広島市消防局 1,347 人(定数)で、ヘリコプター、消防艇を除

く消防車両等については、344台保有しており、非常備の消防団員は 2,674人（定数）で、157台

の消防車両と 292台の小型動力ポンプを保有している。（資料編 消防計画参照） 

なお、消防機関及び関係機関における大規模火事災害への対応用資機材（消防車両を除く。）の

保有状況は、別表 7のとおりである。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。（施設等の概要、火災の発生状況、常備消防職員数） 

〇 組織改正による所管課変更のため。（予防課） 

〇 条例定数表記に改める。（消防団員数） 

１ 施設等の概要《危機管理室、消防局予防課、経済観光局農林整備課》 

⑴  高層建築物 

    はしご消防車が届かないことから消防活動に制約がある高さ 50ｍを超える高層建築物は 117   

棟（平成 28年 3月末現在）で、その区別概況は別表１のとおりである。 

⑵（略） 

⑶ 病院・社会福祉施設 

    避難困難者を多数収容する病院・社会福祉施設のうち、延床面積が 3,000 ㎡以上の大規模な

施設は 186棟（平成 28年 3月末現在）で、その区別概況は別表３のとおりである。 

⑷ 大規模店舗・ホテル等施設 

    避難経路等に不案内である不特定多数の者が利用する大規模店舗・ホテル等施設のうち、延

床面積が 6,000㎡以上の大規模な施設は 320棟（平成 28年 3月末現在）で、その区別概況は別

表４のとおりである。 

  ⑸（略） 

⑹ 山林 

    本市の森林面積は、市域の６割以上を占める６０，５０１ｈａ（平成２５年３月末現在）と 

なっており、このうち９割が約３万人の森林所有者によって経営される民有林である。また、 

林野火災時の消防活動に有効である林道の整備状況は２９４路線、総延長３６６，５１６ｍ（平 

成２８年４月末現在）となっており、これら森林・林道の区別概況は別表５のとおりである。 

２ 火災の発生状況《消防局予防課》 

   本市における近年（過去 10年間）の火災発生状況は別表 6のとおり、年間平均約 430件の火災 

が発生しており、その内訳は建物火災が概ね 58.3％、林野火災が 2.8％、車両火災が 8.5％、船舶 

火災が 0.1％枯草の焼失などその他の火災が 30.4％となっている。 

  なお、火災により年間約 15人の死者が発生している。 

３ （略） 

４ 消防力の概要《消防局消防団室・施設課・職員課・警防課》 

本市の消防体制は、本市の消防事務とあわせて、平成 19年４月１日から安芸郡海田町・坂町・

熊野町、山県郡安芸太田町及び廿日市市吉和の消防事務を受託している。 

これにより、常備消防の職員は、広島市消防局 1,328 人(定数)で、ヘリコプター、消防艇を除

く消防車両等については、344台保有しており、非常備の消防団員は 2,753人（定数）で、157台

の消防車両と 292台の小型動力ポンプを保有している。（資料編 消防計画参照） 

なお、消防機関及び関係機関における大規模火事災害への対応用資機材（消防車両を除く。）の

保有状況は、別表 7のとおりである。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第６章 大規模火事災害対策 

  別表１ 高さ 50ｍを超える高層建築物の現況 

頁 

 

３６５ 

 

高さ 50ｍを超える高層建築物の現況             別表１ 

                                                       （単位：棟 平成 27年 3月末現在） 

区  分 棟  数 50ｍ～ 60ｍ～ 70ｍ～ 80ｍ～ 90ｍ～ 100ｍ以上 

中  区 71 50 4 6 5 1 5 

東  区 7 4 1   1 1 

南  区 22 14 2 2 2 2  

西  区 5 4   1   

安佐南区 5 2    3  

安佐北区        

安芸区        

佐伯区 3 2   1   

計 113 76 7 8 9 7 6 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

○ 表中の高さ区分は「５０ｍ～」、「６０ｍ～」という表記にしていたが、「～」は「以上」とも解釈

できる。しかし、表題は「５０ｍを超える」とされており、表中の区分も該当数値を超えるものにつ

いて集計していることから、表題と表中の区分について混乱を防ぐため「～」を「超」に修正する。 

 

高さ 50ｍを超える高層建築物の現況             別表１ 

                                                       （単位：棟 平成 28年 3月末現在） 

区  分 棟  数 50ｍ超 60ｍ超 70ｍ超 80ｍ超 90ｍ超 100ｍ超 

中  区 75 53 4 6 6 1 5 

東  区 7 4 1   1 1 

南  区 22 14 2 2 2 2  

西  区 5 4   1   

安佐南区 5 2    3  

安佐北区        

安芸区        

佐伯区 3 2   1   

計 117 79 7 8 10 7 6 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第６章 大規模火事災害対策 

  別表３及び別表４ 

頁 

 

３６７ 

 

延床面積 3,000㎡以上の病院・社会福祉施設の現況             別表３ 

                                                        （単位：棟 平成 27年 3月末現在） 

区  分 棟  数 3,000㎡～ 5,000㎡～ 10,000㎡～ 20,000㎡～ 30,000㎡～ 40,000㎡～ 

中  区 24 15 2 5    2 

東  区 25 16 8 1     

南  区 27 11 9 3 1 1 2 

西  区 18 11 6 1    

安佐南区 20 13 4 2 1   

安佐北区 23 10 10 2  1  

安芸区 8 6 1 1    

佐伯区 21 10 8 2 1   

計 166 92 48 17 3 2 4 

 

 

延床面積 6,000㎡以上の店舗・ホテル等の現況                別表４ 

                                                        （単位：棟 平成 27年 3月末現在） 

区  分 棟  数 6,000㎡～ 10,000㎡～ 30,000㎡～ 50,000㎡～ 100,000㎡～ 150,000㎡～ 

中  区 115 48 54 6 5 1 1 

東  区 20 9 9 2    

南  区 51 19 14 12 4 2  

西  区 40 22 14 2 2   

安佐南区 38 21 14 1 2   

安佐北区 24 15 8 1    

安芸区 6 2 4     

佐伯区 19 12 6 1    

計 313 148 123 25 13 3 1 
 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

 

延床面積 3,000㎡以上の病院・社会福祉施設の現況             別表３ 

                                                        （単位：棟 平成 28年 3月末現在） 

区  分 棟  数 3,000㎡～ 5,000㎡～ 10,000㎡～ 20,000㎡～ 30,000㎡～ 40,000㎡～ 

中  区 33 16 8 6 1  2 

東  区 27 18 8      1   

南  区 27 11 10 2 1 1 2 

西  区 21 13 6 2    

安佐南区 24 15 6 2 1   

安佐北区 24 14 7 2  1  

安芸区 11 9 1 1    

佐伯区 19 10 6 2 1   

計 186 106 52 17 5 2 4 

 

 

延床面積 6,000㎡以上の店舗・ホテル等の現況                別表４ 

                                                        （単位：棟 平成 28年 3月末現在） 

区  分 棟  数 6,000㎡～ 10,000㎡～ 30,000㎡～ 50,000㎡～ 100,000㎡～ 150,000㎡～ 

中  区 118 49 55 7 5 1 1 

東  区 21 9 10 2    

南  区 50 18 14 12 4 2  

西  区 42 23 15 2 2   

安佐南区 39 22 14 1 2   

安佐北区 24 15 8 1    

安芸区 6 2 4     

佐伯区 20 13 6 1    

計 320 151 126 26 13 3 1 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第６章 大規模火事災害対策 

  第５節 災害応急対策 

    

頁 

 

３６８ 

 

森   林   面   積            別表５ 

（略） 

 

林 道 整 備 状 況 

           （平成 27年 4月 1日現在） 

区   分 路線数 延長距離（ｍ） 舗装率（％） 

東   区 12 19,185 67.6 

西   区 1 2,900 100.0 

安

佐

南

区 

祇 園 地 区 2 2,558 100.0 

安古市地区 3 500 100.0 

佐 東 地 区 6 3,763 97.0 

沼 田 地 区 62 51,837 63.3 

小   計 73 58,658 

 

67.5 

安

佐

北

区 

高 陽 地 区 24 23,696 41.7 

可 部 地 区 17 22,895 47.0 

安 佐 地 区 37 44,649 39.8 

白 木 地 区 43 62,165 80.9 

小   計 121 153,405 57.8 

安

芸

区 

瀬野川地区 13 10,021 62.5 

矢 野 地 区 2 1,166 100.0 

阿 戸 地 区 13 23,009 53.6 

小   計 28 34,196 57.8 

佐

伯

区 

五日市地区 18 18,345 52.3 

湯来地区 41 79,282 68.0 

小  計 59 97,627 65.0 

合   計 294 365,971 62.1 
 

 修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

森   林   面   積            別表５ 

（略） 

 

林 道 整 備 状 況 

           （平成 28年 4月 1日現在） 

区   分 路線数 延長距離（ｍ） 舗装率（％） 

東   区 12 19,185 67.6 

西   区 1 2,900 100.0 

安

佐

南

区 

祇 園 地 区 2 2,558 100.0 

安古市地区 3 500 100.0 

佐 東 地 区 6 3,763 99.0 

沼 田 地 区 62 51,837 63.3 

小   計 73 58,658 

 

67.5 

安

佐

北

区 

高 陽 地 区 24 23,696 41.7 

可 部 地 区 17 22,895 47.0 

安 佐 地 区 37 44,649 39.8 

白 木 地 区 43 62,165 80.9 

小   計 121 153,405 57.8 

安

芸

区 

瀬野川地区 13 10,021 62.5 

矢 野 地 区 2 1,166 100.0 

阿 戸 地 区 13 23,009 53.6 

小   計 28 34,196 57.8 

佐

伯

区 

五日市地区 18 18,345 52.3 

湯来地区 41 79,827 68.2 

小  計 59 98,172 65.2 

合   計 294 366,516 62.2 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第６章 大規模火事災害対策 

  別表６ 広島市の火災状況(過去１０年間) 

頁 

 

３６９ 

別表６ 広島市の火災状況(過去１０年間)（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

〇 数値の時点修正。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第６章 大規模災害対策 

  別表７ 消防機関及び関係機関における大規模火事災害への主な対

応用資機材（消防車両を除く。）の保有状況  

頁 

 

３７０ 

 

別表７ 消防機関及び関係機関における大規模火事災害への主な対応用資機材（消防車両を除く。）の 

保有状況（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第７章 危険物等災害対策 

  第２節 市域における危険物等施設の現況 

頁 

 

３７１ 

第２節 市域における危険物等施設の現況 

 

１ 危険物施設の現況《消防局警防課・指導課》 

危険物施設数は最近減少しており、平成 27 年 3 月末現在で 1,816 施設「（資料編）１－４－５ 

危険物施設の推移と分布状況」となっている。 

このうち、特に注意すべき危険物施設（指定数量 1,000 倍以上を貯蔵）は 2 事業所である（別

表８参照）。 

  なお、アルキルアルミニウム又はアルキルリチウム等（空気や水に接触すると発火する自然発

火・禁水性物質）を運搬する場合は、あらかじめ消防機関に対して、経路その他の情報を提供す

ることになっており、市内では年間 140件程度である。 

 

２ 毒物劇物施設の現況 

 毒物劇物施設は、886施設となっている。           （平成 26年 4月 1日現在） 

区分 施設数 

毒物劇物営業者 

製造業 ７ 

輸入業 ０ 

販売業 863（うち現物取扱 488） 

業務上取扱者 

（届出業者） 

電気メッキ業 ８ 

金属熱処理業者 １ 

運送業 ３ 

しろあり防除業者 ４ 

計 886 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 施設数等の時点修正。 

第２節 市域における危険物等施設の現況 

 

１ 危険物施設の現況《消防局警防課・指導課》 

危険物施設数は最近減少しており、平成 28 年 3 月末現在で 1,790 施設「（資料編）１－４－５ 

危険物施設の推移と分布状況」となっている。 

このうち、特に注意すべき危険物施設（指定数量 1,000 倍以上を貯蔵）は 2 事業所である（別

表８参照）。 

 なお、アルキルアルミニウム又はアルキルリチウム等（空気や水に接触すると発火する自然発

火・禁水性物質）を運搬する場合は、あらかじめ消防機関に対して、経路その他の情報を提供す

ることになっており、市内では年間 170件程度である。 

 

２ 毒物劇物施設の現況  

 毒物劇物施設は、760施設となっている。           （平成 28年 3月 31日現在） 

区分 施設数 

毒物劇物営業者 

製造業 ９（うち大臣登録２） 

輸入業 ２（うち大臣登録２） 

販売業 736（うち現物取扱 389） 

業務上取扱者 

（届出業者） 

電気メッキ業 ７ 

金属熱処理業者 １ 

運送業 ４ 

しろあり防除業者 １ 

計 760 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第７章 危険物等災害対策 

  第２節 市域における危険物等施設の現況 

頁 

 

３７２ 

１、２（略） 

３ 火薬類施設の現況《消防局指導課》 

   火薬類施設は、平成 26年度末現在で 51件となっている。 

区     分 施設件数 

火薬庫 8 

火薬庫外貯蔵所 21 

火薬類販売営業所 20 

火薬類消費場所（砕石） 2 

計 51 

４ ガス類施設の現況《中国四国産業保安監督部保安課、県消防保安課、消防局指導課》 

  ガス類施設については次のとおりである。 

  なお、ガス類については、運搬に際しての情報提供等の制度はない。 

⑴ ガス事業法で規定している施設（一般ガス事業、簡易ガス事業）は、「第９章 ライフライン

災害対策 第２節」中のガス施設で 69件となっている。 

このうち、特に注意すべきガス類施設（広島県地域防災計画）は 3件である（別表８参照）。 

⑵ 高圧ガス保安法で規定している施設は、平成 26年度末現在で 2,154件（事業所）となってい

る。 

区       分 事業所数 

製   造   所 1,050 

貯   蔵   所 99 

販   売   所 955 

特 定 消 費 事 業 所 34 

容 器 検 査 所 16 

計 2,154 

このうち、特に注意すべき高圧ガス施設（広島県地域防災計画）は 8件である（別表８参照） 

⑶ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律で規定している施設は、平成 26年

度末現在で 92件（事業所）となっている。 

区       分 事業所数 

販    売    所 84 

液化石油ガス特定供給設備 8 

計 92 

このうち、特に注意すべき施設はない。 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正及び文言の修正。 

１、２（略） 

３ 火薬類施設の現況《消防局指導課》 

   火薬類施設は、平成 27年度末現在で 55件となっている。 

区     分 施設件数 

火薬庫 8 

火薬庫外貯蔵所 23 

火薬類販売営業所 21 

火薬類消費場所（砕石） 3 

計 55 

４ ガス類施設の現況《中国四国産業保安監督部保安課、県消防保安課、消防局指導課》 

  ガス類施設については次のとおりである。 

  なお、ガス類については、運搬に際しての情報提供等の制度はない。 

⑴ ガス事業法で規定している施設（一般ガス事業、簡易ガス事業）は、「第９章 ライフライン

災害対策 第２節」のとおりである。 

このうち、特に注意すべきガス類施設（広島県地域防災計画）は 3件である（別表８参照）。 

⑵ 高圧ガス保安法で規定している施設は、平成 27年度末現在で 2,183件（事業所）となってい

る。 

区       分 事業所数 

製   造   所 1,061 

貯   蔵   所 101 

販   売   所 975 

特 定 消 費 事 業 所 32 

容 器 検 査 所 14 

計 2,183 

このうち、特に注意すべき高圧ガス施設（広島県地域防災計画）は 8件である（別表８参照） 

⑶ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律で規定している施設は、平成 27年

度末現在で 90件（事業所）となっている。 

区       分 事業所数 

販    売    所 82 

液化石油ガス特定供給設備 8 

計 90 

このうち、特に注意すべき施設はない。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第７章 危険物等災害対策 

  別表８ 

頁 

 

３７９ 

２ 特に注意すべき毒物劇物施設 

区 事業所名称 所在地 主な取扱品目 特性等 

中 

区 

渡辺化学工業㈱ 堺町二丁目 2-5 トルエン、ホルムアルデヒド 

主な取扱

品目の特性

については、

別表９１を

参照 

中国電力㈱燃料部 小町 4-33 六弗化ウラン 

西部ケミカル㈱ 広瀬町 8-11 過酸化水素、水酸化カリウム 

広島市医師会 

臨床検査センター 

千田町三丁目 8-6 ホルムアルデヒド 

南 

区 

広島県製肥㈱ 出島一丁目 32-82 過酸化水素         

関西化成㈲ 出島二丁目 19-16 硫酸 

日本ペイント㈱ 

広島工場（注） 

仁保沖町 1-30 クロム酸ストロンチウム 

西 

区 

クリタ分析センター㈱ 

広島事業所 

井口五丁目 6-14 硝酸第二水銀、シュウ酸、水

酸化カリウム、硫酸、アンモ

ニア 

中外テクノス㈱ 横川新町 9-12 水酸化ナトリウム、硫酸   

           

安 

佐 

南 

区 

㈱セブンリバー 伴西三丁目 5-1 水酸化ナトリウム 

安 

佐 

北 

区 

協和物産㈱ 大林一丁目 7-7 水酸化ナトリウム 

佐 

伯 

区 

野地元薬品商会 三宅三丁目 8-20-6 塩化水素、水酸化ナトリウム 

ラボテック㈱ 五日市中央六丁目

9-25 

塩化水素、シュウ酸ナトリウ

ム、硫酸、水酸化ナトリウム 

              

         
 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 取扱品目に変更が生じたため。 

２ 特に注意すべき毒物劇物施設 

区 事業所名称 所在地 主な取扱品目 特性等 

中 

区 

渡辺化学工業㈱ 堺町二丁目 2-5 トルエン、ホルムアルデヒド 

主な取扱

品目の特性

については、

別表９１を

参照 

中国電力㈱燃料部 小町 4-33 六弗化ウラン 

西部ケミカル㈱ 広瀬町 8-11 過酸化水素、水酸化カリウム 

広島市医師会 

臨床検査センター 

千田町三丁目 8-6 ホルムアルデヒド 

南 

区 

広島県製肥㈱ 出島一丁目 32-82 過酸化水素、水酸化カリウム 

関西化成㈲ 出島二丁目 19-16 硫酸 

日本ペイント㈱ 

広島工場（注） 

仁保沖町 1-30 クロム酸ストロンチウム 

西 

区 

クリタ分析センター㈱ 

広島事業所 

井口五丁目 6-14 硝酸第二水銀、シュウ酸、水

酸化カリウム、硫酸、アンモ

ニア 

中外テクノス㈱ 横川新町 9-12 水酸化ナトリウム、硫酸、酒

石酸アンチモニカルカリウム 

安 

佐 

南 

区 

㈱セブンリバー 伴西三丁目 5-1 水酸化ナトリウム 

安 

佐 

北 

区 

協和物産㈱ 大林一丁目 7-7 水酸化ナトリウム 

佐 

伯 

区 

野地元薬品商会 三宅三丁目 8-20-6 塩化水素、水酸化ナトリウム 

ラボテック㈱ 五日市中央六丁目

9-25 

塩化水素、シュウ酸ナトリウ

ム、硫酸、水酸化ナトリウム 

、酒石酸アンチモニカルカリ

ウム、アンモニア 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第７章 危険物等災害対策 

  別表９ 

頁 

 

３８３ 

 

 

区分 消火活動 性状 人体への影響 

シュウ酸 

（劇物） 

 容器及び周囲に散

水して冷却する。 

 一般には二水和物で、無

色透明の結晶である。二水

和物は１００℃で結晶水を

失う。水に溶けやすい。 

吸入 
 鼻の粘膜を刺激す

る。 

皮膚  

目 
 粘膜を刺激して

炎症を起こす。 

酒石酸アンチ

モニカルカリ

ウム 

（劇物） 

容器及び周囲に散

水して冷却する。 

強熱すると燃焼し、

有害な酸化アンチモ

ン（Ⅲ）の煙霧を発生

するので注意する。 

 空気中で風解する結晶ま

たは粉末。 

 水に溶け（水溶液は弱酸

性）、アルコールには溶けな

い。 

吸入 鼻、のど、気管支

を刺激し、粘膜が侵

される。 

皮膚  炎症を起こすこと

がある。 

目  粘膜を激しく刺激

する。 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 取扱品目に変更が生じ、物質の種類が増えたため。 

 

 

区分 消火活動 性状 人体への影響 

シュウ酸 

（劇物） 

 容器及び周囲に散

水して冷却する。 

 一般には二水和物で、無

色透明の結晶である。二水

和物は１００℃で結晶水を

失う。水に溶けやすい。 

吸入 
 鼻の粘膜を刺激す

る。 

皮膚  

目 
 粘膜を刺激して

炎症を起こす。 

酒石酸アンチ

モニカルカリ

ウム 

（劇物） 

容器及び周囲に散

水して冷却する。 

強熱すると燃焼し、

有害な酸化アンチモ

ン（Ⅲ）の煙霧を発生

するので注意する。 

 空気中で風解する結晶ま

たは粉末。 

 水に溶け（水溶液は弱酸

性）、アルコールには溶けな

い。 

吸入 鼻、のど、気管支

を刺激し、粘膜が侵

される。 

皮膚  炎症を起こすこと

がある。 

目  粘膜を激しく刺激

する。 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第８章 放射性物質災害対策 

  第４節 災害予防計画 

頁 

 

３８６ 

第１ 放射性物質の安全規制《県医務課・薬務課、県公安委員会》 

１ 放射性同位元素等の取扱については、放射線障害防止法に基づき放射性同位元素や放射線発生

装置の使用・販売・廃棄等に係る所要の規制が行われ、また、診療用放射線に関しては医療法に

より診療用器具の構造設備、診療用放射線の防護等について、放射線を放出する医薬品に関して

は薬事法等                           により構造設備等につい

てそれぞれ規制が行われている。 

（略） 

  

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 法律の改正により名称が変更となったため。  

第１ 放射性物質の安全規制《県医務課・薬務課、県公安委員会》 

１ 放射性同位元素等の取扱については、放射線障害防止法に基づき放射性同位元素や放射線発生

装置の使用・販売・廃棄等に係る所要の規制が行われ、また、診療用放射線に関しては医療法に

より診療用器具の構造設備、診療用放射線の防護等について、放射線を放出する医薬品に関して

は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により構造設備等につい

てそれぞれ規制が行われている。 

（略） 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第８章 放射性物質災害対策 

  第５節 災害応急対策 

頁 

 

３８９、３９０ 

第６ 迅速かつ効率的な人命救助・捜索、消火活動《消防局警防課、各消防署》 

 （略） 

【放射性同位元素等取扱施設関係者が不在の場合の放射線危険区域設定基準】 

～「原子力施設等における消防活動対策ハンドブック（H16.3 総務省消防庁）」より 

① 0.1mSv/h以上の放射線が検出される区域 

② 火災等発生時に放射性物質の飛散が認められ又は予想される区域 

③ 煙、流水等で汚染が認められ又は予想される区域 

                                          

 

【輸送時の災害で状況把握ができない場合の放射線危険区域等の設定基準】 

～「原子力施設等における消防活動対策ハンドブック（H16.3 総務省消防庁）」より 

１ 放射線危険区域 

① 輸送物から半径 15メートル以上の範囲 

② 0.1mSv/h以上の放射線が検出される区域 

③ 火災等発生時に放射性物質の飛散が認められ又は予想される区域 

④ 煙、流水等で汚染が認められ又は予想される区域 

                                         

 ２ 放射線準危険区域 

   傷病者及び危険区域内においては、活動した隊員等の汚染検査及び除染を実施する区域

で、放射線危険区域の外側に設定 

２ 消防警戒区域 

      輸送物から概ね半径 100メートルの範囲 

 （略） 

 

第７ 活動上の安全管理《消防局警防課、各消防署》 

 （略） 

区    分 被ばく線量限度 個人警報線量計警報設定値 

人命救助等の緊急時活動 100mSv 30～50mSvの範囲で設定 

繰り返し活動を行う場合 

決められた５年間の総量が 

100mSv（ただし、任意の１年に

50mSvを超えるべきでない。） 

左記の条件を確実に満たすよ

う設定 

※「原子力施設等における消防活動対策ハンドブック（H16.3 総務省消防庁）」より 

（略） 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 「消防・救助技術の高度化検討会」において検討が行われ、従来のマニュアル類を整理統合し全

面的に改定されたため。 

第６ 迅速かつ効率的な人命救助・捜索、消火活動《消防局警防課、各消防署》 

（略） 

【放射性同位元素等取扱施設関係者が不在の場合の放射線危険区域設定基準】 

～「原子力施設等における消防活動対策マニュアル（H26.3 総務省消防庁特殊災害室）」より 

① 0.1mSv/h以上の放射線が検出される区域 

② 火災等発生時に放射性物質の飛散が認められ又は予想される区域 

③ 煙、流水等で汚染が認められ又は予想される区域 

 ※ 放射線等の専門家が到着した後は、当該専門家と協議のうえ必要に応じて変更すること。  

 

【輸送時の災害で状況把握ができない場合の放射線危険区域等の設定基準】 

～「原子力施設等における消防活動対策マニュアル（H26.3 総務省消防庁特殊災害室）」より 

１ 放射線危険区域 

    削 除         

① 0.1mSv/h以上の放射線が検出される区域 

② 火災等発生時に放射性物質の飛散が認められ又は予想される区域 

③ 煙、流水等で汚染が認められ又は予想される区域 

※ 放射線等の専門家が到着した後は、当該専門家と協議のうえ必要に応じて変更すること。  

 ２ 放射線準危険区域 

   放射線危険区域内において活動した隊員及び使用した資機材、車両並びに傷病者等の汚

染検査及び除染を行う区域 

２ 消防警戒区域 

   道路上輸送物から概ね半径 100メートルの範囲 

 （略） 

 

第７ 活動上の安全管理《消防局警防課、各消防署》 

 （略） 

区    分 被ばく線量限度 個人警報線量計警報設定値 

人命救助等の緊急時活動 100mSv 30～50mSvの範囲で設定 

繰り返し活動を行う場合 

決められた５年間の線量が 

100mSv（ただし、任意の１年に

50mSvを超えるべきでない。） 

左記の条件を確実に満たすよ

う設定 

※「原子力施設等における消防活動対策マニュアル（H26.3 総務省消防庁特殊災害室）」より 

（略） 
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修  正  前 

都市災害対策編 

 第９章 ライフライン災害対策 

  第２節 市域におけるライフライン施設等の現況 

頁 

 

３９２，３９３ 

１（略） 

２ 水道施設《水道局計画課》 

  平成 27年 3月末現在の給水区域内人口は、1,248,523人、給水人口は、1,222,788人で、 

水道の普及率は 97.9％となっている。 

浄・受水場の給水能力及び市域の主な給水区域は次のとおりである。 

   （平成２７年３月末現在） 

名     称 給水能力 (㎥) 主 な 給 水 区 域 

広
島
市
水
道
事
業 

牛田浄水場 110,000 中区(一部)、東区(一部)、南区、安芸区(一部) 

緑井浄水場 200,000 中区(一部)、西区、安佐南区(ほぼ全域)、安佐北区 

(一部)、佐伯区(一部) 

高陽浄水場 200,000 東区(一部)、安佐南区(一部)、安佐北区(ほぼ全域) 

府中浄水場  27,000 東区(一部)、安芸区(一部) 

北原浄水場(平成 16年 4 月休止)  6,800 ― 

瀬野川・矢野・阿戸受水場 41,700 安芸区(一部) 

河内・北原・坪井受水場 42,600 佐伯区(湯来町を除くほぼ全域) 

計 628,100 

平成 26年度一日最大給水量  438,014㎥ 

平成 26年度一日平均給水量  373,483㎥ 

広
島
市
簡
易
水
道
等
事
業 

湯来水道ステーション 1,150 佐伯区（湯来町の一部） 

椿谷浄水場 225 佐伯区（湯来町の一部） 

棡浄水場 297 佐伯区（湯来町の一部） 

大谷浄水場 24 佐伯区（湯来町の一部） 

鹿ノ道浄水場 30 佐伯区（湯来町の一部） 

計 1,726 

平成 26年度一日最大給水量     721㎥ 

平成 26年度一日平均給水量      525㎥ 

３（略） 

４（略） 

５ ガス施設 

 ⑴（略） 

⑵ 簡易ガス事業（15事業者）《中国四国産業保安監督部保安課》 

     市域における供給地点群（団地）は 68箇所で、需要家件数は約 3万 3千戸である。 

                                 (平成 27年 3月末現在) 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 数値の時点修正。 

１（略） 

２ 水道施設《水道局計画課》 

  平成 28年 3月末現在の給水区域内人口は、1,251,520人、給水人口は、1,226,403人で、 

水道の普及率は 98.0％となっている。 

浄・受水場の給水能力及び市域の主な給水区域は次のとおりである。 

   （平成２８年３月末現在） 

名     称 給水能力 (㎥) 主 な 給 水 区 域 

広
島
市
水
道
事
業 

牛田浄水場 110,000 中区(一部)、東区(一部)、南区、安芸区(一部) 

緑井浄水場 200,000 中区(一部)、西区、安佐南区(ほぼ全域)、安佐北区 

(一部)、佐伯区(一部) 

高陽浄水場 200,000 東区(一部)、安佐南区(一部)、安佐北区(ほぼ全域) 

府中浄水場  27,000 東区(一部)、安芸区(一部) 

北原浄水場(平成 16年 4 月休止)  6,800 ― 

瀬野川・矢野・阿戸受水場 41,700 安芸区(一部) 

河内・北原・坪井受水場 39,000 佐伯区(湯来町を除くほぼ全域) 

計 624,500 

平成 27年度一日最大給水量  417,276㎥ 

平成 27年度一日平均給水量  371,504㎥ 

広
島
市
簡
易
水
道
等
事
業 

湯来水道ステーション 1,150 佐伯区（湯来町の一部） 

椿谷浄水場 225 佐伯区（湯来町の一部） 

棡浄水場 297 佐伯区（湯来町の一部） 

大谷浄水場 24 佐伯区（湯来町の一部） 

鹿ノ道浄水場 30 佐伯区（湯来町の一部） 

計 1,726 

平成 27年度一日最大給水量     996㎥ 

平成 27年度一日平均給水量      554㎥ 

３（略） 

４（略） 

５ ガス施設 

 ⑴（略） 

⑵ 簡易ガス事業（15事業者）《中国四国産業保安監督部保安課》 

     市域における供給地点群（団地）は 71箇所で、需要家件数は約 3万 5千戸である。  

                                 (平成 28年 3月末現在) 
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修  正  前 

水防計画 

 第３章 水防応急活動 

  第１節 水防要員の出動 

頁 

 

４０５ 

第１ 出動の指令《危機管理室、消防局警防課、各区区政調整課・地域起こし推進課、各消防署》 

（略） 

１ 状況に応じた活動内容 

⑴、⑵（略） 

⑶ 土砂災害 
状況 活動内容 

１ 強い雨が降っているとき。 （略） 

１ 警戒基準雨量に達するおそれがあ
るとき。メッシュ情報（危険度判定）
に大雨警報基準超過が発表された   

（略） 
 
 
 

１ 警戒基準雨量を超えたとき。土砂
災害警戒情報が発表されていない場合
で、メッシュ情報（危険度判定）に危険
度(2 時間後又は 1 時間後に基準値を超
過)が表示された 

（略） 

１ 避難基準雨量を超えたとき。土砂
災害警戒情報が発表され、メッシュ情報
(危険度判定)に危険度(1 時間後又は実
況で基準値を超過)が表示された 

（略） 

                                            
                                            
                 
⑷ （略） 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 避難勧告等の発令判断の指標をメッシュ情報のみとするため、土砂災害警戒・避難基準雨量の記

載を削除し、メッシュ情報等に修正する。 

第１ 出動の指令《危機管理室、消防局警防課、各区区政調整課・地域起こし推進課、各消防署》 

（略） 

１ 状況に応じた活動内容 

⑴、⑵（略） 

⑶ 土砂災害 

状況 活動内容 

１ 強い雨が降っているとき。 （略） 

１ 気象台と広島県から、土砂災害警戒
情報が発表されていない場合で、土砂災
害に関するメッシュ情報（※）に大雨
警報基準超過が表示されたとき。 

（略） 

１ 気象台と広島県から、土砂災害警戒
情報が発表されていない場合で、土砂災
害に関するメッシュ情報（※）に危険度
(2時間後又は1時間後に基準値を超過)
が表示されたとき。 

（略） 

１ 気象台と広島県から土砂災害警戒情
報が発表され、土砂災害に関するメッシ
ュ情報(※)に危険度(1 時間後又は実況
で基準値を超過)が表示されたとき。 

（略） 

  ※ 広島県土砂災害危険度情報で表示される土砂災害の危険度に応じたメッシュ情報（危険
度判定）（実況で基準値超過、１時間後に基準値超過、２時間後に基準値超過、３時間後に
基準値超過を区分して表示） 

⑷ （略） 
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修  正  前 

水防計画 

 第４章 避難対策 

  第１節 注意喚起（自主避難の呼びかけ） 

頁 

 

４１０～４１２ 

第１節 注意喚起（自主避難の呼びかけ） 

 

第１ 注意喚起（自主避難の呼びかけ）（略） 

第２ 避難準備情報（略） 

第３ 注意喚起（自主避難の呼びかけ）及び避難準備情報の伝達の判断基準等 

注意喚起（自主避難の呼びかけ）及び避難準備情報の伝達を行う判断の基準は、        

１１１１１１１１１１１１１１本章第４節によるものとし、次の点に留意しつつ、今後の気象予測等 

を勘案するとともに、危険区域の巡視活動を行いながら対応する。 

なお、台風や津波などの災害に対して警戒する場合においては、気象庁が発表する台風の中心 

  気圧・進路等の情報や津波に関する情報を勘案するほか、巡視活動による状況把握に努めながら、 

  注意喚起（自主避難の呼びかけ）及び避難準備情報                    の 

  伝達を段階的に行う。 

《今後の気象予測等を勘案する際の注意事項》 

ア 土砂災害を警戒する場合 

大雨注意報が発表された後、土砂災害の危険性を判断する際には、基準雨量（実効雨量） 

    表を作成するとともに、メッシュ情報※（危険度判定）等を情報として活用し、市域に影響を 

    及ぼす雨域の動き方や急激に発生する雨雲等に十分注意しつつ、気象庁が発表する降水短時 

間予報、広島地方気象台と広島県土木建築局砂防課が発表する土砂災害警戒情報並びに広島 

地方気象台等からの気象予測等の情報を踏まえる。 

また、局地的な大雨や集中豪雨の頻発を踏まえ、降雨の実況監視強化、雨域の発達、移動 

    過程の観測を行うため、XバンドMPレーダを活用する。 

※ 広島県防災情報システムや広島県防災Webのホームページ上などで表示される土砂災 

 害の危険度に応じた 5kmごとのメッシュ情報 

イ～エ（略） 

 

 

第２節 避難の勧告・指示等《各区区政調整課・地域起こし推進課、危機管理室、各消防署》 

第１ 避難の勧告・指示等（略） 

第２ 避難の勧告・指示等の発令の判断基準等 

避難の勧告・指示及び屋内での待避等の安全確保措置の指示（以下「避難の勧告・指示等」 

   という。）を発令する判断の基準は、本章第４節によるものとし、次の点に留意しつつ、今後 

の気象予測等を勘案するとともに、危険区域の巡視活動を行いながら対応する。 

なお、台風や津波などの災害に対して警戒する場合においては、気象庁が発表する台風の中 

   心気圧・進路等の情報や津波に関する情報を勘案するほか、巡視活動による状況把握に努めな 

がら、避難の勧告・指示等を行う。 

第３ 避難の勧告・指示等の実施（略） 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 土砂災害警戒・避難基準雨量の記載を削除すること及びその他所要の修正。 

第１節 注意喚起（自主避難の呼びかけ）、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

 

第１ 注意喚起（自主避難の呼びかけ）、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の伝達の判断基準等 

注意喚起（自主避難の呼びかけ）、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

の伝達を行う判断の基準は、本章第４節によるものとし、次の点に留意しつつ、今後の気象予測 

等を勘案するとともに、危険区域の巡視活動を行いながら対応する。 

なお、台風や津波などの災害に対して警戒する場合においては、気象庁が発表する台風の中心 

  気圧・進路等の情報や津波に関する情報を勘案するほか、巡視活動による状況把握に努めながら、 

注意喚起（自主避難の呼びかけ）、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

の伝達を段階的に行う。 

《今後の気象予測等を勘案する際の注意事項》 

ア 土砂災害を警戒する場合 

大雨注意報が発表された後、土砂災害の危険性を判断する際には、土砂災害に関するメッ

シュ情報（※）等を情報として活用し、市域に影響を及ぼす雨域の動き方や急激に発生する

雨雲等に十分注意しつつ、気象庁が発表する降水短時間予報、広島地方気象台と広島県土木

建築局砂防課が発表する土砂災害警戒情報並びに広島地方気象台等からの気象予測等の情報

を踏まえる。 

また、局地的な大雨や集中豪雨の頻発を踏まえ、降雨の実況監視強化、雨域の発達、移動 

過程の観測を行うため、XバンドMPレーダを活用する。 

 その他、大雨警報（土砂災害）発表後は、実効雨量（７２時間半減期）を、本市が土砂災 

害の危険性を把握する土砂災害に関するメッシュ情報（※）の補完情報として参照する。 

※ 広島県防災情報システムや広島県防災Webのホームページ上などで表示される土砂災害 

 の危険度に応じた 5kmごとのメッシュ情報 

イ～エ（略） 

第２ 注意喚起（自主避難の呼びかけ）（略） 

第３ 避難準備・高齢者等避難開始（略） 

第２節 避難の勧告・指示等（削除） 

第４ 避難の勧告・指示等（略） 

第２（削除） 避難の勧告・指示等の発令の判断基準等 

避難の勧告・指示及び屋内での待避等の安全確保措置の指示（以下「避難の勧告・指示等」

という。）を発令する判断の基準は、本章第４節によるものとし、次の点に留意しつつ、今後

の気 象予測等を勘案するとともに、危険区域の巡視活動を行いながら対応する。 

なお、台風や津波などの災害に対して警戒する場合においては、気象庁が発表する台風の中

心気圧・進路等の情報や津波に関する情報を勘案するほか、巡視活動による状況把握に努めな

がら、避難の勧告・指示等を行う。 

第５ 避難の勧告・指示等の実施（略） 

 

-110-



 

修  正  前 

水防計画 

 第４章 避難対策 

  第４節 災害種別に応じた避難 

頁 

 

４１５、４１９、４２１、 

４２６ 

 第１ 洪水への対応 

  １ 段階に応じた対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

第
３
段
階 

【避難準備情報】 
１ 避難判断水位に到達し、河川
管理者から「氾濫警戒情報」が
通知された場合（岡ノ下川につ
いては洪水警報が発表されて
いる場合に限る。） 

２ 河川管理者から漏水・侵食を

発見したとの通報を受けた場

合 

【災害警戒本部】 １ 防災行政無線等により、必要な区

域(※１)に避難準備情報を発令す

る。 

  なお、危険が迫っている場合に

は、避難勧告を行うことがある。 

２ 原則として、小学校区に１箇所拠

点的な指定緊急避難場所を開設す

る。 

１ 避難の準備を行う（持っていく

ものの整理、避難場所の確認・確

保、家族との連絡など）。 

２ 要配慮者及び援助者は、避難行

動を開始する。 

３ 状況に応じ、あらかじめ決めて

おいた知人宅、地域が自主的に開

錠した避難場所、市が開設した指

定避難場所に避難する。 

第
４
段
階 

【避難勧告】 
１ 氾濫危険水位に到達し、河川
管理者から「氾濫危険情報」が
通知された場合（岡ノ下川につ
いては洪水警報が発表されて
いる場合に限る。） 

２ 河川管理者から発表される
洪水予報の水位予測において
水位が堤防高（又は背後地盤
高）を越えることが予想されて
いる場合 

３ 河川管理者から異常な漏
水・侵食を発見したとの通報が
あった場合 

４ 巡視や住民からの通報等に
より、漏水・侵食による堤防の
決壊や越水・溢水の発生による
浸水のおそれがあり、立ち退き
避難が必要と判断した場合 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策本部 

（第一次～四次）】 

１ 必要な区域(※１)に、避難勧告

を行う。 

  危険が迫っている場合には、避

難指示を行うことがある。 

  急激に気象が変化し、危険度が

高まった場合は、指定緊急避難場

所の開設を待つことなく、迅速に

発令する 

 

 

 

 

２ 被害の程度、避難者の人数等を

勘案の上、順次必要な指定緊急避

難場所を開設する。 

１ 直ちに避難する。 

２ 指定緊急避難場所等への移動中
に、急激な気象変化により、移動

が困難となった場合は、付近の堅
固な建築物や浸水時緊急退避施設
に避難する。屋外の移動に危険を

伴う場合には、建物内の安全な場
所(上階)に退避する。(※３) 

  状況が落ち着いた段階で、より

安全な場所へ移動する。 
３ 人命に関わる緊急事態が発生し
た場合は 119番通報をはじめあら

ゆる手段を用い、区役所又は消防
署へ連絡する。  

 

第
５
段
階 

【避難指示】 

１ 河川管理者から「氾濫発生情
報」が通知された場合 

２ 河川管理者から異常な漏水
の進行や亀裂・すべり等により
決壊のおそれが高まったとの
通報があった場合 

３ 巡視や住民からの通報等に
より、浸水の発生を覚知し、立
ち退き避難が必要と判断した
場合 

 

 

【災害対策本部 

（第一次～四次）】 

１ 必要な区域に避難指示を行う。 

２ 救助が必要なときは、消防職員

等が出動する。 

３ 被害の程度、避難者の人数等を

勘案の上、順次必要な指定緊急避

難場所を開設するとともに、開設

した指定緊急避難場所を周知す

る。 

※１ 洪水浸水想定区域を目安とし、基準を超過した水位観測所の受持ち区間内からの浸水が想定される区域を対象とする。 
※２ 遠くに避難する場合は、近所の人に避難先を知らせておく。 
※３ 堅固な建築物の上階に住む人は、あらかじめ３日分程度の水や食料を備えておけば移動しない方が安全である。 

また、洪水ハザードマップ等を活用し、日頃から地域の浸水想定状況を確認のうえ、一時的な避難先とする浸水時緊急 
退避施設や堅固な建築物等の所在、避難経路を確認しておく 

  ２～３ （略） 

約 1分   約 5秒   約 1分 

【サイレン】【休止】【サイレン】 

 

修  正  後 

修  正  理  由 
○ 災害対策本部を現行の４段階の体制を廃止することに伴い、本市の体制を修正する。 
〇 「避難準備情報」が「避難準備・高齢者等避難開始」に、「避難指示」が「避難指示（緊急）」に変更になったこと
から、文言の修正を行う。 

〇 土砂災害に対する災害警戒本部及び災害対策本部の現在の設置基準は、「実効雨量」と「土砂災害に関するメッシュ
情報」を併用しているが、「土砂災害に関するメッシュ情報」のみとすることから、「土砂災害への対応」における「実
効雨量」に係る設置基準を削除する。 

 第１ 洪水への対応 

  １ 段階に応じた対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

第
３
段
階 

【避難準備・高齢者等避難開始】 
１ （同左） 
 
 
 
 

２ （同左） 

（同左） １ 防災行政無線等により、必要な区

域(※１)に避難準備・高齢者等避

難開始を発令する。 

  なお、危険が迫っている場合には、

避難勧告を行うことがある。 

２ （同左） 

１ （同左） 

 

 

２ （同左） 

 

３ （同左） 

第
４
段
階 

【避難勧告】 
１ （同左） 
 
 
 
 
 
２ （同左） 
 
 
 
 
３ （同左） 
 
 
４ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策本部 

( 削 除 ) 】 

１ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （同左） 

１ （同左） 

２ （同左） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
３ （同左） 

 

第
５
段
階 

【避難指示（緊急）】 

１ （同左） 
 
２ （同左） 
 
 
 
３ （同左） 

 

 

【災害対策本部 

( 削 除 ) 】 

１ 必要な区域に避難指示（緊急）を

行う。 

２ （同左） 

 

３ （同左） 

※１ （同左） 
※２ （同左） 
※３ （同左） 

 

  ２～３ （略） 
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修  正  前 

 第２ 高潮への対応 

  １ 段階に応じた対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

第
３
段
階 

【避難準備情報】 

１ 気象台が高潮警報を発表

し、本市の全部又は一部が台

風に暴風域内に入ることが

確実であると予測され、災害

の発生するおそれがあると

き。 

気象台が開催する台風説明

会の内容を踏まえる。 

２ 堤防から水があふれる(越

水)危険や堤防の決壊（破堤）

の危険を感じた場合(※２) 

【災害警戒本部】 

１ 防災行政無線等により、必要な

区域(※３)に対し避難準備情報を

発令する。 

  なお、危険が迫っている場合に

は、避難勧告を行うことがある。 

２ 原則として、小学校区に 1箇所、

拠点的な指定緊急避難場所を開設

する。 

１ 避難の準備を行う（持っていく

ものの整理、避難場所の確認・確

保、家族との連絡など。） 

２ 要配慮者及び援助者は、非案行

動を開始する。 

３ 状況に応じ、あらかじめ決め手

おいた知人宅や地域が自主的に開

錠した避難場所、市が開設した指

定緊急避難場所に避難する。 

 （※１） 

第
４
段
階 

【避難勧告】 

１ 気象台が高潮警報を発表

し、本市の全部又は一部が台

風の暴風域内に入ることが

確実であると予測され、重大

な被害が発生するおそれが

あるとき。 

２ 巡視等により堤防から水

があふれる（越水）おそれや

堤防の決壊(破堤)のおそれ

があると判断した場合(※

２) 

【災害対策本部 

（第一次～四次）】 

１ 必要な区域（※３）に避難勧告

を行う。 

  危険が迫っている場合には、避

難指示を行うことがある。 

 

 

 

２ 被害の程度、避難者の人数等を

勘案のうえ、順次必要な指定緊急

避難場所を開設するとともに、開

設した指定緊急避難場所を周知す

る。 

１ 直ちに避難する。 

２ 指定緊急避難場所等への移動中

に、移動が困難となった場合は、

付近の堅固な建築物や浸水時緊

急退避施設に避難する。屋外の移

動に危険が伴う場合には、建物内

の安全な場所(上階)に待避する。 

  状況が落ち着くのを待って、よ

り安全な場所へ移動する。 

(※４) 

３ 人命に関わる緊急事態が発生し

た場合は、119 番通報をはじめあ

らゆる手段を用い、区役所又は消

防署へ連絡する。 

第
５
段
階 

【避難指示】 

１ 気象台から高潮特別警報

が発表された場合 

２ 浸水被害が発生した場合 【災害対策本部 

（第一次～四次）】 

１ 必要な区域に避難指示を行う。 

２ 救助が必要なときは、消防職員

等が出動する。 

３ 被害の程度、避難者の人数等を

勘案の上、順次必要な指定緊急避

難場所を開設するとともに、開設

した指定緊急避難場所を周知す

る。 

※１ 遠くに避難する場合は、近所の人に避難先を知らせておく。 

※２ 洪水等に関する用語は、「洪水等に関する防災情報体系の見直し実施要領(国土交通省)」に基づき見直しを行い、（ ）は

従前の用語を併記している。 

※３ 高潮浸水想定区域を基本とし、必要に応じ自主防災組織など地域住民とあらかじめ協議して設定する区域とする。 

※４ 堅固な建築物の上階に住む人は、あらかじめ３日分程度の水や食料を備えておけば移動しない方が安全である。 

また、洪水ハザードマップ等を活用し、日頃から地域の浸水想定状況を確認のうえ、一時的な避難先とする浸水時緊急退

避施設や堅固な建築物等の所在、避難経路を確認しておく。 

  ２ （略） 

約 1分   約 5秒   約 1分 

【サイレン】【休止】【サイレン】 

 

修  正  後 

 第２ 高潮への対応 

  １ 段階に応じた対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

第
３
段
階 

【避難準備・高齢者等避難開始】 

１ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

２ （同左） 

（同左） 

１ 防災行政無線等により、必要な

区域(※３)に対し避難準備・高齢

者等避難開始を発令する。 

  なお、危険が迫っている場合に

は、避難勧告を行うことがある。 

２ （同左） 

１ （同左） 

 

 

２ （同左） 

 

３ （同左） 

第
４
段
階 

【避難勧告】 

１ （同左） 

 

 

 

 

 

２ （同左） 

 

 

 

【災害対策本部 

( 削 除 ) 】 

１ （同左） 

 

 

 

 

 

 

２ （同左） 

１ （同左） 

２ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （同左） 

第
５
段
階 

【避難指示（緊急）】 

１ （同左） 

 

２ （同左） 【災害対策本部 

( 削 除 ) 】 

１ 必要な区域に避難指示（緊急）

を行う。 

２ （同左） 

 

３ （同左） 

※１ （同左） 

※２ （同左） 

 

※３ （同左） 

※４ （同左） 

 

 

  ２ （略） 
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修  正  前 

 第３ 土砂災害への対応 

  １ 段階に応じた対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

第
３
段
階 

【避難準備情報】 
１ 土砂災害警戒基準雨量に達し

た場合 

２ 気象台と広島県から、土砂災害警

戒情報が発表されていない場合で、

メッシュ情報（危険度判定）(※３)

に危険度(2 時間後又は 1 時間後に

基準値を超過)が表示された場合 

                  

                  

                  

                  

    

【災害警戒本部】 

１ 防災行政無線等により、必要な区
域(※１)に対し避難準備情報を発令

する。 
  なお、危険が迫っている場合には、
避難勧告等を行う。 

２ 原則として、小学校区に１箇所の
拠点的な指定緊急避難場所を開設す
る。 

３ 市域に初めて避難準備情報を発令

した際には、再度、全市域に注意喚

起（自主避難の呼びかけ）を発信す

る。 

１ 避難の準備を行う（持ってい

くものの整理、避難場所の確

認・確保、家族との連絡など）。 

２ 要配慮者及び援助者は、避難

行動を開始する。 

３ 状況に応じ、あらかじめ決め

ておいた知人宅、地域が自主的

に開錠した避難場所、市が開設

した指定緊急避難場所に避難

する。（※２） 

第
４
段
階 

【避難勧告】 
１ 土砂災害避難基準雨量に達した

場合 
２ 気象台と広島県から土砂災害警
戒情報が発表され、メッシュ情報

(危険度判定)(※３)に危険度(1 時
間後又は実況で基準値を超過)が表
示された場合 

３ 土砂災害の前兆現象(湧き水・地
下水の濁り、渓流の水量の変化等)
が発見された場合 

４ 土砂災害緊急情報が通知された
場合 

【災害対策本部 

（第一次～四次）】 

１ 必要な区域(※１)に避難勧告を行
う。 

  危険が迫っている場合には、避難
指示を行うことがある。 

  急激に気象が変化し、危険が高ま

った場合は、指定緊急避難場所の開
設を待つことなく、迅速に発令する。 

 

 
 
２ 土砂災害警戒情報が発表され、避

難勧告が発令されていない地域（全
市域の危険区域）に対し、避難準備
情報を伝達する。 

３ 被害の程度、避難者の人数等を勘
案の上、順次必要な指定緊急避難場
所を開設する。 

１ 直ちに避難する。 
２ 指定緊急避難場所への移動

中に、急激な気象変化により、
移動が困難となった場合は、付
近の堅固な建築物に避難する。

屋外の移動に危険を伴う場合
には建物内の安全な場所(上
階)に待避する。 

  状況が落ち着いた段階で、よ
り安全な場所へ移動する。 
(※４) 

３ 人命に関わる緊急事態が発
生した場合は、119番通報をは
じめあらゆる手段を用い、区役

所又は消防署へ連絡する。 

 

第
５
段
階 

【避難指示】 

１ 気象台から大雨特別警報が発
表された場合 

２ 気象台から記録的短時間大雨
情報が発表された場合 

３ がけ崩れや土石流が発生した

場合 

【災害対策本部 
（第一次～四次）】 

１ 避難勧告が発令されている地域に
避難指示を行う。 

２ 被害の程度、避難者の人数等を勘

案のうえ、順次必要な指定緊急避難
場所を開設する。 

３ 救助が必要なときは、消防職員等

が出動する。 

 

※１ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域とし、土砂災害危険箇所図に示す危険区域は自主防災組織などとあらかじめ協議

して設定する区域とする。 

※２ 遠くに避難する場合は、近所の人に避難先を知らせておく。 

※３ 広島県土砂災害危険度情報で表示される土砂災害の危険度に応じたメッシュ情報(危険度判定)(実況で基準値超過、1 時間後

に基準値超過、2時間後に基準値超過、3時間後に基準値超過を区分して表示) 

※４ 屋外の移動に危険が伴う場合は、①堅固な建築物の上階に移動する、②木造建築物でも上階のしかも山の反対側のほうに移

動することにより、少しでも危険性が低くなる。 

   なお、土砂災害ハザードマップ等を活用し、日頃から地域の土砂災害危険箇所や避難所等、避難経路等を確認しておく。 

※５ 第３段階及び第４段階は、原則として、気象台から大雨警報（土砂災害）が発表されている場合とする。 

                                                            

                     

  ２～４ （略） 

 

約 1分   約 5秒   約 1分 
【サイレン】【休止】【サイレン】  

 

修  正  後 

 第３ 土砂災害への対応 

  １ 段階に応じた対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

第
３
段
階 

【避難準備・高齢者等避難開始】 
（削除）              
    

２ 気象台と広島県から、土砂災害警

戒情報が発表されていない場合で、

土砂災害に関するメッシュ情報 (※

３)に危険度(2 時間後又は 1 時間後

に基準値を超過)が表示された場合 

３ 土砂災害警戒情報が発表された場

合で、土砂災害に関するメッシュ情

報（※３）に危険度（大雨基準超過、

２時間後基準値超過）が表示された

場合 

（同左） 

１ 防災行政無線等により、必要な区域
(※１)に対し避難準備・高齢者等避難
開始を発令する。 

  なお、危険が迫っている場合には、
避難勧告等を行う。 

２ （同左） 

 
 

３ 市域に初めて避難準備・高齢者等避

難開始を発令した際には、再度、全市

域に注意喚起（自主避難の呼びかけ）

を発信する。 

１ （同左） 

 

 

２ （同左） 

 

３ （同左） 

第
４
段
階 

【避難勧告】 

（削除）              
   
２ 気象台と広島県から土砂災害警戒

情報が発表され、土砂災害に関する
メッシュ情報(※３)に危険度(1時間
後又は実況で基準値を超過)が表示

された場合 
３ （同左） 
 

 
４ （同左） 
 

【災害対策本部 

( 削 除 ) 】 

１ 必要な区域(※１)に避難勧告を行

う。 
  危険が迫っている場合には、避難指
示（緊急）を行うことがある。 

  急激に気象が変化し、危険が高まっ
た場合は、指定緊急避難場所の開設を
待つことなく、迅速に発令する。 

 
 
 

２ 状況の１により避難勧告を発令し
た行政区内の避難勧告対象区域以外
の危険区域に対し、避難準備・高齢者

等避難開始を発令する。 
３ （同左） 

１ （同左） 

２ （同左） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
３ （同左） 

 

第
５
段
階 

【避難指示（緊急）】 

１ （同左） 

２ （同左） 

 

３ （同左９ 

【災害対策本部 

( 削 除 ) 】 

１ 避難勧告が発令されている地域に
避難指示（緊急）を行う。 

２ （同左） 
 
 

３ （同左） 

 

※１ （同左） 

 

※２ （同左） 

※３ （同左） 

 

※４ （同左） 

 

 

（削除）                                               

※５ 大雨警報（土砂災害）発表後は、実効雨量（７２時間半減期）を、本市が土砂災害の危険性を把握する土砂災害に関するメ

ッシュ情報の補完情報として参照する。 

  ２～４ （略） 

 

約 1分   約 5秒   約 1分 
【サイレン】【休止】【サイレン】  
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修  正  前 

 第４ 津波への対応 

  １ 段階に応じた対応 

状況 本市の体制 本市の対応 住民の行動（※５） 

 気象台から津波注

意報、津波警報又は

大津波警報が発表さ

れた場合（※１） 

津波注意報が発

表された場合 

【災害対策本部 

（一次）】 

 

 

 

津波警報・大津

波警報が発表さ

れた場合 

【災害対策本部 

（四次）】 

１ 必要な区域（※３）に避難

指示を発令する（※４）。 

 

 

 

２ 必要な指定緊急避難場所

を開設するとともに、開設した

指定緊急避難場所を周知する。 

１ 直ちに避難する。 

２ 指定緊急避難場所等への移動
中に、目前急迫の浸水危険にさら
され、移動が困難となった場合
は、付近の堅固な建築物や浸水時
緊急退避施設に避難する。屋外の
移動に危険が伴う場合には、建物
内の安全な場所(上階)に待避す
る。（※６） 

  状況が落ち着くのを待って、よ
り安全な場所へ移動する。 

３ 人命に関わる緊急事態が発生 

した場合は、119番通報をはじめ 

あらゆる手段を用い、区役所又 

は消防署へ連絡する。 

 国外での地震によ

る津波の影響を「遠

地地震に関する情

報」として発表され

た場合 

【必要に応じた

体制】（※２） 

１ 津波に関する気象情報等
を収集・把握する。 

２ 必要に応じ、防災行政無 

線等により、沿岸部の住民 

に津波に対する注意喚起を 

促す。 

テレビ・ラジオ等を通じて津波等

の情報に注意する。 

 

※１ 停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況において、強い揺れを感じた場合、ある 

いは、揺れは弱くても１分程度以上の長い揺れを感じた場合も同様とする。 

※２ 津波注意報等が発表された場合は、原則として上記と同様の対応を行う。 

※３ 津波注意報、津波警報が発表された場合ごとに定めた区域とする。 

※４ 河川・海岸管理者等から構造物の機能支障等の通報を受けた場合は、必要な区域に避難情報を発信・発令する。 

※５ 住民の行動は、震災対策編第４章第３節の津波災害の予防対策を参考にする。 
※６ 堅固な建築物の上階に住む人は、あらかじめ３日分程度の水や食料を備えておけば移動しない方が安全である。 

また、津波浸水想定区域図等を活用し、日頃から地域の浸水想定状況を確認の上、一時的な避難先とする浸水時緊 

急退避施設や付近の堅固な建築物等の所在、避難経路を確認しておく。 

  ２ （略） 

約 1分   約 5秒   約 1分 
【サイレン】【休止】【サイレン】 

 

修  正  後 

 第４ 津波への対応 

  １ 段階に応じた対応 

状況 本市の体制 本市の対応 住民の行動（※５） 

 （同左） 津波注意報が発

表された場合 

【災害対策本部 

（削除）】 

 

 

 

津波警報・大津

波警報が発表さ

れた場合 

【災害対策本部 

（削除）】 

１ 必要な区域（※３）に避難

指示（緊急）を発令する（※４）。 

 

 

 

２ （同左） 

１ （同左） 

２ （同左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ （同左） 

 

 

 

 （同左） （同左） １ （同左） 
 

２ （同左） 

（同左） 

 

※１ （同左） 

 

※２ （同左） 

※３ （同左） 

※４ （同左） 

※５ （同左） 

※６ （同左） 

 

 

  ２ （略） 

 

約 1分   約 5秒   約 1分 
【サイレン】【休止】【サイレン】 
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修  正  前 

水防計画 

 第４章 避難対策 

  第４節 災害種別に応じた避難 

頁 

 

４２３、４２４ 

３ 土砂災害に対する警戒基準及び避難基準 

行 政 区 
避難勧告 
対象区域 

警戒基準雨量 避難基準雨量 
雨量観測所 

所管  観測所  

中 区 
中区北部 

１３０mm １５０mm 
市 中消防署 

中区南部 県砂防 江波 

東 区 

牛田・尾長 １４０㎜ 

１６０㎜ 

〃 牛田早稲田 

戸坂 １５０㎜ 〃 中山新町 

中山・矢賀 

１４０㎜ 

〃 〃 
温品・上温品 市 温品出張所 
福田 県砂防 福木 
馬木 〃 〃 

南  区 
南区北部 

１３０mm １４０mm 
県水防 西部建設 

南区南部 県砂防 楠那 
似島・金輪島 １６０㎜ １７０㎜ 市 似島消防出張所 

西 区 
西区北東・南東部 １３０㎜ １５０㎜ 〃 西消防署 
西区北西部 １５０㎜ １６０㎜ 県砂防 己斐 
西区南西部 １１０㎜ １３０㎜ 〃 井口台 

安佐南区 

祇園・西原・長束 
１３０㎜ 

１４０mm 市 祇園消防出張所 
山本 

１５０㎜ 
県砂防 祇園山本 

安古市 市 上安消防出張所 
佐東 １５０mm １６０mm 〃 安佐南消防署 
伴 １００mm 

１３０mm 
〃 沼田消防出張所 

奥畑 
１２０mm 

県砂防 奥畑 
戸山 市 戸山分団阿戸車庫 

安佐北区 

高陽西部 

１４０㎜ 
１５０㎜ 

〃 口田分団矢口車庫 
高陽北部 〃 高陽消防出張所 
高陽東部 〃 狩小川分団湯坂車庫 
可部南部 １６０㎜ 県砂防 上原 
可部東部 

１２０㎜ １４０㎜ 
〃 〃 

三入 市 三入分団桐原車庫 
三田 

１１０㎜ 
１３０㎜ 

〃 三田分団畑車庫 
高南 県砂防 白木 
井原・志屋 

１２０㎜ 
市 志屋分団梶名車庫 

大林 
１４０㎜ 

〃 大林分団大杉車庫 
南原 

１３０㎜ 
県砂防 堂免橋 

綾ケ谷 市 亀山分団大畑車庫 
可部西部 １５０㎜ １７０㎜ 〃 亀山分団亀山車庫 
勝木 

１３０㎜ 

１６０㎜ 
〃 亀山分団亀山西車庫 

日浦・筒瀬 県砂防 日浦 
久地 市 久地分団久地車庫 
小河内 １５０㎜ 〃 小河内分団本郷車庫 
飯室 １６０㎜ 〃 安佐消防出張所 
鈴張 １５０㎜ 〃 鈴張分団鈴張西車庫 

安 芸 区 

船越 １３０㎜ １４０㎜ 〃 安芸区役所 
中野・畑賀 １４０㎜ １６０㎜ 〃 安芸区中野出張所 
瀬野 

１３０㎜ １５０㎜ 
〃 瀬野分団中原車庫 

阿戸 〃 安芸区阿戸出張所 
矢野 １４０㎜ １６０㎜ 〃 安芸区矢野出張所 

佐 伯 区 

五日市南東部 １１０㎜ １３０㎜ 〃 佐伯消防署 
五日市南西部 １３０㎜ １５０㎜ 県砂防 五日市観音 
五日市北東部 １００㎜ １３０㎜ 〃 五月が丘 
五日市北西部 １４０㎜ １６０㎜ 〃 彩が丘 
水内 

１１０㎜ 
１３０㎜ 市 水内分団堂原車庫 

上水内 １４０㎜ 県砂防 菅沢 
砂谷 １３０㎜ １６０㎜ 〃 杉並台 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 避難勧告等の発令判断の指標をメッシュ情報のみとするため、土砂災害警戒・避難基準雨量の記

載を削除する。 

 

（削除）        
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修  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉
(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉) 140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉

(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

48:五日市
北東部

14:西区
南西部

12:西区
北東･南東部

10:南区南部
(似島･金輪島を除く)

2:中区南部

41:船越

9:南区北部

1:中区北部

45:矢野

11:似島･金輪島

52:砂谷

50:水内

46:五日市
南東部

47:五日市
南西部

49:五日市北西部

51:上水内

21:戸山

15:祗園･
西原･長束

16:山本

4:戸坂

26:可部東部
25:可部
南部

23:高陽北部18:佐東

6:温品
･上温品

8:馬木

22:高陽西部

3:牛田
･尾長 5:中山

･矢賀

13:西区
北西部

7:福田

20:奥畑

34:可部西部

35:勝木

17:安古市

36:日浦･筒瀬

19:伴

33:綾ヶ谷39:飯室
31:大林

27:三入

32:南原38:小河内

28:三田

29:高南

43:瀬野

24:高陽東部

37:久地

40:鈴張

44:阿戸

4444444444

1111111111
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5555555555 3333333333

2222222222

77777777778888888888

6666666666

30:井原･志屋

42:中野･畑賀

10101010101010101010

000000000 2.52.52.52.52.52.52.52.52.5 5km5km5km5km5km5km5km5km5km

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉
(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)(160㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)(100㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉170㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)(150㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉) 140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉

(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉140㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)(110㍉)

130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉130㍉
(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)(120㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)(140㍉)

160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉160㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉150㍉
(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)(130㍉)

48:五日市
北東部

14:西区
南西部

12:西区
北東･南東部

10:南区南部
(似島･金輪島を除く)

2:中区南部

41:船越

9:南区北部

1:中区北部

45:矢野

11:似島･金輪島

52:砂谷
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修  正  後 

（削除）     
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修  正  前 

水防計画 

 別表第１ 水位・潮位・及び雨量の観測場所 

 

頁 

 

４３７ 

３ 雨量の観測場所 

⑴ 広島市雨量観測所《各消防署》 

行政区 観 測 所 名 種別 観 測 場 所 通信方法 
 

安佐北区 

口田分団矢口車庫 自記 安佐北区口田南七丁目 18-22 テレメーター  

安佐北消防署高陽出張所 自記 安佐北区真亀一丁目 3-6 テレメーター 

狩小川分団湯坂車庫 自記 安佐北区狩留家町 625-1 テレメーター 

三入分団桐原車庫 自記 安佐北区可部町大字桐原 759-3 テレメーター 

三田分団畑車庫 自記 安佐北区白木町大字三田字畑 7184-4 テレメーター 

志屋分団梶名車庫 自記 安佐北区白木町大字志路字栄堂 5512-1 テレメーター 

大林分団大杉車庫 自記 安佐北区大林三丁目 10-4 テレメーター 

亀山分団大畑車庫 自記 安佐北区可部町大字綾ヶ谷字久保河原 2636-1 テレメーター  

亀山分団亀山車庫 自記 安佐北区亀山南三丁目 33-1 テレメーター  

亀山分団亀山西車庫 自記 安佐北区亀山西二丁目 3-1 テレメーター  

久地分団久地車庫 自記 安佐北区安佐町大字久地字城下 4492 テレメーター  

小河内分団本郷車庫 自記 安佐北区安佐町大字小河内字堂原 4578 テレメーター 

安佐北消防署安佐出張所 自記 安佐北区安佐町大字飯室 3052-1 テレメーター 

鈴張分団鈴張西車庫 自記 安佐北区安佐町大字鈴張字平石 4366-4 テレメーター  

 

 

  

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 移転建替えに伴う住所変更。 

３ 雨量の観測場所 

⑴ 広島市雨量観測所《各消防署》 

行政区 観 測 所 名 種別 観 測 場 所 通信方法 
 

安佐北区 

口田分団矢口車庫 自記 安佐北区口田南七丁目 18-22 テレメーター  

安佐北消防署高陽出張所 自記 安佐北区真亀一丁目 3-6 テレメーター 

狩小川分団湯坂車庫 自記 安佐北区狩留家町 625-1 テレメーター 

三入分団桐原車庫 自記 安佐北区可部町大字桐原 759-3 テレメーター 

三田分団畑車庫 自記 安佐北区白木町大字三田字畑 7184-4 テレメーター 

志屋分団梶名車庫 自記 安佐北区白木町大字志路字栄堂 5512-1 テレメーター 

大林分団大杉車庫 自記 安佐北区大林三丁目 10-4 テレメーター 

亀山分団大畑車庫 自記 安佐北区可部町大字綾ヶ谷字久保河原 2636-1 テレメーター  

亀山分団亀山車庫 自記 安佐北区亀山南三丁目 33-1 テレメーター  

亀山分団亀山西車庫 自記 安佐北区亀山西二丁目 3-1 テレメーター  

久地分団久地車庫 自記 安佐北区安佐町大字久地字城下 4492 テレメーター  

小河内分団本郷車庫 自記 安佐北区安佐町大字小河内字上本郷 3424-4  テレメーター 

安佐北消防署安佐出張所 自記 安佐北区安佐町大字飯室 3052-1 テレメーター 

鈴張分団鈴張西車庫 自記 安佐北区安佐町大字鈴張字平石 4366-4 テレメーター  
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修  正  前 

水防計画 

 別表第１ 水位・潮位及び雨量の観測場所 

 

 

頁 

 

４４０ 

 １、２（略） 

３ 雨量の観測場所 

 ⑴～⑷（略） 

⑸ 広島地方気象台雨量観測施設《広島地方気象台》 

 河川名 観測所名 情報入手先 種 類 位       置 通信連絡先 

 沿 岸 部 広  島 

気象庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

広島県防災情報ｼｽﾃﾑ 

気 象 台 
中区上八丁堀 6-30 
 広島地方気象台 

223-3951 

 根 谷 川 三  入 

地域気象
（雨量） 
観測所 

安佐北区三入 

 太 田 川 加  計 山県郡安芸太田町加計字神田 

 滝山川（太田川） 王  泊 山県郡北広島町細見 

 柴木川（太田川） 内黒山 
山県郡安芸太田町大字横川字横
川東平 

 〃 八  幡 山県郡北広島町東八幡原 

 関川（太田川） 志  和 東広島市志和町志和堀 

 水内川（太田川） 佐伯湯来 気象庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

佐伯区湯来町大字和田字中須賀 

 西宗川（太田川） 都志見 山県郡北広島町都志見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 情報入手先の修正。 

１、２（略） 

３ 雨量の観測場所 

 ⑴～⑷（略） 

⑸ 広島地方気象台雨量観測施設《広島地方気象台》 

 河川名 観測所名 情報入手先 種 類 位       置 通信連絡先 

 沿 岸 部 広  島 

気象庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

広島県防災情報ｼｽﾃﾑ 

気 象 台 
中区上八丁堀 6-30 
 広島地方気象台 

223-3951 

 根 谷 川 三  入 

地域気象
（雨量） 
観測所 

安佐北区三入 

 太 田 川 加  計 山県郡安芸太田町加計字神田 

 滝山川（太田川） 王  泊 山県郡北広島町細見 

 柴木川（太田川） 内黒山 
山県郡安芸太田町大字横川字横
川東平 

 〃 八  幡 山県郡北広島町東八幡原 

 関川（太田川） 志  和 東広島市志和町志和堀 

 水内川（太田川） 佐伯湯来 佐伯区湯来町大字和田字中須賀 

 西宗川（太田川） 都志見 山県郡北広島町都志見 
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修  正  前 

水防計画 

別表第１１ 水防信号施設等 

 ２ 水防信号施設等 

頁 

 

４８３ 

（安芸区） 
 

設 置 場 所 

災害種別 

防災行政無線 

（屋外） 
サイレン 

瀬野川中学校 中野四丁目２４－１ ○  

畑賀分団為角車庫 畑賀町３１８３－４      ○ 

上大山集会所 上瀬野１３９－８      ○ 

瀬野分団中原車庫 上瀬野一丁目１８－１４      ○ 

みどり坂団地第８公園 瀬野西三丁目２５番      ○ 

安芸区役所矢野出張所 矢野東五丁目７－１８      ○ 

県立安芸南高校 矢野西二丁目１５－１ ○  

安芸区役所 船越南三丁目４－３６ ○  

安芸区役所阿戸出張所 阿戸町６２５７－２      ○ 

阿戸生活改善センター 阿戸町４０２０－１      ○ 

寺屋敷団地自治会倉庫敷地 矢野町７５２－７４７      ○ 

阿戸町弓張松 阿戸町字弓張松１９３３番地１地先 ○  

計   １２か所  ４ ８ 

修  正  後 

修  正  理  由 

○ 移設及び遠隔化により操作可能となるため。 

（安芸区） 
 

設 置 場 所 

災害種別 

防災行政無線 

（屋外） 
サイレン 

瀬野川中学校 中野四丁目２４－１ ○  

畑賀小学校 畑賀三丁目２８－１６ ○ ○ 

上大山集会所 上瀬野１３９－８ ○ ○ 

瀬野分団中原車庫 上瀬野一丁目１８－１４ ○ ○ 

みどり坂団地第８公園 瀬野西三丁目２５番 ○ ○ 

安芸区役所矢野出張所 矢野東五丁目７－１８ ○ ○ 

県立安芸南高校 矢野西二丁目１５－１ ○  

安芸区役所 船越南三丁目４－３６ ○  

安芸区役所阿戸出張所 阿戸町６２５７－２ ○ ○ 

阿戸生活改善センター 阿戸町４０２０－１ ○ ○ 

寺屋敷団地自治会倉庫敷地 矢野町７５２－７４７ ○ ○ 

阿戸町弓張松 阿戸町字弓張松１９３３番地１地先 ○  

計   １２か所  １２ ８ 
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